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１ 適正な事業所運営に向けた取り組みについて 
～令和５年度に向けて～ 

 
１－１ 令和4年度中に取り組まなければならない事項 

 
① 身体拘束等の適正化の推進 

   身体拘束等の適正化のためには、以下の取り組みが定められています。 

   

   【取り組み】 

１，やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録す

る。 

２，身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

３，身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

４，従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

（年１回以上及び新規採用時） 
 

具体的には、P.13を参考にしてください。また指針には次のような項目を盛り

込むこととされています。 

 
【指針の記載内容】 

ア 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 職員研修に関する基本方針 

エ 発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者（入所者）等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他適正化の推進のために必要な基本方針 

   

  令和5年4月より、これら取り組みの１～４の措置が講じられていない場合、下

記のサービスにおいて身体拘束廃止未実施減算（5 単位/日）が適用されますので、

早めの対策が必要です。（１の減算は一部サービスで実施済み） 

 
  【減算対象となる障害福祉サービス等】 

  居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、 

  短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練（機能訓練）、 

自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援A型、 

就労継続支援B型（基準該当含む）、共同生活援助 
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② 虐待防止の更なる推進 

   全国や愛知県における虐待相談・通報件数は増加傾向にあります。事業所等に

おける虐待を防止するために、以下の取り組みが定められています。 

 

【取り組み】 

１，虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、 

その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

２，従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。 

  （年１回以上及び新規採用時） 

３，前項の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

１,の委員会については、身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営する

ことも差し支えない。 

また、これらの取り組みに実効性を持たせるため、「虐待防止のための指針」を

作成することが望まれます。 

 

【指針の記載内容】 

ア 虐待防止に関する基本的な考え方 

イ 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ウ 職員研修に関する基本方針 

エ 発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針 

オ 発生時の対応に関する基本方針 

カ 利用者（入所者）等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

キ その他適正化の推進のために必要な基本方針 

 
   
   詳しくは、P.6をご参照ください。 

また「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室）R4.4」

(https://www.mhlw.go.jp/content/000944498.pdf)も作成されていますので、ご

活用ください。 

 

③ ハラスメント防止 

障害福祉サービス等事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職

場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって、

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されること

を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければなりません。 
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【 特に留意すべき内容 】 

ア 事業者等の方針等の明確化及びその周知・啓発すること。職場における

ハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない

旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

イ 相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備 

   →相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への

対応のための窓口を定め、従業者に周知すること。 

 
 
１－２ 令和５年度中に取り組まなければならない事項 

 
①  業務継続に向けた取組の強化 

    感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービスが継続的

に提供できる体制を構築する観点から、すべての障害福祉サービス等事業者を

対象に、業務継続に向けた計画等の策定等の以下の3項目についての措置が令

和６年度より義務化されるため、令和５年度末までに準備が必要です。 

 

  【取り組み】 

１，感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を 

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る 

ための計画（業務継続計画）を策定する。 

２，従業者に対し、業務継続計画について、周知するとともに必要な研修 

及び訓練を定期的に実施する。 

３，定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行う。 

 

２,については、次の感染症の予防及び（食中毒の予防及び）まん延の防止のた

めの研修及び訓練と一体的に実施するのも差し支えありません。 

詳しくは、障害福祉サービス等事業者における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支

援に関する研修（厚生労働省） 

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_

koureisha/douga_00003.html）を参考にしてください。 

 

②  感染症対策の強化 

感染症の予防及び（食中毒の予防及び）まん延の防止等に関する取組の徹底を

求める観点から、以下の3項目について、令和6年度の義務化に向け、令和5年

度末までに対応が必要です。 
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【取り組み】 

１，感染症の予防及び（食中毒の予防及び）まん延の防止のための対策を検

討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に

周知徹底を図ること。 

２，感染症の予防及び（食中毒の予防及び）まん延の防止のための指針を整

備すること。 

３，従業者に対し、感染症の予防及び（食中毒の予防及び）まん延の防止た

めの研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に

実施すること。 

 

   詳しくは、感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等（厚生労働省） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html）を参考にしてください。 

 

 
【各対策と取り組み事項 早見表】 

項目 
委員会の 

設置及び開催 
指針又は計画の策定 

定期的な 

研修の実施 

身体拘束の 

適正化 

令和4年度義務化 

※ 

令和4年度義務化 

※ 

令和4年度義務化 

※ 

虐待防止 令和4年度義務化 － 令和4年度義務化 

業務継続 

計画 
－ 令和6年度義務化 令和6年度義務化 

感染症 

対策 
令和6年度義務化 令和6年度義務化 令和6年度義務化 

・「※」は、未実施の場合は減算対象となります。 

・業務継続計画及び感染症対策については、研修に加え定期的な訓練も実施のこと。 

 
 
１－３ 運営上留意されたい事項 

 
① 利益供与等の禁止 

   障害福祉サービス等事業者は、「一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業

を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対

し、利用者又はその家族に対して当該事業者を紹介することの対償として、金品

その他の財産上の利益を供与あるいは収受してはならない。」（基準第38条など）

と定められています。 
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   特に就労系サービスにおいては、障害者の意思決定を歪めるような金品授受に

よる利用者誘因行為や就労斡旋行為は禁止されています。 

 

   具体的には、 

・利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者と紹介された友人に金品を授与する。 
・障害福祉サービスの利用を通じて通常の事業所に雇用されるに至った利用者に対し祝

い金を授与する。 
・サービス利用開始（一定期間利用後も含む）に伴い利用者に祝い金を授与する。 
・利用者の就職を斡旋した事業所に対し金品を授与する。 
 
があげられます。 

   また交通費や昼食支給、資格取得費用等無料などをチラシやホームページで殊

更にうたい、利用者募集を行う場合は、利用者の意思決定を歪め、利用者誘因行

為となる可能性があり、指導の対象となりますので、ご留意ください。 

 

② 利用定員の遵守 

   障害福祉サービス等事業者は基準省令において、サービス種別毎に職員配置等

により利用定員を定める必要があります。一方で、ただし書きでは、利用定員を

一定数超過して受け入れることも可能とされています。 

しかしながら、一定数を超過しての受け入れについては、特例的な性質のもの

であり、常時利用定員を超過している状態は適切ではありません。利用定員につ

いては遵守いただくようお願いします。 

 

③  事業所の質の確保の推進 

   障害福祉サービス等事業者は基準省令において、「事業者は、その提供するサー

ビスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。」（基準第57条）

とあり、自己評価はもとより、第三者による外部評価の導入を図ることに努める

ように規定されています。 

この第三者による外部評価機関として、愛知県福祉サービス第三者評価推進セ

ンター（http://www.aichi-fukushi.or.jp/daisansha-hyoka/hyoka.html）があり

ます。 
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３．実地指導等における重点項目等 

１ 管理者の責務、業務管理体制 

  管理者は、従業者の管理や業務の実施状況の把握など、事業所運営の全般を一元的に管理す

るとともに、従業者に対して運営基準を遵守するよう必要な指揮命令を行うことが責務となり、

基準省令及び解釈通知、報酬告示及び留意事項通知の内容を把握していることが前提となりま

す。（基準省令第6条、第51条） 

  事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備するとともに、整備に関

する事項を届け出る必要があります。（法第51条の２、規則第34条の27、第34条の28） 

ポイント 

① 管理者の兼務は、上記業務が適切に行えていることが前提であること。 

 （管理業務が適正に実施できないのであれば、他の職種との兼務は不可。） 

② 各種届出等の手続きは、実態に即した正確な内容で、遅滞なく行うこと。 

③ 法令遵守責任者は、基準違反、事務誤り等を未然に防止し、適正に事業運営ができるよう、

実行性ある体制を整備すること。 

④ ②③について、変更事項が生じた場合は、10日以内に変更届を提出すること。 

 

２ 人員基準（従業者の員数等） 

 障害福祉サービスを安全に実施し、かつ、一人一人の利用者の目標や自立に向けた支援課題

を克服するため、必要となる人員体制の確保は、障害福祉サービス事業者の責務です。また、

人員基準を満たしているかを確認するために、勤務表（予定・実績）を毎月作成することは、

事業運営において重要な作業となります。 

ポイント 

① 人員基準について、基準省令、解釈通知、本市基準条例、障害福祉サービス事業者等指定

申請の手引きなどの精読、行政機関への照会等を行い、複数名体制で正しく理解しているこ

と。 

② サービス提供月の前月に勤務表（予定）を作成し、人員基準を満たしているか確認するこ

と。 

③ 出勤簿やタイムカード等により管理者・役員等を含めた当該事業所の全従業者の勤怠管

理を適正に実施して、勤務表（実績）に反映させ、人員基準を満たしていたか確認すること。 

④ ②③の確認は、複数名体制で確実に行うこと。 

⑤ 万が一、人員欠如等を発見した際には、直ちに必要な措置を講じること。 

⑥ 従業者の採用時には、雇用契約書、辞令等により身分を明確にするとともに、必要な資格

者証等を確認し、その写しを保管すること。 

 

３ 個別支援計画（基準省令第26条、第58条） 

 サービス管理（提供）責任者が作成する個別支援計画は、利用者が自立した日常生活を営む
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ことができるよう適切かつ効果的なサービスを提供するための根幹に関わる非常に重要な書類

です。 

 個別支援計画は、利用者又はその家族に対し、支援上必要な目標及び内容等について理解し

やすいよう説明するための書類でもあります。 

ポイント 

① 個別支援計画の作成にあたっては、適切な方法により、利用者の有する能力、その置かれ

ている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて、利用者の希望する生活、課題等の把

握（アセスメント）を行い、適切な支援内容を検討すること。 

② 個別支援計画の内容は、サービス提供が漫然かつ画一的なものとならないよう、利用者の

意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて作成すること。 

③ 個別支援計画の内容を全従業者に周知し、支援目標等の共有を図った上で、計画に沿った

サービスを提供すること。 

④ 提供したサービスの効果について継続的な評価（モニタリング）を実施し、必要に応じた

計画の見直しを行うこと。 

 

４ サービス提供実績記録票、サービス実施記録（ヘルパー記録、日報、日誌等）（基準省令第19

条、第53条の2、第169条の2） 

 サービス提供実績記録票、サービス実施記録の役割は、以下のようなものがあげられます。 

 ・利用者の変化、従業者の気づき等を継続的に記録し、個別支援計画へ適切に反映させるこ

とで、より質の高い支援につなげる役割 

 ・サービス提供した内容を、利用者と相互に確認しあうための役割 

 ・報酬請求上の挙証資料としての役割 

 ・事業者保護の役割（利用者等とのトラブル（訴訟等になった場合）） 

ポイント 

① サービスの提供日、具体的内容、実績時間数、利用者負担額等の必要な事項の記録を行う

こと。 

② サービスの提供の都度、利用者から確認を受けること。（居住系を除く） 

 

 サービス提供実績記録票に関する補足事項 

 令和２年度の押印廃止に伴い、「利用者確認印」から「利用者確認欄」に変更となりましたが、

押印の廃止を強制するものではないため、利用者の状況等に応じて柔軟なご対応をお願いしま

す。（例：署名、レ点、〇印、押印等） 

 

５ 給付費の算定（基本報酬） 

 障害福祉サービスは、一部の利用者負担額を除き、公費（税金）で運用されている制度です。

請求事務に関しては、誤りがないよう万全を期してください。 

 提供しようとするサービス内容に疑義がある場合には、受給者証の発行元である区役所・支

所への照会等を必ず行ってください。 

ポイント 

① 基本報酬について、報酬告示、留意事項通知などの精読、行政機関への照会等を行い、複

数名体制で正しく理解していること。 

② サービス提供実績記録票・サービス実施記録（ヘルパー記録、日誌、日報等）に基づいて、

実施日時、実施した支援内容等を確認すること。 
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③ 報酬請求する際には、送信する請求データ等の内容に誤りがないか確認すること。 

④ ②③の確認は、複数名体制で確実に行うこと。 

⑤ 万が一、請求誤りを発見した際には、速やかに過誤調整を行うなど必要な措置を講じるこ

と。 

 

６ 給付費の算定（各種加算） 

 各種加算は、上乗せのサービス提供が評価されて算定されるものです。その趣旨を理解し、

より質の高いサービスが提供され、かつ、最低限必要として定められている要件を必ず満たし

ていなければ、算定は認められません。 

 算定要件を満たしておらず、返還に至る事例が多く発生しています。 

ポイント 

① 算定要件について、報酬告示、留意事項通知、指定障害福祉サービス事業者等ガイドブッ

クなどの精読、行政機関への照会等を行い、複数名体制で正しく理解していること。 

② 加算の算定に必要となる人員の確保、サービスの実施、個別支援計画への位置づけ、実施

記録の整備などが算定要件を満たしているか、複数名体制で確実に確認すること。 

③ 万が一、算定誤りを発見した際には、速やかに過誤調整を行うなど必要な措置を講じるこ

と。 

 

７ 非常災害対策（日中系、居住系）（基準省令第70条） 

ポイント 

① 非常災害に際して、必要な諸設備を整備すること。 

② 届出義務の有無にかかわらず、具体的な防災計画を策定すること。 

③ 関係機関への通報及び連携体制を整備すること。 

④ 消火訓練、避難訓練、救出訓練等を実施し、記録を整備すること。 

⑤ 水害又は土砂災害が発生する恐れのある要配慮者利用施設は避難確保計画を作成・提

出し、災害想定の訓練を実施すること。 

⑥ 非常用食料及び飲料水は、必要量を備蓄すること。 

＜事業所において最低限確保すべき備蓄量＞ 

食料 
日中系：（定員＋職員）の人数 × １日分（３食） 

居住系：（定員＋職員）の人数 × ３日分（９食） 

飲料水 

１食あたり１リットル 

日中系：（定員＋職員）の人数 × ３リットル 

居住系：（定員＋職員）の人数 × ９リットル 

 

８ 衛生管理等（基準省令第34条） 

 新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症のまん延を防止するために、各事業所にお

いて必要な措置を講じていただく必要があります。 

ポイント 

① 従業者が感染源となることを予防し、また感染の危険から守るため、手指を洗浄するため

の設備や使い捨て手袋、マスク等の備品を備えること。 

② 各感染症の対応については、厚生労働省及び名古屋市からの事務連絡等により必要な情報

収集を行いながら、対策に取り組むこと。 
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４． 実地指導における主な指摘事項 

 

１ 実地指導における主な指摘事項【全サービス共通】 

 

【人員基準・運営基準】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○従業者の資格が確認

できない者がいたた

め、確認のうえ報告

すること。 

【資格の確認】 

●資格証と氏名が異なる場合は、氏名変更の履歴が

わかる書類（運転免許証（裏面・表面両方）・年金

手帳・戸籍謄本等）で本人確認できるよう整備を

お願いします。 

○従業者に対して、利

用者等の秘密保持の

ための必要な措置を

講じること。 

【秘密保持のための措

置】 

○登録ヘルパー、管理者、サービス提供（管理）責

任者も含めすべての従業者に対して、退職後も含

めた秘密保持のための必要な措置が講じられてい

なかった。 

○運営規程に不足等が

あったため、改める

こと。 

○重要事項説明書に不

足等があったため、

改めること。 

【運営規程】 

【重要事項説明書】 

○運営規程と重要事項説明書に不整合があった。 

○重要事項説明書に提供するサービスの第三者評価

の実施状況の記載がなかった。 

●第三者評価の実施状況については、実施の有無、

実施した直近の年月日、実施した評価機関の名

称、評価結果の開示状況を記載します。第三者評

価を行っていない場合は、行っていない旨を明記

する必要があります。 

○代理受領額通知書は、

介護給付費・訓練等給

付費の支給を受けた

後に交付すること。 

【代理受領額通知書】 

●障害福祉サービスについては、請求月の翌月 20 日

前後に入金を確認した後に利用者へ代理受領額通

知書を交付するようお願いします。 

（例）令和 4 年 3 月サービス提供→令和 4 年 4 月請

求→令和 4 年 5 月 20 日前後に入金 

よって令和 4 年 3 月サービス提供分は令和 4 年 5

月 20 日以降に代理受領額通知書を交付すること。 

○サービスを提供した

際は、必要な事項を提

供の都度記録し、利用

者等から確認を受け

ること。 

【サービス提供の記録】 

○原則として、サービス提供の都度、実施したサービ

ス内容の記録と利用者による確認が必要であるが、

月に一度、まとめて利用者から確認を受けていた。 

●本市においては適正な給付を確保する観点から、サ

ービス提供の都度、その内容を記録し、利用者の確

認として押印・サイン等を受けることとしていま
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す。 

●共同生活援助、施設入所支援及び療養介護について

は、サービス提供の都度の確認は必要ありません

が、月に一度、利用者からサービス提供の確認を受

けてください。 

○サービス提供におけ

る記録の充実に努め

ること。 

○請求内容と異なるサ

ービス提供が行われ

ていたため、改めるこ

と。 

【サービス提供の記録】 

○支援の内容が不明瞭な記載があった。 

○定期的な支援について、記録がすべて同じ内容で記

載されていた。（異常なし、特変なし等） 

○加算として評価される支援について、加算要件を満

たした支援の内容が記録されていなかった。 

●日々の記録の充実、書式の見直し等を行ってくださ

い。記録すべき内容については P.28 をご確認くだ

さい。 

●実地指導で提供記録が確認できない場合、給付費の

返還を求める場合があります。 

〇身体拘束を行った場

合は、記録に残すこ

と。 

〇身体拘束等の適正化

のための対策を検討

する委員会を定期的

に開催するとともに、

その結果について、従

業者に周知徹底を図

ること。 

〇身体拘束等の適正化

のための指針を整備

すること。 

〇従業者に対し、身体拘

束等の適正化のため

の研修を定期的に実

施すること。 

【身体拘束等の適正化】 

〇身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員

会が開催されていなかった。又は、その議事録がと

られていなかった。 

〇身体拘束等の適正化のための指針が整備されてい

なかった。 

〇身体拘束等の適正化のための研修を年 1回以上及び

新規採用時に実施する必要があるが、実施されてい

なかった。 

 

●未実施の場合、令和 5 年 4 月以降は減算の対象とな

ります。 
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〇虐待防止のための対

策を検討する委員会

を定期的に開催する

とともに、その結果に

ついて従業者に周知

徹底を図ること。 

〇従業者に対し、虐待防

止のための研修を定

期的に実施すること。 

〇虐待防止のための担

当者を置くこと。 

【虐待の防止】 

〇虐待防止のための対策を検討する委員会が開催さ

れていなかった。又は、その議事録がとられていな

かった。 

〇虐待防止のための研修を年 1回以上及び新規採用時

に実施する必要があるが、実施されていなかった。 

〇虐待防止のための担当者が決まってなかった。 

○勤務表を適切に作成

すること。 

【勤務体制の確保等】 

 

○勤務表（予定・実績）が作成されていなかった。 

○実際の従業者の勤務状況と異なる内容で勤務表が

作成されていた。 

○職務の内容、常勤・非常勤の別、兼務関係等が記載

されていなかった。 

○従事する時間が第 5 週目まで記載されていなかっ

た。 

〇実績を計上する際に正規の勤務時間に加えて超過

勤務時間が含められていた。 

●人員基準・加算要件の確認は、暦月ごとに確実に行

ってください。また、人員欠如などが発生した場合

には、障害者支援課あてに連絡するとともに速やか

に必要な措置を講じてください。 

●指定申請書添付書類「従業者の勤務の体制及び勤務

形態一覧表（別紙２）」及び記入例を参照して、適切

に作成してください。 

●事業所内で複数の職種を兼務する職員については

段を分けて時間数を記入してください。（施設サー

ビスにおける調理員、ＧＨにおける夜間支援従事

者、日中支援加算で評価される日中支援を行う従業

者等） 
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○事業の会計とその他

の事業の会計を区分

すること。 

【会計の区分】 

○事業所（サービス種別）ごとに会計を区分していな

かった。 

○支出について、区分されていなかった。 

●区分をする趣旨は、公費の使途を明確にするためで

す。人件費等の支出について、決算書類上、区分し

ていない費目については、合理的な按分比率（収入

額、利用者数等）を設定して区分してください。 

●特に社会福祉法人以外の法人が行う就労移行支援、

就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型の事業所

の会計処理については国通知（就労支援の事業の会

計処理の基準）を確認してください。 

〇適切なサービスの提

供を確保する観点か

ら、職場において行

われる性的な言動又

は優越的な関係を背

景とした言動であっ

て業務上必要かつ相

当な範囲を超えたも

のにより従業者の就

業環境が害されるこ

とを防止するための

方針の明確化等の必

要な措置を講じるこ

と。 

【ハラスメントの防止】 

〇職場におけるハラスメントの防止のための措置と

して、パワーハラスメント指針などが定まってい

なかった。 

○事故等が発生した際

は、関係市町村に報告

すること。 

【事故報告】 

○事故等の発生について、関係市町村に報告していな

かった。 

●報告を要する事故等は以下のとおりです。 

 ①対人事故 

  ・サービスの提供時よる利用者のケガ又は死亡事

故の発生及び行方不明など 

②対物事故 

 ・サービスの提供に伴い発生した利用者等の保有

する財産の毀損もしくは滅失 

 ③感染症等の発生 

・施設内で感染症等が集団発生した場合 

・新型コロナウイルス感染症については P.56 

参照） 
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 ④情報漏洩等 

  ・当該事業所の利用者・家族等に関する情報の

紛失・漏洩など 

⑤虐待及びその他の不祥事 

 ・心理的虐待も報告の対象 

 ・不正請求や職員による着服・横領など 

●事故等が発生した際は、速やかに本市へ電話にて報

告（第一報）をしてください。その後、事故報告書

にて報告（郵送）してください。 

 本市以外の市町村が支給決定した利用者に係る事

故等の場合は、当該市町村にも速やかに報告してく

ださい。 

 事故発生時の本市への報告についての詳細及び事

故等報告書の様式はウェルネットなごやに掲載し

ています。 

ウェルネットなごや TOP ＞  事業者の方へ ＞ 障害福

祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務 ＞ 運営

に関するお知らせ ＞ 運営上の留意事項 

 

  

  

  
事 故 等 報 告 書 

  年  月  日

（あて先）名古屋市障害福祉部障害者支援課 

 

事業所 

事業所番号  

所 在

地 
 

名

称 
 

サービス種類  

法人名称  

 

障害福祉サービス等の提供により発生した事故等について、次のとおり報告します。 

１ 事故等の対象者（感染症等の場合は記載不要、但し発生後の感染者数（及び推移）を報告すること。） 

受給者証番号  氏  名  

生年月日（年齢） 年   月   日 生  （     歳） 

障害の程度・特性  

 

２ 事故等の概要 

(1)発生

日時 
年  月  日  時  分 

(2)発生  

 場所 
 

(3) 

区 分 
対人  

ア  けが □骨折  □打撲・捻挫・脱臼  □切傷・擦過創  □火傷  

 

□その他けが（                         

 

イ  □誤飲・誤食 □誤嚥 □誤薬 

ウ  □アレルギー（アナフィラキシー等）   

 

エ  その他急変等(                         ) 

 

□ 死亡  □ 意識不明（上記の結果いずれかとなった場合にチェック） 

 

-23-



１－１個別支援計画の作成等 

 

実地指導における 

指摘内容 
留意事項 

〇アセスメント・モニタリ

ングはサービス提供責任

者（サービス管理責任者）

が行うこと。 

個別支援計画作成のための手順の一環であることか

ら、アセスメント及びモニタリングはサービス提供

責任者（サービス管理責任者）が行う必要がありま

す。 

〇個別支援計画の充実を

図ること。 

〇個別支援計画には支援

内容を具体的に記録す

ること。 

・居宅系サービスでは、サービス提供日・時間、具体

的な支援内容、通所・施設系サービスにおいては、

利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な

支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、

サービスの目標及びその達成時期、サービスを提供

する上での留意事項を具体的に定めておく必要があ

ります。 

・担当職員が変わったとしても、同様のサービス提

供が可能となります。 

〇計画に沿ったサービス

提供を行うこと。 

サービス提供は個別支援計画に基づいて行われなけ

ればなりません。個別支援計画の内容とサービス提

供の実態に乖離が生じた場合、速やかに個別支援計

画を見直すことが必要です。 

○個別支援計画に同意年

月日を記載すること。 

〇サービス提供開始まで

に個別支援計画を作成

すること。 

 （短期入所、計画相談支援、

地域活動支援（作業所型・

精神型）、福祉ホームを除

く） 

サービス提供は個別支援計画に基づいて行うもので

あるため、利用開始前に作成し、利用者の同意を得

ておくことが必須となります。特に施設・通所系サ

ービスでは、サービス開始月中に利用者の同意を得

ることができない場合、個別支援計画未作成減算の

対象となるため、ご注意ください。実地指導等にお

いても指摘の多い内容となっています。（図 1 参照） 

〇定められた期間内にモ

ニ タ リ ン グ を 行 う こ

と。 

居宅系サービスについては概ね半年に 1 度は計画の

見直し（モニタリング）を行ってください。 

施設・通所系サービスにおいては、少なくとも６月

に１回以上（自立訓練（機能・生活）、就労移行支援

及び自立生活援助は３月に１回以上）モニタリング

を行う必要があります。この期間内に実施できない

場合、個別支援計画未作成減算の対象となるため、

ご注意ください。（図 1 参照） 
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図１ 

個別支援計画未作成減算 

 

・減算が適用される月（１月目）から、 

所定単位数の 100 分の 70 を算定。 

・減算が適用になった月から連続して３月 

以上の月から 

所定単位数の 100 分の 50 を算定。 
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２ 実地指導における主な指摘事項【居宅系サービス】 

 

【対象サービス】 

居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重 度 障 害 者 等 包 括 支 援・移動支援 

 

【報酬算定】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○初回加算について、算定要

件を満たしていないため、

過誤調整（返還）を行うこ

と。 

○サービス提供開始までに、個別支援計画に利用者

から同意を得ていなかった。 

○サービス提供責任者が同行した記録がなかった。 

○暦月で過去２月にサービスを提供していない利

用者について、再度個別支援計画を作成して利用

者から同意を得ていない、又はサービス提供責任

者が同行した記録がなかった。 

○緊急時対応加算について、

算定要件を満たしていな

いため、過誤調整（返還）

を行うこと。 

○要請のあった時間、要請の内容、提供時刻及び緊

急時対応加算の算定対象である旨の記録がなか

った。 

〇身体介護中心でないサービス（見守り等）を緊急

的に行った際に算定していた。 

〇要請から 24 時間以上経過してからサービス提供

したものを算定していた。 

○緊急対応ではなく、サービス提供時間の変更で算

定していた。 

○利用者が診察等の医療を

受けている時間は、サービ

ス提供時間から控除する

こと（※診療等の時間の意

思疎通支援が認められて

いる場合は除く）。 

○医療機関への通院介助を行った場合において、

診察時間の記録がなく、診察時間を控除しなか

ったため、誤った報酬請求をしていた。 

○外出支援を伴うサービスで理美容院、整体へ行

った場合に、利用中の支援について個別の支給

決定を受けていない利用者に対して、利用時間

を控除せず報酬請求をしていた。 

●サービス提供時間中に、診察・リハビリテーシ

ョン・訪問看護の医療保険等を利用する時間が

ある場合は、医療保険等を利用する時間を記録

するとともに、報酬請求の際はサービス提供時

間から控除してください。 

●理美容院、整体を利用する場合は、利用中はヘ

ルパーの手を離れていると考えられるため、原

則として利用時間は介護給付費・移動支援給付

費を算定することができません。ただし、利用

中も支援を必要とする旨個別の支給決定を受け
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ている利用者については算定が可能です。 

●控除の方法は、終了時間からマイナスするのでは

なく、実際の診察時間を控除してください。 

 （9：00～12：00 の支援で 10：00～10：30 を控除

する場合、実績記録票には 1 行目に 9：00～10：

00、2 行目に 10：30～12：00 と記載します。） 

○２人介護について支給決

定がないものについて支

援をしていたため、必要な

過誤調整（返還）を行うこ

と。 

●２人介護については、利用者が市町村から「２人

介護」の支給決定を受けていなければ、報酬請求

できません。支給決定がある場合は、受給者証に

「２人介護可」と記載されています。 

●２人介護の支給決定がある場合、具体的にどの支

援に対して２人介護が認められているか、サービ

ス等利用計画により確認してください。 

〇重度訪問介護を提供している

利用者に対して居宅介護を提

供する場合は、その間隔が２

時間以上の場合に限られてい

るため、満たさない者につき

必要な過誤調整(返還）を行う

こと。 

〇重度訪問介護サービス（外出支援でないもの）

と居宅介護サービスを、同一利用者に対して２

時間以上間隔を開けずに提供し、報酬請求して

いた。 

●居宅介護と重度訪問介護を併せた支給決定は行

われないことが原則ですが、併給の場合、各サ

ービスは２時間以上間隔を空けて行うものでな

ければなりません。（重度訪問介護で外出サービ

スを行う場合を除く） 

○特定事業所加算について、

算定要件を満たしていな

いため、必要な過誤調整

（返還）を行うこと。 

●実地指導において指摘対象となる主な事例を 

P.31 に掲載しています。算定にあたっては毎月

必ず要件を満たしているか確認したうえで報酬

請求するようにしてください。 

〇行動援護の支援計画シー

トが未作成だったため、支

援計画シート未作成減算

を適用すること。 

〇対象者について支援計画シート等を作成しない

ままサービス提供を行っていた。 

●行動援護の提供にあたっては、個別支援計画と

は別立てで支援計画シート等を作成し、あらか

じめ支援手順を詳細に定めておかなければなり

ません。利用者ごとに支援計画シート等が作成

されていない場合、支援計画シート未作成減算

の対象となります。支援計画シート等の詳細に

ついては P.34 をご確認ください。 

〇介護職員初任者研修課程修了

者であるサービス提供責任者

が作成した個別支援計画に基

づいて行われたサービスにつ

いては減算を適用すること。 

●居宅介護職員初任者研修課程修了者（介護職員

初任者研修課程修了者や旧２級ヘルパーを含

む）をサービス提供責任者として配置し、当該

者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護

を行う場合は、所定単位数の 30％を減算しま

す。 
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２‐１居宅系サービス及び移動支援におけるサービス提供記録の作成について 

 

みだしの件につきまして、実地指導等の際にご質問をいただくことが複数ありまし

たので、ご参照ください。 

 

１ サービス提供記録への記録が必要な項目について 

 居宅系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）を提供した場合

は、以下の内容を記録することとされています（基準省令第 19 条第 1 項、解釈通知

第三の３（９）①）。本市においては、サービス提供実績記録票（厚生労働省事務処理

要領「介護給付費等に係る支給決定事務等について」（令和３年４月改正）第７Ⅹ、名

古屋市移動支援事業実施要綱第１４条第３項）の他に、サービス提供記録（いわゆる

伝票、テレッサ等）を作成し記録を行っていただくこととしております。その記載例

については以下の通りです。なお、「内容」については最低限必要となるものを示し

たものですので、必要に応じて追加をしてください。（移動支援サービスについても

同様の取扱いです） 

 なお、記載については、サービス提供が適切に行われたことが分かれば足りるもの

であり、利用者等の個人情報が漏洩等することの無いよう記録の持ち運び、保管等に

十分注意してください。 

項目 内容 記録の具体例 留意点 

提供日 年月日 令和４年３月１日  

サ ー ビ ス

提 供 時 刻

及 び 実 績

時間数 

サービス種別 

サービス区分 

（ 身 体 介 護

と 家 事 援 助

の別等） 

開始時刻 

終了時刻 

実績時間 

居宅介護（身体介護） 

7:00～8:00 1 時間 

 

居宅介護（家事援助） 

8:00～9:30 

（うち訪問看護利用の

た め 中 抜 け  8:30 ～

9:00）1 時間 

・複数のサービスを提供した場

合、区分が異なるサービスを提供

した場合、重度訪問介護で居宅内

のサービスと外出サービスを提供

した場合は、それぞれの時間を分

けて記録すること。 

・提供時間に中抜けが発生した場

合は、その旨が分かるように記録

すること。（中抜け時間は請求不

可。） 

利 用 者 の

氏名 

氏名 名古屋 太郎  

サ ー ビ ス

提 供 し た

従 業 者 の

氏名 

氏名 丸八 花子 ・２人介護でサービスを提供した

場合は、それぞれの従業者の氏名

を記録すること。 

提 供 し た

サ ー ビ ス

の 具 体 的

な内容 

【 居 宅 内

サービス種別 

サービス区分 

（ 身 体 介 護

と 家 事 援 助

の別等） 

居宅介護（身体介護） 

・更衣介助 

・清しき 

・移乗介助（ベッド→椅

子） 

・サービスの内容については、サ

ービス種別のみの記載は避け、可

能な限り具体的に記録すること。 

・あらかじめ記載されたサービス

一覧にチェックや丸を付す形で記
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項目 内容 記録の具体例 留意点 

の サ ー ビ

スの場合】 

サ ー ビ ス の

具 体 的 な 内

容 

（清掃、調理

等） 

居宅介護（家事援助） 

・調理（朝食及び昼食） 

・清掃（風呂） 

録することも可能だが、具体的な

内容となるよう留意すること。 

提 供 し た

サ ー ビ ス

の 具 体 的

な内容 

【 外 出 を

伴 う サ ー

ビ ス の 場

合】 

サービス種別 

サ ー ビ ス 区 分

（ 必 要 不 可

欠 の 外 出 と

そ の 他 の 外

出の別等） 

サ ー ビ ス の

具 体 的 な 内

容 

（移動経路、

移動手段、目

的地、時刻） 

重度訪問介護（その他の

外出） 

9:00 自宅→（徒歩）→ 

9:10●●停→（バス）→ 

9:20▲▲停→（徒歩）→ 

9:30 美術館→ 

11:30 美術館 

→（徒歩）→ 

11:40▲▲停→（バス）

→ 

11:50●●停→（徒歩）

→ 

12:00 自宅 

 

移動支援（必要不可欠） 

9:00 自宅→（徒歩）→ 

9:15●●駅 

→（地下鉄）→ 

9:45▲▲駅→（徒歩）→ 

9:50★★作業所 

 

・移動の経路、移動手段、目的地、

時刻について具体的に記録するこ

と。 

・定例の通学等で、利用者から同

意を得ている居宅介護計画等の中

で、移動経路と所要時間があらか

じめ明記されている場合に限り、

移動経路を省略することも可能だ

が、その場合でも目的地と移動手

段は記録すること。 

・病院等への外出において、提供

時間に中抜けが発生する場合は、

その時刻についても記録するこ

と。（中抜けは請求不可）  

・移動支援については、必要不可

欠の外出とその他の外出の区分を

行うこと。 

・外出支援について余暇活動等の

社会参加のための外出は、月 36 時

間として支給決定されていること

に留意すること。 

 

 

２ サービス提供記録または他の書類に記録が必要な項目について 

 居宅系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）を提供した場合

は、以下の内容についても記録を行うことが必要となります。ただし、以下の内容に

ついては、サービス提供記録（いわゆる伝票、テレッサ等）以外の書類等に記録する

ことも可能です。（移動支援サービスについても同様の取扱いです。） 

項目 内容 記録の具体例 留意点 

利 用 者 の

心 身 の 状

況、置かれ

て い る 環

境、他の保

健 医 療 サ

利用者の心身

の状況及び置

かれている環

境等 

足を 痛め て いる た め

歩行 につ ら そう な 様

子があり、継続して慎

重に見守りが必要。 

地下 鉄の 中 では 昨 日

作業 所で 参 加し た レ

・サービス提供記録に記録する方

法の他に、必要に応じて他の書類

等に記録する方法も可。 

・「特変なし」等の記載は避け、サ

ービス提供の都度、利用者の状況

を具体的に記録すること。 
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項目 内容 記録の具体例 留意点 

ー ビ ス ま

た は 福 祉

サ ー ビ ス

の 利 用 状

況等 

クリ エー シ ョン の 話

をされた。今日も作業

所へ 通う こ とが 楽 し

みな様子。 

利 用 者 負

担額 

金額 ●●●円 （障害福祉サービス） 

・利用者負担額については、サー

ビス提供の都度記録することが望

ましいが、利用者負担上限月額や、

他事業所の利用状況を考慮する際

に１回あたりの利用者負担額を算

出することが困難であるケースが

想定されることから、サービス提

供の都度記録することを必須とは

していない。 

・月ごとの利用者負担額について

は別途記録しておくこと。 

（移動支援サービス） 

・サービス提供実績記録票に記録

すること。 

・利用者負担上限月額が０円の場

合を除き、利用者負担額の上限に

達するまで、利用者負担額管理表

に他の項目と合わせて記録するこ

と。 

 

３ その他 

 加算を算定される際は、別途記録が必要になる場合がありますので、報酬告示や留

意事項通知等をご確認ください。 

 

（参考省令・通知） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年 9 月 29 日厚生

労働省令第 171 号） 第 16 条、第 19 条第 1 項 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービス等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 18 年 12 月 6 日障

発第 1206001 号） 第三の３ （９）① 

名古屋市移動支援・地域活動支援にかかる事業の人員、設備及び運営に関する基準 

第 16 条、第 19 条第 1 項 
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２‐２特定事業所加算(居宅系サービス)について実地指導等で指摘対象となる主な事例 

 

 算定要件 事例 

1 計画的な研修の実施 登録ヘルパーも含めたすべての従業者又はサービス提供責任

者１人１人について、個別具体的な研修の目標、内容、研修

期間、実施時期等を定めた研修計画が策定されていない。 

研修を受講していない従業者又はサービス提供責任者がい

る。 

2 従業者の技術指導等

を目的とした会議の

定期的開催 

登録ヘルパーも含めたすべての従業者が会議に出席していな

い。また、出席状況の分かる記録がない。 

会議の概要が記録されていない。 

会議が概ね１月に１回以上、開催されていない。 

複数のグループに分かれて会議を開催する際、後日開催した

会議の記録が残されていない。 

会議の内容が従業者の技術指導等を目的としたものでない。 

3 文書等による伝達及

びサービス提供後の

報告 

文書等による伝達及びサービス提供後の報告が実施されてい

ない。 

文書等による伝達及びサービス提供後の報告にかかる文書が

適切に保存されていない 

変更があったときのみにしか、文書等による指示・報告が実

施されていない。 

伝達・報告の記録に「特変無し」としか記載されていない。 

一日で複数の従業者がサービス提供する場合の記録が不十分

である。 

サービス提供責任者不在時の従業者間引継ぎが不十分であ

る。 

4 定期健康診断の実施 登録ヘルパーも含めたすべての従業者に対し、健康診断等を

定期的に実施していない（一部、健康診断等を定期的に受診

していない従業者が存在する）。 

事業主が費用負担すべきであるにもかかわらず、定期健康診

断の受診に要する費用を従業者に負担させている。 

5 緊急時における対応

方法の明示 

緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を

記載した文書を、利用者に交付していない。 

6 人材要件・重度障害

者対応要件 

介護福祉士等の割合を前３月の実績で算出して加算の届出を

行った事業所が、直近３月の実績を毎月算出して加算要件を

確認していない。 

7 新規採用従業者への

同行研修 

新規に採用したすべての従業者に対して、熟練した従業者の

同行による研修を実施していない。 

同行者の氏名、具体的な研修内容等の記録が作成されていな

い。 
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8 サービス提供前の文

書等による指示 

（重度訪問介護） 

サービス提供責任者が、当該利用者を担当する従業者に対し、

当該利用者に関する情報（前月のサービス提供時の状況等）

やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法

により伝達していない。 

9 サービスの提供体制 

（重度訪問介護） 

日中、夜間、深夜、早朝のいずれかの時間帯について、サー

ビスが提供されていない。 

年間を通して時間帯を問わずに（24 時間 365 日）重度訪問介

護従業者の派遣が可能となっていない。 

 

※「文書等による伝達及びサービス提供後の報告」については、実地指導等における

指摘件数が他の算定要件よりも極めて多いため、留意すべき内容を解説いたします。 

事例 解説 

事例１ 

文書等による

伝達及びサー

ビス提供後の

報告が実施さ

れていない 

算定要件では、サービス提供責任者から従業者への伝達は文

書等の確実な方法で実施することとされています。また、従業

者からサービス提供責任者への報告についても、サービス提供

責任者が文書等にて記録を保存しなければならないとされてい

ます。 

伝達や報告がサービス提供ごとに実施されていない場合、ま

たは実施していても口頭のみで文書等で残されていない場合

は、いずれも算定要件が満たされていないこととなります。 

事例２ 

文書等による

伝達及びサー

ビス提供後の

報告にかかる

文書が適切に

保存されてい

ない 

サービスの提供に係る記録は 5 年間の保存が求められていま

す。伝達・報告の文書による記録についても、完結の日から 5

年間確実に保存できるよう、適切な管理をしていただくようお

願いします。 

電子メールや市販のシステム等の電子媒体を活用する場合

は、安全なバックアップ手段を確保する等の特段の注意をお願

いします。 

※記録が確認できない場合、返還の対象となることがありま

す。 

事例３ 

変更があった

ときのみにし

か、文書等に

よる伝達・報

告が実施され

ていない 

算定要件では、「『前回のサービス提供時の状況』を除く事項

については変更があった場合に記載することで足りるものと

し、（以下略）」とあります。 

つまり、少なくとも「前回のサービス提供時の状況」は、 

毎回確実に伝達・報告し、文書に残す必要があります。 
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事例 解説 

事例４ 

伝達・報告の

記 録 に お い

て、「特変無

し」としか記

載されていな

い 

実地指導等で事業所の取組状況を点検すると、「前回のサービ

ス提供時の状況」が「特変無し」等の連続である記録が散見され

ますが、これでは前回のサービス提供時の状況が伝わらないた

め、報告の記録として不適切です。 

サービス提供責任者は、利用者の行動や言動、表情等について、

従業者にサービス提供時に知り得た情報を報告させて文書とし

て記録を残し、さらに次にサービス提供に入る従業者に伝達を行

う必要があります。 

事例５  

一日で複数の

従業者がサー

ビス提供する

場合の記録が

不十分 

伝達・報告は、毎回のサービス提供ごとに行われる必要があ

るため、同一の利用者に対して一日に複数の従業者がサービス

提供する場合は、特に注意が必要です。具体的には、下記に掲

載の図のような対応（ア～エ）が必要です。 

事例６  

サービス提供

責任者不在時

の従業者間引

継ぎが不十分 

 土日、祝日、お盆、年末年始、又は夜間深夜早朝帯等でサー

ビス提供責任者が不在にしている場合、必ずしもサービス提供

責任者がサービス提供の都度従業者に指示を出して報告を受け

る必要はありませんが、必ず事前に一括指示を出して、適時事

後の報告を受ける必要があります。 

 なお、この場合においても、前回のサービス提供時の状況等

については、従業者の間で引き継ぎを行う等、適切な対応を図

るとともに、利用者の体調の急変等の際の対応のためサービス

提供責任者との連絡体制を適切に確保する必要があります。 

 

【事例５における図】 

 

例：同一の利用者に対し、10 時から 11 時まで A ヘルパーが、13 時から 14 時まで 

B ヘルパーがサービス提供する場合 

 

 10  11  13  14   

 

 

  

 

 

 

 

 

サ責→ 

B ヘ ル パ

ーの伝達 

A ヘルパー 

→サ責の 

報告 

サ責→ 

A ヘルパー

の伝達 

Ａヘルパー 

サービス 

提供 

Ｂヘルパー 

サービス 

提供 

B ヘルパー 

→サ責の 

報告 

ア 

イ 

ウ 

エ 
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２‐３支援計画シート等を作成するサービス及び各種加算等  

１ 支援計画シート等の作成 

支援計画シート等を作成することが基準又は加算の要件となっているサービス種別

及び加減算は次の表のとおりです。 

サービス種別 支援計画シート等の作成に係る加減算 

行動援護 支援計画シート等未作成減算（作成していない場合） 

生活介護 重度障害者支援加算（Ⅱ） 

共同生活援助 重度障害者支援加算（Ⅰ）（Ⅱ） 

施設入所支援 重度障害者支援加算（Ⅱ） 

 

※ 生活介護の重度障害者支援加算（Ⅱ）、共同生活援助の重度障害者支援加算（Ⅱ）、

施設入所支援の重度障害者支援加算（Ⅱ）については、「当該事業者において強度

行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を

配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該者に係る支援

計画シート等を作成すること。」とされています。 

 

２ 作成すべき「支援計画シート等」の内容 

（１）上記１の各加減算において要件となる「支援計画シート等」とは、次のとおりで

す。 

① 支援計画シート 

② 支援手順書兼記録用紙 

※ 次ページ掲載の「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項

について」（平成 26 年 3 月 31 日障障発 0331 第 8 号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部障害福祉課長発出）にある「（参考１）支援計画シート（例）」及び「（参

考２）支援手順書兼記録用紙（例）」を参考に、各事業所の状況に応じた「支援計

画シート等」の策定を行って下さい。 

 

（２）「支援計画シート等」については、原則、個別支援計画（行動援護計画）とは別に

作成ください。事業所において所定の様式がある等により、両者を合わせて作成す

る場合は、必要な内容に不足が生じないようご留意ください。 
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指定指導係（事業者指導担当）関係

-35-



３ 実地指導における主な指摘事項【日中系・居住系サービス】 

 

【対象サービス】 

療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援 

就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助・施設入所支援 

【人員基準】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○従業者の員数について、

適切に配置すること。 

【従業者の員数】 

 

○常勤職員が不在であった等、算定区分上必要とされる人

員配置を満たさない月があった。 

〇ＧＨにおいて夜間支援従事者や日中支援加算で評価さ

れる日中支援を行う従業者の勤務時間を世話人・生活支

援員の常勤換算に含んで計算しており、実際は配置すべ

き人員基準を満たしていなかった。 

●指定日からの経過期間に応じて人員配置計算の元とな

る平均利用者数の算定方法が変わります。 

【運営基準】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○非常災害用の食料及び

飲料水について、必要量

を備蓄すること。 

【名古屋市基準条例第 3

条・4 条】 

○冷蔵庫・ロッカー等の転

倒・落下防止策を講じる

こと。 

●必要量の計算方法は以下の通りです。 

 食料  日中系：（定員＋職員）人数×１日分（３食） 

     居住系：（定員＋職員）人数×３日分（９食） 

 飲料水 日中系：（定員＋職員）人数×３リットル 

     居住系：（定員＋職員）人数×９リットル 

 

○生産活動に係る事業の収入

から生産活動に係る事業に

必要な経費を控除した額に

相当する金額が、利用者に

支払う賃金の総額以上とな

るよう、経営改善計画書に

従って生産活動収支の改善

を図ること。 

○就労継続支援Ａ型事業所において、作業収益だけで利

用者の賃金をまかなうことができていない。 

●作業収入が低い事業所につきましては、作業内容につ

いて早急に見直しを行い、事業収益の確保に努めてく

ださい。 
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【基準省令第 192 条】 

〇定員を超えたサービス

提供を行っているた

め、改めること。 

【基準省令第 69 条】 

〇定員を超過してサービス提供している期間が恒常化し

ている事例が見受けられます。 

【報酬算定】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○欠席時対応加算につい

て、算定要件を満たして

いないため、過誤調整

（返還）を行うこと。 

日中活動系 

○２営業日より前に欠席の連絡があったにもかかわらず

算定していた。 

○利用者が利用を中止した以外の理由で算定していた。 

 【例】台風のため事業所の開所を中止した。 

○相談援助の内容を記録に残していなかった。 

○連絡があった日の記録がなかった。 

●電話等により欠席した利用者の状況を確認し、引き続

き事業所の利用を促すなどの相談援助を行うととも

に、当該相談援助の内容を記録する必要があります

（「欠席」のみのような記録は認められません）。 

○送迎加算について、算

定要件を満たしていな

いため、過誤調整（返

還）を行うこと。 

日中活動系 

●送迎加算の算定要件 

・一回の送迎が平均 10 名以上であること 

・週３回以上送迎を行っていること 

加算（Ⅰ）：当該月で上記２点の要件を両方満たす場合 

加算（Ⅱ）：当該月でいずれか一方のみ満たす場合 

○上記２点の要件を満たしていないまま、加算（Ⅰ）を

算定していた。 

○利用者毎の送迎の内容（送迎場所、実施日等）の記録

がなかった。 

※具体的な加算（Ⅰ）の算定方法は、平成 27 年 3 月 31

日厚生労働省事務連絡 Q＆A 問 3 参照 

〇送迎加算について、算

定要件を満たしていな

いため、過誤調整（返

還）を行うこと。 

 短期入所 

 

〇短期入所事業所から日中活動系事業所に送迎したもの

について加算を算定していた。 

●送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居

宅及びその途中の最寄り駅や集合場所への送迎が対象

であり、病院や他事業所を利用するための移動は本来

の送迎とは趣旨が異なり、送迎加算の対象とはなりま
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 せん（病院や日中一時支援事業所がたまたま集合場所

となっている場合を除く）。なお、短期入所事業所のよ

うな利用者の宿泊場所については、居宅に準ずるもの

として、送迎加算の対象として差し支えありません。

（平 27.4．30 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改

定に関する Q&A（Vol1.2）問 31 より） 

○施設外就労を行う際

は、以下の点に留意す

ること。 

 （個別支援計画への位

置付け、個別支援計画

の実施状況並びに必要

な見直し、業務委託契

約書について必要な措

置を講じること 等） 

A 型、B型、就労移行 

○施設外就労について個別支援計画に明確に位置付けら

れていなかった。 

○個別支援計画の実施状況及び目標達成状況の確認並び

に必要な見直しを行っていなかった。 

○請負契約書の中で、作業の完成についての財政上及び

法律上すべての責任は事業所を運営する法人が負うも

のであることが明確にされていなかった。 

〇施設外就労先における職員の人員配置を満たしていな

かった。 

〇事業所内における職員の人員配置を満たしていなかっ

た。 

●施設外就労の算定要件は P.41 をご参照ください。 

○短期入所におけるサー

ビス費について、適切

な区分で算定を行うこ

と。短期入所 

○短期入所におけるサービス費について、誤った区分で

算定を行っていた。 

●日中活動系サービス・放課後等デイサービス等を利用

している場合は、サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算定する必

要がありますが、日中活動系サービス・放課後等デイ

サービス等を利用していない場合でも、短期入所で昼

食を摂っていない場合は、原則サービス費（Ⅱ・Ⅳ）

を算定する必要があります。詳細は、P.43 をご参照く

ださい。 

○食事提供体制加算につ

いて、算定要件を満た

さないため必要な過誤

調整（返還）を行うこ

と。 

●届出をしないまま当初の食事提供方法を変更したこと

で、実地指導で要件を満たしていないことが発覚する

ケースが多発しています。 

●当該加算は調理員の人件費充当のためのものなので、

利用者と共同で調理したものについては算定の対象と

なりません。 
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〇重度障害者支援加算に

ついて、算定要件を満

たさないため必要な過

誤調整を行うこと。 

 生活介護、ＧＨ 

施設入所支援 

 

〇支援計画シート等を作成していなかった。 

〇従業者の要件を満たしていなかった。 

●生活介護の重度障害者支援加算（Ⅱ）、共同生活援助の

重度障害者支援加算（Ⅱ）、施設入所支援の重度障害者

支援加算（Ⅱ）については、「当該事業者において強度

行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者又は行動

援護従業者養成研修修了者を配置し、かつ、利用者の

中に行動障害を有する者がいる場合は、当該者に係る

支援計画シート等を作成すること。」とされています。

詳細は P.34 をご参照ください。 

〇夜間支援等体制加算

Ⅰ・Ⅱについて、算定

要件を満たさないため

必要な過誤調整を行う

こと。 

 宿泊型自立訓練、ＧＨ 

〇夜間支援（Ⅰ）・夜間巡回（Ⅱ）の記録がなかった。 

〇夜間支援の内容について、個別支援計画への位置づけ

がなかった。 

●夜間支援従事者が、夜間・深夜の時間帯を通じて支援

を行うことが必要です。（夜間支援体制加算Ⅰについて

は、午後 10 時から翌日の午前 5時までの間は最低限含

むものとすること。） 

●夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、就寝準備の

確認、寝返りや排せつの支援等のほか、緊急時の対応

等を行うこととし、夜間支援の内容については個別支

援計画に位置付ける必要があります。（夜間支援等体制

加算Ⅰ） 
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３‐１人員欠如に該当する場合の減算について  

 

人員欠如に該当する場合、以下の通り基本報酬が減算されます。事業所においては、

毎月人員基準を満たしているかどうかを確認することが重要です。 

 

①サービス提供職員（生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士、地域移行支援

員、職業指導員、就労支援員、就労定着支援員及び世話人）の欠如について（図２） 

減算が適用される月から３月未満の月･･所定単位数の 100 分の 70 を算定。 

減算が適用される月から連続して３月以上の月･･所定単位数の 100 分の 50 を算定。 

減算が適用される月 

・人員基準上必要とされる員数から 1 割を超えて減少した場合はその翌月 

・人員基準上必要とされる員数から 1 割の範囲内で減少した場合はその翌々月 

・常勤又は専従など、員数以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月 

 

②サービス管理責任者の人員欠如について（図３） 

減算が適用される月から 4月まで･･所定単位数の 100 分の 70 を算定。 

減算が適用される月から連続して 5月以上の月･･所定単位数の 100 分の 50 を算定。 

減算が適用される月 

・人員基準上必要とされる員数を満たさないに至った翌々月 

 

 図２                      図３  

 ①サービス提供職員欠如減算         ②サービス管理責任者欠如減算 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

〇注意点 

・ＧＨにおいて、夜間・日中支援従業者としての勤務時間は世話人・生活支援員の常勤

換算には含まれません。 
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・人員欠如に該当する場合の具体的取扱いについては「障害者の日常生活および社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害

福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項

について（平成 18 年 10 月 31 日障発 1031001 号）」第二 1(8)をご確認ください。 

 

３‐２施設外就労における留意事項について  

 

（１）対象サービス 

  就労継続支援Ａ型・Ｂ型、就労移行支援 

 

（２）概要 

  施設外就労：企業から請け負った作業を当該企業内で行う支援。 

 

（３）施設外就労に関する注意事項 

① 施設外就労については、当該施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定上

必要とされる人数（常勤換算方法による。）の職員を配置する。 

 

例 7.5：1 で配置している場合 

施設外就労利用者 9名→常勤換算 1.2 名の職員が必要 

※ただし、施設外就労利用者に対しては施設内利用者に対する配置基準に即して常

時従業者を配置しなければならないため、2 名の職員配置が必要となる。（厚生

労働省確認済み） 

 

事業所については、施設外就労を行うものを除いた前年度の平均利用者数に対して

報酬算定上必要とされる人数（常勤換算方法による。）の職員を配置すること。 

 

例前年度利用者延べ数 7,075 名の内、施設外就労利用者 2,200 名 

開所日数合計 250 日、7.5：1 の職員配置である場合 

 

（7,075－2,200）÷250＝19.5 名 

施設外就労を行うものを除いた前年度の平均利用者数  

19.5÷7.5＝2.6 名←事業所内で配置すべき職員数（常勤換算） 

 

② 施設外就労の提供が、当該施設の運営規程に位置づけられていること。 

③ 施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労能力や工賃（賃金）の向
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上及び一般就労への移行に資すると認められること。 

④ 緊急時の対応ができること。 

⑤ 施設外就労により実施する作業内容について、発注元の事業所と契約しているこ

と。 

⑥ 施設外就労により就労している利用者については、施設外就労先又は事業所内に

おいて、利用者の支援状況等に応じ、支援に必要な回数、訓練目標に対する達成度

の評価等を行うこと。 

 

（４）施設外就労先の企業との請負契約上の注意 

① 請負作業に関する契約を締結すること。 

  ・作業の完成について財政上及び法律上のすべての責任は事業所を運営する法人が

負うことが明確にされていること。 

  ・施設外就労先から支払われる報酬は、完成された作業内容に応じて算定されるも

のであること。 

  ・作業に要する設備、備品等を借り入れる場合は賃貸借契約等が締結されているこ

と。 

② 請け負った作業についての利用者に対する必要な指導等は施設外就労先ではなく、

事業所が行うこと。 

・就労先の企業からは独立して行い、従業員が共同で処理しないこと。 

 

 

※施設外就労の詳細は、「就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）にお

ける留意事項について」（令和 3年 3月 30 日障障発第 0330 第 2 号）に示されてい

る内容を踏まえて行ってください。 
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３‐３短期入所サービス費について  

 

報酬区分 考え方 

福祉型短期入所サービス費（Ⅰ） 短期入所のみを利用する場合 

福祉型短期入所サービス費（Ⅱ） 日中活動系サービスと併せて利用する場合 

福祉型短期入所サービス費（Ⅲ） 短期入所のみを利用する場合（障害児） 

福祉型短期入所サービス費（Ⅳ） 日中活動系サービスを併せて利用する場合（障害児） 

 

【報酬算定の基本的な考え方】 

○２泊３日の利用で、１日目の夕方から２日目の朝まで及び２日目の夕方から３日目の

朝まで利用 

⇒サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を３日分算定 

日中サービスを利用していない場合でも、短期入所で昼食を摂っていない日は、原則

サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算定する。 

 

○２泊３日の利用で 1日目の朝から３日目の朝まで利用 

 ⇒１日目及び２日目はサービス費（Ⅰ・Ⅲ）を、３日目はサービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算

定する。 

 なお昼食を提供した場合でも、同日に日中活動系サービス・放課後等デイサービス等

を利用した場合は、サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算定する。 

 

【報酬算定の基本的な考え方（フロー） はい：   いいえ：   】 

 

 

短期入所以外の日中活動系サービスを利用した   サービス費（Ⅱ・Ⅳ） 

                           

短期入所において昼食の提供を実施した（原則） 

                  

サービス費（Ⅱ・Ⅳ）     サービス費（Ⅰ・Ⅲ） 
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主なＱ＆Ａ 

※平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るＱ＆Ａ 

問 110 

平成 21 年４月以降については、次のような場合には、どの短期入所サービス費を算

定すればよいか。 

ケース① 

障害者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用し、翌

日の早朝に帰宅する場合。 

ケース② 

障害児が昼前から福祉型短期入所を利用し、翌日に朝から養護学校に通った場合。 

答 

福祉型短期入所サービス費については、日中においても短期入所サービスの提供を行う

場合に、福祉型短期入所サービス費（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定することとし、それに該当

するかどうかは当該短期入所における昼食の提供をもって判断することとする。昼食の

提供を行わない場合には、日中においてサービスを提供していないと整理して、福祉型

短期入所サービス費（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定することとする。 

 この考え方に立つと、 

ケース① 

 福祉型短期入所サービス費（Ⅱ）を２日分算定する。 

 

ケース② 

 1 日目は福祉型短期入所サービス費（Ⅲ）を、２日目は福祉型短期入所サービス費

（Ⅳ）を算定する。 

 

問 112 

福祉型短期入所サービス費について、日中においても短期入所サービスの提供を行う

場合には、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価している福祉型短期入所サ

ービス費（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定することとし、それに該当するかどうかは当該指定

短期入所における昼食の提供をもって判断することとし、昼食の提供を行わない場合

には、日中においてサービスを提供していないと整理して、福祉型短期入所サービス

費（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定することになっているが、日中において福祉型短期入所サ

ービスを利用した利用者に対して利用者の体調等の都合により、昼食の提供を行わな

かった場合については、いずれのサービス費を算定することとなるのか。 
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答 

昼食の提供をもって（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）と（Ⅱ）若しくは（Ⅳ）の適用を判断するこ

ととしたのは、個別案件ごとに日中におけるサービス提供の有無を判断することを要し

ないためのメルクマール（指標）として示したものであり、日中におけるサービス提供

の有無を明らかに判断できる材料がある場合にまで、このメルクマール（指標）による

必要はない。 

 ゆえに、この場合においては、日中においても短期入所サービスの提供を行ったこと

が明らかであるので、サービス費（Ⅰ）又は（Ⅲ）算定することとする。 
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４ 実地指導における主な指摘事項【相談支援事業】 

 

【対象サービス】計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援 

【運営基準】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○アセスメント及びモニタリン

グは利用者の居宅等を訪問し

て行うこと。【基準省令第 15 条

1(六)、3(二)】 

○日中活動の場を訪問し、モニタリング等を行って

いた。 

●「居宅等」とは、居住の場（自宅、共同生活援助

等の住居）を指しており、日中活動系事業所への

訪問は「居宅等」に該当しません。 

【報酬算定】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○サービス等利用計画の同意年

月日を明らかにすること。 

○サービス利用支援費の算定の根拠となる日は「利

用者への同意年月日」であるが、同意年月日が不

明瞭であった。 

○同一の月において、同一の支給

決定障害者等に対して 指定

継続サービス利用支援を行っ

た後に指定サービス利用支援

を行った場合に、継続サービス

利用支援費の算定を行ってい

るものが見受けられたため、必

要な過誤調整を行うこと。 

○同一月でモニタリング実施後にサービス等利用

計画を作成した場合は、「サービス利用支援費」

しか算定できないところを「継続サービス利用支

援費」も併せて算定していた。（モニタリングの

実施月とサービス等利用計画の同意日が月をま

たいでいた場合も同様） 

●モニタリング実施後にサービス等利用計画を作

成した場合の報酬算定について、詳細は P.47 を

参照してください 

〇サービス提供時モニタリング

加算の算定要件を満たさない

ものがあったため、必要な過誤

調整（返還）を行うこと。 

〇継続サービス利用支援をやむをえず利用者宅で

実施できなかったため、代わりに日中活動系事業

所に訪問して行ったものについて、継続サービス

利用支援費に加えてサービス提供時モニタリン

グ加算を算定していた。 

〇算定に必要な記録（障害福祉サービス等の事業所

等におけるサービスの提供状況、サービス提供時

の計画相談支援対象障害者等の状況、その他必要

な事項）がなかった。 
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モニタリング実施月に継続サービス

利用支援費を算定する。 

４‐１モニタリング実施後にサービス等利用計画を作成した場合の報酬算定について  

 

【想定される対象月】 

・計画相談支援給付（障害福祉サービス）の利用更新月 

・モニタリング後にサービス等利用計画の見直しがされた月 

【基本的取り扱い】 

 サービス利用支援費の算定要件であるアセスメントのプロセスをモニタリングで実施

したとみなすため、継続サービス利用支援費は算定しない。 

そのため、サービス利用支援費のみを算定する。 

 サービス等利用計画の同意がモニタリングの翌月（月をまたいだ場合）であっても同

様の取り扱い。 

【事例①】 

標準的な支給決定の場合 

支給決定期間：R4 年１月１日～R4 年 12 月 31 日（モニタリングは６月ごと） 

【モニタリング月：  サービス等利用計画作成月： 】 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

 

 

 

 

 

【事例②】 

新規で支給決定が出た場合 

支給決定期間 R4 年 1 月 10 日～R4 年 12 月 31 日 

モニタリング期間２月～４月は毎月 ⇒以後３ヵ月ごと 

【モニタリング月：  サービス等利用計画作成月： 】 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

 

 

 

  

モニタリングを実施 

⇒継続サービス利用支援費を算定

する。 

モニタリング及びサービス等利用計画（案・本計画）

を作成⇒サービス利用支援費のみ算定する。※本計

画の同意日が翌月になっても継続サービス利用支援

費は算定しない。 

２月にサービス等利用計画の同意及び

同意後にモニタリングを実施した場合 

⇒サービス利用支援費及び継続サービ

ス利用支援費を算定する。 

モニタリング及びサービス等利用

計画（案・本計画）を作成 

⇒サービス利用支援費のみ算定す

る。※本計画の同意日が翌月になっ

ても継続サービス利用支援費は算

定しない。 
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【事例③】 

支給期間の途中にサービスの変更があった場合 

支給決定期間 R4 年 1 月 1 日～R4 年 12 月 31 日 （モニタリングは毎月ごと） 

【モニタリング月：  サービス等利用計画作成月： 】 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な告示・Ｑ＆Ａ等 

【留意事項通知】 

 計画相談支援費については、障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定等の有効期限の終期月

等において、指定継続サービス利用支援を行った結果、支給決定等の更新等の申請がなされ、同一の

月に当該申請に係る指定サービス利用支援を行った場合には、サービス等利用計画作成の一連の支援

であることから、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみ算定するものとする。 

 なお、障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定等に当たって指定サービス利用支援を行った

後、同一の月に当該支給決定者等に係るサービスの利用状況を検証するための指定継続サービス利用

支援を行った場合には、サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方を算定できるものと

する。 

１月から５月及び７月から

11 月まで毎月モニタリング

を実施 

⇒継続サービス利用支援費

を算定する。 

6 月にモニタリングの結果、支給決定内容の変更が生

じ、サービス利用支援を実施 

⇒6 月分の継続サービス利用支援費は算定せず、サー

ビス等利用計画の同意月にサービス利用支援費を算

定する。 

※利用者との同意の関係上、サービス利用支援費を翌

月に算定しても、６月分の継続サービス利用支援費は

算定しない。 

モニタリング及びサービス等利用計画

（案・本計画）を作成 

⇒サービス利用支援費のみ算定する。 

※本計画の同意日が翌月になっても継続

サービス利用支援費は請求しない。 
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【相談支援に係るＱ＆Ａについて】 

問 52                 （平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省事務連絡） 

計画相談支援給付費の算定に当たっての基本的な考え方如何。 

答 

○ サービス利用支援費及び継続サービス利用支援費は、月額報酬のため同一の月に複数

回行ったとしてもサービス利用支援費については 1,522 単位、継続サービス利用支援

費については 1,260 単位しか算定することはできない。 

○ 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、

継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。 

○ サービス利用支援を行った後、同一の月に継続サービス利用支援を行った場合は、サ

ービス利用支援費及び継続サービス利用支援費の両方を算定できる。 

 

問 55                （平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省事務連絡） 

継続サービス利用支援を行った結果、利用者の状態に変化があり、新たな支給決定若

しくは支給量の変更等の必要が生じた場合、新たなサービス等利用計画を作成する必

要があるので、継続支援サービス利用ではなくサービス利用支援として 1,522 単位/月

を算定できるか。 

答 

○ お見込みの通り。 

○ なお、継続サービス利用支援を行った結果サービス等利用計画を作成するという一連

の流れで行っている場合は、計画作成のアセスメントのプロセスをモニタリング（継

続サービス利用支援）で行えているため、月をまたいだ場合も同様に継続サービス利

用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。 

 

問 56                （平成 25 年 2 月 22 日厚生労働省事務連絡） 

継続サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境

の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行う

ことが必要となり、同一の月に継続サービス利用支援とサービス等利用支援を行うこ

ととなった。 

 継続サービス利用支援とサービス利用支援を一連の流れで行ったわけではないの

で、継続サービス利用支援費及びサービス利用支援費の両方を算定してもよいか。 

答 

○ 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、

継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定する。 
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問 57                （平成 25 年 2 月 22 日厚生労働省事務連絡） 

障害福祉サービスの体験利用（短期間）を行うための支給決定に係るサービス利用

支援を行った後、同一の月に当該支給決定等に係るサービスの利用状況を検証するた

めの継続サービス利用支援を行い、その結果支給決定等の更新等の申請がなされ、同

一の月に当該申請に係るサービス利用支援を行った場合には、計画相談支援費の算定

はどのように行うこととなるのか。 

答 

○ 同一の月にサービス利用支援と継続サービス利用支援を行うことと市町村が決定し

た者については、サービス利用支援費と継続サービス利用支援費を算定する。 

○ さらに、同一の月にサービス利用支援を行った場合であっても、サービス利用支援

費は月額報酬のため、サービス利用支援を行った回数分請求することはできない。 
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障害者支援課が行う調査・監査等について 

 

障害者支援課では、定期的に行う実地指導のほか、虚偽の人員配置や架空請求等の不正な

事業所運営、また、施設従事者による障害者虐待が疑われるケース等について調査や監査を

行っております。 

 

 

 

 

１ 障害者総合支援法第48条第1項等に基づき実施する監査について 

 

 障害者支援課では、事業所に対して実地指導や調査を実施する際、通常障害者総合支援法

第10条に基づき実施をしております。 

 

 しかしながら、 

・事業所の運営状況又はサービスの提供状況が、勧告、命令、行政処分（指定取消、効力停

止等）等に該当する疑いがある場合 

・自立支援給付に関する費用の請求について、不正又は著しい不当の疑いがある場合 

につきましては、同法第48条第1項、第51条の3第1項、第51条の27第1項若しくは第2項、第

51条の32第1項に基づき監査を実施することとしております。 

 

 監査において報告、帳簿書類その他の物件の提出を拒否された場合、又は虚偽の報告をさ

れた場合には、行政処分（指定取消、効力停止等）の対象となることがある他、同法第111

条による罰則の対象となることがあります。 

 

 必要がある場合には事前予告なく事業所を訪問させていただくこともありますので、事業

所の皆さまにおかれましては、本市の調査・監査にご協力をお願いいたします。 

 

 

２ 適切な外出支援の実施について 

 

 外出支援について、道路運送法の許可又は登録を受けていない自家用自動車を使用し、報

酬を受領する不適切な支援が見受けられます。本市では、平成 28 年度に次ページの通知に

て周知を図っておりますので、今一度、ご確認ください。 
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28健障支第 895号 

平成29年 3月23日 

 

 名古屋市移動支援事業所 管理者様 

 障害福祉サービス事業所 管理者様 

 

名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課長 

 

 

外出支援の適正実施について 

 

 屋外での移動が困難な障害者又は障害児に対して行う外出のための支援（以

下「外出支援」という。）に関する道路運送法上の取り扱いについては、集団指

導（平成24年12月11日開催「居宅介護事業者等が行う有償旅客運送について」別

紙参照）において周知しているところです。 

 しかしながら、道路運送法の許可又は登録を受けていない自家用自動車を使

用して、ヘルパーが運転者となって利用者を乗せて、又は、ヘルパーとは別の職

員が運転者となってヘルパーと利用者を乗せて外出支援を実施し、その運送の

対価として移動支援給付費又は介護給付費を受領するという不適正な事例が確

認されています。 
 
 生活介護事業所等の障害福祉サービス事業所において、当該事業所の利用

を目的とする送迎を行う場合であって、送迎に係るコストを利用者個々か

ら収受しない場合（送迎加算の算定は可能）は、道路運送法の対象とはなら

ず、許可又は登録は必要ありません。 
 
 つきましては、貴事業所における外出支援の実施状況を再度確認し、適正な

外出支援を実施していただきますようお願いします。 

 

 

 

障害者支援課 指定指導係 電話 052-972-3967 

       認定支払係 電話 052-972-2639 

       ＦＡＸ共通 052-972-4149 
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３ 指定障害福祉サービス事業所等の不正に対する処分 

 

障害者総合支援法第50条において、事業者指定の取消し、指定の全部若しくは一部効力の

停止について規定されています。 

請求の不正等で悪質なものについては、指定の取消し等の行政処分だけでなく、刑法の詐

欺罪として刑事告訴（2014年度に1事案あり）を行うことにもなります。 

また、虚偽の報告等についても同法第111条、第112条に罰金刑の規定があり、刑事罰が科

されることがあります。 

本市に指定権限が移譲された2012年度以降の処分の概要は、次のとおりです。 

（2023年2月1日現在） 

処分 
年月 

サービス種
類 

処分の原因となる事実 処分内容 

2013年 
11月 

就労継続支
援Ａ型 

・管理者及び従業者について、指定申請書類と異なる者

を配置するという不正な方法により指定を受けた。 

・個別支援計画及びアセスメントシートについて、サー

ビス管理責任者が作成したかのように見せかけ、これ

らを偽造した。 

・人員基準上、配置が必要とされる従業者について、必

要な時間数の勤務をしていないにもかかわらず、虚偽

のタイムカードを作成し、人員配置を偽装した。 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止３か

月） 

2014年 
2月 

居宅介護 
重度訪問介
護 
同行援護 
移動支援 

・指定・登録申請を行うにあたり、事務室その他設備に

ついて他事業所の写真を添付するとともに、事業所の

実態とは異なる平面図を提出し、虚偽の申請を行うと

いう不正の手段により指定を受けた。 

・管理者及び従業者について、申請書類に記載された勤

務形態通りに配置がなされず人員に関する基準が満

たされないまま、指定・登録を受けた。 

指定・登録の一

部効力停止（新

規利用者受入停

止３か月） 

2014年 
3月 

就労継続支
援 
Ｂ型 

・サービス管理責任者について、常勤の勤務形態が確保

されておらず人員欠如減算を適用しなければならな

いことを知っていたにもかかわらず、減算を適用しな

かった。 

・従業者によるサービス提供が行われない状況が常態

化しており人員配置基準を満たしていなかった。 

・代表者の父であり、利用者でもある者を従たる事業所

に住まわせ、また、その事実を隠蔽しようとした。 

指定取消 

2014年 
8月 

居宅介護 
重度訪問介
護 
同行援護 
行動援護 
移動支援 

・特定の利用者に関し、サービス提供の記録をその都度

作成せず、また、その記録について確認を受けていな

かった。 

・特定の利用者へのサービス提供に関し、実際と異なる

サービス提供の記録を作成し、報酬請求を行い、これ

を受領した。 

指定・登録の一

部効力停止（新

規利用者受入停

止３か月） 

2015年 
7月 

地域活動支
援 

利用者にサービスを提供していない日を、あたかも提供

した日であるかのように装って報酬を請求し、これを受

領した。 

登録取消 
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2015年 
8月 

居宅介護 
重度訪問介
護 
同行援護 

居宅介護サービスを受けていたとする虚偽の提供記録

を作成し、報酬請求を行ったが、実際には、居宅介護サ

ービスを利用した事実はなかった。（介護保険課同時期

処分） 

指定の全部効力

停止（１２か月） 

2015年 
9月 

居宅介護 
重度訪問介
護 

必要な資格を有しないまま従業者が居宅介護及び重度

訪問介護のサービスを提供したにもかかわらず、当該サ

ービスについて給付費の請求を行った。（介護保険課同

時期処分） 

指定取消 

2015年 
9月 

居宅介護 
重度訪問介
護 

一部の従業者が特定の利用者における虚偽の提供記録

を作成し、報酬請求を行った。 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止３か

月） 
2016年 

11月 
就労継続支
援Ｂ型 

サービス管理責任者及び常勤配置の直接支援職員が他

の事業所の従業者と兼務できないことを知りながら兼

務を行い、常勤専従要件を満たさないままサービス提供

を行った。 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止３か

月） 

2017年 
3月 

居宅介護 
重度訪問介
護 
同行援護 
行動援護 

在宅支援を行わず生活介護事業所でサービス提供を行

ったものについて、居宅介護及び重度訪問介護で不正に

請求を行った。 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止１２

か月） 

2017年 
3月 

生活介護 生活介護のサービス管理責任者が、常勤専従で勤務しな

ければならないことを指定当初から知っていたにもか

かわらず兼務を行い、営業時間内に居宅介護及び重度訪

問介護のサービス提供を行っていた。（子ども福祉課同

時期処分） 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止１か

月） 

2019年 
5月 

就労継続支
援Ｂ型 

・利用者にサービスを提供していない日を、あたかも提

供した日であるかのように装って報酬を請求し、これ

を受領した。 

・従業者について、申請書類に記載された勤務形態通り

に配置がなされず人員に関する基準が満たされない

まま、指定・登録を受けた。（子ども福祉課同時期処

分） 

指定取消 

2020年 
10月 

就労継続支
援Ａ型 

・指定申請に当たり、実際に勤務しない者（管理者・サ

ービス管理責任者・職業指導員）を記載した組織体制

図、勤務形態一覧表を提出し、虚偽の申請をし、指定

を受けた。 

・指定当初からサービス管理責任者を配置できていな

いにもかかわらず、人員欠如減算を適用せず、給付費

の請求を行った。また、個別支援計画が適切に作成で

きていないにもかかわらず、個別支援計画未作成減算

を適用せず、給付費の請求を行った。 

・管理者及びサービス管理責任者が未配置であったに

もかかわらず、不在期間がない届出書を提出した。ま

た、勤務していない管理者、サービス管理責任者及び

職業指導員のタイムカード及び給与台帳を偽造し、勤

務しているかのように偽装した。 

指定取消 
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2020年 
10月 

就労移行支
援 

・指定申請に当たり、サービス管理責任者の実務経験を

満たしていないにもかかわらず、実務経験を満たすと

の虚偽の申請をし、指定を受けた。 

・指定当初からサービス管理責任者を配置できていな

いにもかかわらず、人員欠如減算を適用せず、給付費

の請求を行った。また、個別支援計画が適切に作成で

きていないにもかかわらず、個別支援計画未作成減算

を適用せず、給付費の請求を行った。 

指定取消 

2021年 
9月 

居宅介護 
重度訪問介
護 
移動支援 

重度訪問介護及び移動支援において、実際にはサービス

提供を行っていないにもかかわらず、法人代表自らがサ

ービス提供を行ったと虚偽の書類を作成し、給付費の請

求を行った。（介護保険課同時期処分） 

指定取消 

2022年 
4月 

就労継続支
援Ａ型 

・サービス管理責任者が未配置のため、個別支援計画が

適切に作成できていないにもかかわらず、個別支援計

画未作成減算を適用せず、給付費の請求を行った。 

・サービス管理責任者が未配置であったにもかかわら

ず、不在期間が実態よりも短い虚偽の変更届書を提出

した。 

指定取消 

2022年 
9月 

就労移行支
援 
就労継続支
援Ｂ型 
就労定着支
援 

・人員基準上必要とされる員数及び常勤者の配置を満

たしていないにも関わらず、減算を行わず通常の訓練

等給付費を請求した。 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止１２

か月） 

2022年 
9月 

就労継続支
援Ｂ型 

・目標工賃達成指導員配置加算について、実際には要件

を満たしていないにも関わらず、満たしているとして

訓練等給費を請求した。 

指定の一部効力

停止（新規利用

者受入停止６か

月） 
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報告日（更新日）：令和〇年〇月〇日 

新型コロナウイルス感染症の感染者発生等に係る報告について（第○報） 

（ＰＣＲ検査等受検をする場合、濃厚接触者が発生した場合を含む） 

 

※「児童発達支援・放課後等デイサービス」に係る報告書は、子ども青少年局子ども福祉課へ提出願

います（様式も異なります） 

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2020091600017/ 

  ※第１報の場合には、わかる範囲で記載いただき報告してください。 

※状況が進展した際には、随時追記いただき、更新した報告書を提出してください。 

 みだしに、新規報告の場合は第１報と、追記報告の場合は第２報、第３報…と記載してください。 

また、追記いただいた部分は、赤文字かつ下線をつけて記載してください。 

  ※報告対象者が複数人の場合、2人目以降の情報は別紙に記入してください。 

   報告対象者が多数発生した場合は、任意のリスト等を提出いただくことも可能です。 

【事業所情報】 

法人名  

サービス種別  

定員数・職員数 （利用者定員：    名） （職員：    名） 

事業所名  

住 所  

連絡先電話番号  

緊急連絡先（携帯）  

電子メールアドレス  

担当者名  

契約者数及び 

平均利用者数/日 

契約者数 ：  名 

平均利用者数/日：  名 

【対象者情報】  

報告事由 

 感染者が発生 

 濃厚接触者が発生（ これから検査  検査結果待ち  検査は未定 

  陰性） 

 発熱等により PCR 検査（抗原検査）を受検 （ 検査結果待ち  陰性） 

種別  職員（職名     ）    利用者 

対象者氏名  性別  年齢  

検査（予定）日 令和  年  月  日 

勤務状況(職員) 

または 

利用状況(利用者) 

 

ワクチン接種状況  1 回目又は 2回目接種済  3 回目接種済  □4 回目接種済   未接種 

他の利用事業所

（利用者の場合） 
 

障害福祉サービス等事業所用報告書 

【提出先：健康福祉局障害者支援課指定指導係】 

（記載例） 

・常勤職員で月～土の 9 時～17 時まで勤務。最終出勤日は○月○日 

・生活介護を週３回程度利用。最終利用日〇月〇日。 等 

（記載例） ・○○ホーム（共同生活援助） 等 
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【対応状況】 

現在までの経緯 

 

他の職員、 

利用者の症状 

 

 

保健センターの 
指示 

保健センター担当者名 ○○保健センター（担当：○○さん） 

濃厚接触者の有無  なし   あり（職員 名、利用者 名） 

濃厚接触者の検査予定  

休業に対する指示 

 

その他  

事業所休業の有無  休業しない    休業する（休業期間： 月 日～ 月 日） 

事業所利用者の 

ご家族への対応 

 

 

関係事業所（利用

者の利用する他事

業所）への対応 

 

 

（記載例） 

4/21 利用者○○さんが当事業所を最終利用（9:00～15:00） 

4/22 自宅にて発熱 

4/24 いったん熱は下がったが、夕方に再度発熱 

4/25 ○○医療機関に受診し、ＰＣＲ検査を受検 

4/26 ・ＰＣＲ検査の結果陽性判明 

・○○保健所に相談、指示内容は下記のとおり 

・他の全利用者の家族に状況を説明 

・他の利用者と職員の健康状態を確認 

・4/26 からのサービス提供の休止を決定、利用者へ連絡 

・共用スペースを消毒用エタノールで消毒 等 

（記載例） 

・4/21 に接触のあった職員 1 名に発熱症状あり、自宅待機している。 

・その他の職員や利用者に発熱等の症状はない。 等 

（記載例） 

・保健センターからは自宅待機となる濃厚接触者以外 

については、感染対策を徹底しながらのサービス提 

供の継続は大丈夫との見解を得ている。 等 

（注意事項） 

※感染者の発生時については必ず、状況の説明を行うとともに関係事業所 

への情報提供についても説明し、同意を得ること。 

（記載例） 

・4/26 陽性の○○さん同意を得て、他の利用者家族へ状況説明。等 

（注意事項） 

※感染者の発生時については必ず、関係事業所への速やかな連絡（発生当 

日中）を行う。特に他法人関係事業所への連絡に注意。 

（記載例） 

・4/26○○さんが他に利用している○○事業所へ状況説明。 等 
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 実地指導における主な指摘事項【障害児相談支援事業】 

【対象サービス】 

障害児相談支援事業 

 

【運営基準】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

○＝指摘事例 

○アセスメント及びモニタリ

ングは利用者の居宅を訪問

して行うこと。 

○相談支援事業所や日中通っている保育園等を

訪問し、モニタリング等を行っていた。 

 

 

 

【報酬算定】 

内  容 
指摘に至った具体的事例・留意事項 

【○＝指摘事例 ●＝留意事項】 

○障害児支援利用計画の同意

年月日を明らかにすること。 

○障害児支援利用援助費の算定の根拠となる日

は「利用者への同意年月日」であるが、同意

年月日が不明瞭であった。 

○同一の月において、同一の支

給決定障害児に対してモニ

タリングを行った後に障害

児支援利用計画の作成を行

った場合に、継続障害児支援

利用援助費の算定を行って

いるものが見受けられたた

め、必要な過誤調整を行うこ

と。 

○同一月でモニタリング実施後に障害児支援利

用計画を作成した場合は、「障害児支援利用援

助費」しか算定できないところを「継続障害

児支援利用援助費」も併せて算定していた。

（モニタリングの実施月と障害児支援利用計

画の同意日が月をまたいでいた場合も同様） 

●モニタリング実施後に障害児支援利用計画を

作成した場合の報酬算定について、詳細は 

P.46 を参照してください。 

〇サービス提供時モニタリン

グ加算の算定要件を満たさ

ないものがあったため、必要

な過誤調整（返還）を行うこ

と。 

〇継続障害児支援利用援助をやむをえず利用者

宅で実施できなかったため、代わりに相談支

援事業所や日中通っている保育園等に訪問し

て行ったものについて、継続障害児支援利用

援助費に加えてサービス提供時モニタリング

加算を算定していた。 

〇算定に必要な記録（障害児通所支援事業所等

におけるサービスの提供状況、サービス提供

時の計画相談支援対象障害児の状況、その他

必要な事項）がなかった。 

※実地指導における主な指摘事項【全サービス共通】もご覧ください。 
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モニタリング実施後に障害児支援利用計画を作成した場合の報酬算定について 

 

【想定される対象月】 

・障害児相談支援給付費の利用更新月 

・モニタリング後に障害児支援利用計画の見直しがされた月 

 

【基本的取り扱い】 

 障害児支援利用援助費の算定要件であるアセスメントのプロセスをモニタリン

グで実施したとみなすため、継続障害児支援利用援助費は算定しない。 

そのため、障害児支援利用援助費のみを算定する。 

 障害児支援利用計画の同意がモニタリングの翌月（月をまたいだ場合）であっ

ても同様の取り扱い。 

 

※事例については、相談支援事業を参考にしてください。P.46 参照 

 

 

主な告示・Ｑ＆Ａ等 

【留意事項通知】 

 障害児相談支援費については、通所給付決定の有効期限の終期月等において、指定継続サ

ービス利用支援を行った結果、支給決定等の更新等の申請がなされ、同一の月に当該申請に

係る指定障害児支援利用援助を行った場合には、障害児支援利用計画作成の一連の支援であ

ることから、継続障害児支援利用援助費は算定せず、障害児支援利用援助費のみ算定するも

のとする。 

 なお、通所給付決定の支給決定等に当たって指定障害児支援利用援助を行った後、同一の

月に当該通所給付決定に係るサービスの利用状況を検証するための指定継続利用援助を行

った場合には、障害児支援利用援助費及び継続障害児支援利用援助費の両方を算定できるも

のとする。 
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【障害児相談支援に係るＱ＆Ａについて】 

 

問 5 平成 25 年 2 月 22 日厚生労働省事務連絡 

児童福祉法に基づく障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準にお

いて、障害児支援利用計画を作成する際の留意点として「相談支援専門員は、ア

セスメントの実施に当たっては、必ず障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家

族に面接して行わなければなれない。」と規定されているが、次の場合について

はどうか。 

①自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合

は、事前に行われる面接は、相談支援事業所や日中通っている保育園等で行って

もかまわないか。 

②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を

通じていつかは自宅訪問することでよいか。 

答 

○ 障害児支援利用計画は、障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成さ

れることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把

握については、障害児及びその家族からの聞き取りだけでなく、自宅訪問によ

り生活環境を見ることが重要である。 

よって、①～②とも障害児支援利用計画の作成に自宅訪問が必要である。 

 

 

問 66 平成 27 年 3 月 31 日厚生労働省事務連絡 

延長支援加算 

「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相談支援

事業者が作成したものに限られるのか。 

答 

○ 原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に「や

むを得ない理由」を記載している場合に算定できる。 

しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況等も勘案し、当分の間のやむを

得ない対応として、セルフプランの場合であっても算定が可能な取扱いとする。

なお、指定障害児相談支援事業所が作成する場合であっても、改定の施行直後

で、やむを得ない理由が記載されていない場合には、次の通所給付決定がなさ

れるまでの間は、柔軟に取り扱って差し支えない。 

 

※障害児通所支援事業所には、延長支援加算を算定する場合に、必要やむを得な

い理由を障害児相談支援事業所で作成する障害児支援利用計画に記載する必要

があると指導しているところです。 
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問 70 平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省事務連絡 

障害児相談支援に係る初回加算は、事業所の変更や転居等に伴い、違う事業所

が新規で作成する場合も対象になるのか。 

答 

○ 障害児相談支援対象保護者が、新規に障害児支援利用計画を作成する場合や、

前６月間において障害児通所支援や障害福祉サービスの利用がない場合に対

象となるものなので、事業所が変更になるだけでは対象にならない。 

なお、セルフプランにより支給決定を受けている障害児が、初めて障害児支援

利用計画を作成する場合も初回加算の対象となる。 

 

 

※平成 25 年 2 月 22 日及び平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省事務連絡【問 52、問 55、

問 56】（P.49 参照）については、障害児相談支援事業について準用する。この

場合において、「計画相談支援給付費」とあるのは「障害児相談支援給付費」と、

「サービス利用支援」とあるのは「障害児支援利用援助」と、「継続サービス利

用支援」とあるのは「継続障害児支援利用援助」と、「サービス等利用計画」と

あるのは「障害児支援利用計画」と、「障害福祉サービス等」とあるのは「障害

児通所支援」と読み替えるものとする。 
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障害児通所支援に係る支給量の原則の日数について 
 

 みだしの件については、厚生労働省より平成 28 年 3 月 7 日付障障発 0307 第 1
号で通知されたところですが、本市における運用を下記のとおり定めています。 
 
１ 週間計画上、週５日利用の場合  

月２３日（月３１日から土日の８日を除く）の支給量で支給決定する。 
 
２ 週間計画上、週５日を超える利用の場合 
  国の定める原則の日数を超える利用の場合、原則として指定障害児相談支援

事業所による計画作成を要することとする。 
ただし、セルフプランであっても、下記のような公的機関を始めとする第三

者機関の意見等を通して客観的な支援の必要性が認められ、各区・支所・保健

所において、原則日数を超える支援を受けなければ対象児童の福祉が損なうお

それがあると認められるときは、原則日数を超えた必要な支給量の支給決定が

できるものとする。 
 

＜客観的な支援の必要性が認められる具体例＞ 
① 対象児童に重度の障害や強度の睡眠障害等があり家族支援を要するケース 
② 障害特性により、定型的な生活リズムを要するケース 
③ 虐待が疑われる、または虐待のおそれがあるケース 
④ ひとり親世帯や多子世帯など、休日においても保護者以外の支援機関が介

在することにより子どもの支援が充足されるケースなど 
 
＜第三者機関の具体例＞ 
 医療機関、地域療育センター、児童相談所、社会福祉事務所（民生子ども課）、

保健所、民生委員・児童委員など。 
 

※客観的な支援の必要性について、疑義のあるケースの場合は、子ども福祉課ま

でお問い合わせください。 

                             
３ 週間計画上、週４日以下の利用の場合  

原則の日数に満たない利用であるので、利用者の便宜にも配慮し、従来どお

り月５週計算をする（週４日なら月２０日、週３日なら月１５日、以下同じ）。 
 

４ 週間計画に週単位以外のサービスの希望（例：祝日の利用など）がある場合 
必要な日数を上乗せする。例えば、週３日平日の利用に加えて、土日に月１

～２日利用する計画の場合は月１７日で支給決定する（１５日＋２日）。 
 

-64-



○届出について 

【全サービス共通（基準該当・移動支援・地域活動支援事業所を除く）】 

１ 令和 5 年度介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書の提出につい

て 

介護給付費等の算定に当たり「平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 523

号」の規定等に基づき「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」をあ

らかじめ名古屋市に届け出ることとなっています。 
（１）提出書類 

P.74 のとおり 
（２）提出期限 

P.75 のとおり 

（３）提 出 先 
〒460-8508（住所不要）名古屋市役所健康福祉局障害者支援課 

指定指導係（事業者指定担当） 
（４）様式 

様式をウェルネットなごやからダウンロードしてください。 
＞TOP＞事業者の方へ＞新着情報＞令和 5年度介護給付費等の算定に係る体制等

に関する届出書の提出について 

（５）よくある誤りについて 
   誤りの多い事項等を P.76～78 のとおりまとめましたので、提出前に必ず

ご確認ください。 

 
  注意点 

※1 運営規程の「従業者の員数」の員数のみの変更に係る運営規程の変更

届出書（第 4号様式）の提出は不要です。詳しくは、P.68 をご覧くださ

い。 

※2 令和 5 年度において、特定事業所加算を算定しない居宅介護等訪問系

の事業所については、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の

提出は不要ですが、各事業所で人員等の体制を確認し、基準を遵守して

運営してください。 

※3 令和 4 年度実績に基づき、体制を報告しなければ算定できない加算

（P.74 一覧表の○のついている加算）につきましては、令和 4 年度以

前より算定していた場合も、毎年度届け出ていただいたうえ、体制が確

認できなければ算定できません。 
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※4 令和 5 年 5 月 1 日から算定の加算届も、令和 5 年 4 月 15 日（土）（消

印有効）が締切になっております。提出期限を過ぎますと、6月以降の

算定になりますのでご注意ください。 

※5 前年度と加算区分及び内容に変更がない事業所（※2を除く。）も、令

和 5年 4月 15 日（土）（消印有効）までに必ずご提出ください。 

 

お願い 

4 月当初は、体制届や加算の算定に関し、多数の質問・お問合せのお電話を

いただき、即時にお応えできない状況となることが予想されます。事業者の方に

おかれましては、P.79「指定基準・加算届等にかかる質問票」により、ＦＡＸ又

はメールでのお問合せにご協力いただきますようお願いします。 

 

【居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護】 

２ 新たに特定事業所加算を届け出る場合について 

  特定事業所加算の加算算定要件(注 1)には大きく分けて「体制要件」「人材

要件」「重度障害者対応要件」がありますが、このうち「体制要件」を満たし

ていないことが原因で後に多額の報酬返還となる事例が多く生じています。 

  こうした現状を鑑み、新規で特定事業所加算を算定する事業所については、

「体制要件」を満たすことを確認するための書類を届出書類に加えてご提出

いただくこととなっております。 

算定開始の 3ヵ月前の末日までにウェルネットなごやに掲載されている「要

件確認申込書」をご提出いただき、前々月 10 日までに「体制要件確認書類（注

２）」をご提出していただきます。 

確認書類の審査において、体制要件を満たしていることが確認できた場合は、

加算算定予定月の前月 15 日までに届出書類をご提出いただき、届出書類の審

査を経て加算算定をお認めすることとなります。審査結果については随時連絡

します。 

  

（注1） 加算算定要件はウェルネットなごやに掲載しております。ご相談の

際は、事前に確認をお願いします。 

  ＞TOP＞事業者の方へ＞障害福祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務

等＞6．加算等の届出について＞特定事業所加算（居宅介護・重度訪問介

護・行動援護・同行援護）の届出について＞特定事業所加算（居宅系）の新

規届出について＞2．特定事業所加算の算定要件について 

 

（注 2）以下の書類の提出が必要です。 
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居宅介護・同行援護・行動援護で算定する場合・・１～６、９ 

重度訪問介護で算定する場合・・１～５、７～９ 

１．届出される年度の従業者・サービス提供責任者の研修計画 

２．届出される日から 1年間の従業者の健康診断の実施計画 

３．緊急時の対応方針等を記載した文書（重要事項説明書に明記することでも可） 

４．従業者の技術指導等を目的とした会議の議事録 

５．届出日の属する月の前 3月間に新規に採用した従業者に対する同行研修の記録（該当者が

いない場合、記録様式でも可） 

６．直近月の任意の 1週間分のサービス提供責任者と従業者間の伝達・報告の記録と当該期間

の利用者一覧表及び各利用者の実績記録票 

７．直近月のサービス提供責任者から従業者への伝達記録と当該月の利用者一覧 

８．前月実績において全ての時間帯にサービス提供していることがわかる記録、運営規程 

９．届出月の勤務形態一覧表（予定） 

 

【全サービス共通（相談支援・移動支援・地域活動支援事業所を除く）】 

３ 令和 5年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について 

  本加算は、福祉・介護職員の賃金改善に充当されることを目的に算定される

加算であり、①福祉・介護職員処遇改善加算、②福祉・介護職員等特定処遇改

善加算、③ベースアップ等支援加算の 3種類があります。 

  令和 4 年度に加算を算定している場合でも、令和 5 年度も引き続き算定す

る場合は、改めて届出が必要になります。また、原則として以下のとおりの提

出方法にさせていただきますので、ご注意ください。 
（１）提出方法 

原則として Web 上での専用提出フォームによる 
（（３）の提出書類掲載ページに、提出フォームのリンクを掲載します。） 

特段の理由により上記方法での提出が不可の場合は、郵送もしくは持参でのご提出も可

とします。 

 
（２）提出期限 

令和 5年 4月 15 日（土）厳守 

 原則として（１）の方法での提出だが、郵送の場合は消印有効※１ 

 持参の場合は令和 5年 4月 14 日（金）17 時 30 分まで 

（郵送・持参の場合の提出先） 
〒460-8508（住所不要）名古屋市役所健康福祉局障害者支援課 

指定指導係（事業者指定担当） 
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（３）提出書類 
様式はウェルネットなごやからダウンロードしてください。 
＞TOP＞事業者の方へ＞新着情報＞令和 5年度分の障害福祉サービス等処遇改善

加算の届出について 

 
４ 令和 4年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の実績報告について 
  提出方法及び提出期限については、後日ウェルネットなごやの事業者向け

新着情報にてお知らせします。 

 

【全サービス共通】 

５ 運営規程の「従業者の員数」に関する記載方法の変更について（再周知） 

令和 3 年度基準省令解釈通知の改正により、運営規程に記載する「従業者の

職種、員数及び職務の内容」については、業務負担軽減等の観点から、基準にお

いて置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載する

ことも差し支えないとされました。 

 今までは、現に事業所に配置している人数を「〇人」と記載していましたが、

「〇人以上」という記載でもよいことになります。また、常勤、非常勤、専従、

兼務の別についても、記載しなくてもよいことになります。 

この記載方法の場合、従業者の員数に変更があっても運営規程の人員を満た

している限り、員数の変更に伴って運営規程を改正する必要がなくなり、変更届

の提出も不要となります。 

事業所における業務負担軽減等に繋がりますので、「〇人以上」という記載に

していない事業所におかれましては、できるだけ当該記載方法に改正をお願い

します。 

 

【既に当該記載方法に変更している場合】 

  ・変更届の提出は不要です。 

【令和 5年 4月 1日付けで当該記載方法に変更する場合】 
  ・体制届を提出する際に、「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出

書」（様式第 5 号）に改正前、改正後の文言を記入してご提出ください。 

 

注意事項 

・現在の利用者数等に応じて，法令等で規定されている人員基準以上の従業者の

員数を規定してください 

・この取扱いにより、運営規程の変更届の提出回数が減り、事業所等の業務負担

軽減となります。しかし、変更届の提出機会が減ることにより、人員基準を満
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たしていないことに気づかないといったおそれがあります。人員基準を満た

さずに報酬を請求した場合、不正請求となり、取消等の処分の対象となりえま

す。そのため、事業所において、人員基準をはじめとする各種基準の理解を深

め、人員基準を満たしているかどうか自主点検を行い、従業者の員数を適切

に管理してください。 

 

【全サービス共通】 

６ 休止及び廃止の届出について 

  事業を休止または廃止する場合、下記のとおり法律で定められております。 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抜すい） 

第 43 条第 4 項 指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定

による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月

以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業

の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サー

ビスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉

サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業

者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければな

らない。 

  つきましては、休止または廃止する場合は上記の責務が果たされたことが

確認できる書類を必ずご提出ください。 

  なお、休止または廃止に係る届出の提出期限は休止・廃止する日の 1 か月

前までです。その提出期限に間に合うよう、事前にウェルネットなごや掲載の

「指定相談等初回相談申込書」を送付し、休止・廃止に係る相談申込を行って

ください。 

 

【日中活動サービス等】 

７ 利用日数特例について 

  利用日数特例の適用を受ける事業所は毎年度届出が必要です。 

  適用を受ける事業所は、下記のとおりご提出ください。 

（１）提出書類 

・利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る（変更）  

届出書 

・年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料 

・利用日数に係る特例を受ける場合の利用日数管理票 

（２）提出期限（ 4 月から特例の対象期間とする場合） 

令和 5 年 3 月 31 日（金）厳守（消印有効） 
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（３）提 出 先 
〒460-8508（住所不要）名古屋市役所健康福祉局障害者支援課 

指定指導係（事業者指定担当） 
（４）様式 

様式が改正された書類もありますので、必ず最新の様式をウェルネット

なごやからダウンロードしてください。 
＞TOP＞事業者の方へ＞障害福祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務＞関

係通知その他参考情報 

 

○従業者の要件について 

【行動援護】 

１ 行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件 

  行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件については、令和 2 年度

末までだった経過措置が延長され、令和 6年 3月 31 日をもって経過措置期間

が終了となります。 

  下記の要件をご確認いただき、計画的に行動援護従業者養成研修を受講い

ただきますようよろしくお願いいたします。 
愛知県内の居宅介護職員初任者研修等指定事業者については、愛知県障害福

祉課のホームページをご覧ください。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/kyotakukaigo-
shitei.html/index.html 

 
（１）サービス提供責任者 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

原  則  
「行動援護従業者養成研修修了者」 

＋「知的障害児者または精神障害者の直接業務 3年（540 日）以上」 
経過措置 ＜H27.4.1～R6.3.31＞ ※計画的に研修受講してください。 

 「居宅介護サービス提供責任者の要件」 

＋「知的障害児者または精神障害者の直接支援業務 5年（900 日）以上」 
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（２）従業者（経過措置の場合も、減算の適用はない） 

 
原  則  
「行動援護従業者養成研修修了者」 

＋「知的障害児者または精神障害者の直接業務 1 年（180 日）以上」 
経過措置＜H27.4.1～R6.3.31＞ ※計画的に研修受講してください。 

 「居宅介護従業者の要件」 

＋「知的障害児者または精神障害者の直接支援業務 2 年（360 日）以上」 

 

【日中活動サービス等】 

２ サービス管理責任者等研修について 

令和元年度よりサービス管理責任者研修のカリキュラムが変更となったこ

とに伴い、経過措置等が示されております。 

更新研修や実践研修を期限までに修了しなければ、サービス管理責任者と

して従事できなくなるため、特にご注意いただき、計画的に受講してください。 

経過措置の内容や必要な研修の修了期限については下記を確認ください。 

 

①平成 30 年度以前（旧体系）にサービス管理責任者研修を受講した方 

平成 30 年度までの研修体系（旧体系）において受講済みの方については、

平成 31 年 4 月以降、5 年間は、更新研修受講前でも引き続きサービス管理責

任者として従事可能。ただし、この場合、5 年間の間（令和 6 年 3 月 31 日ま

で）に更新研修を修了し、以降 5 年ごとの更新研修を受講しなければならな

い。 

★令和 5年度末までに更新研修を修了する必要があります★ 

更新研修の受講については計画的にお申込みください。 
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②平成 31 年度～令和 3 年度に基礎研修修了者※１となった方 

 平成 31 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日の間に基礎研修修了者※１になった

場合においては、基礎研修修了者※1となった日から 3 年を経過する日までの間

は、サービス管理責任者とみなし、従事可能。ただし、この場合、基礎研修修了

者となった日から 3 年を経過する日までの間に実践研修を修了しなければなら

ない。なお、実践研修を受講するには、基礎研修修了後 3 年間で 2 年以上の実

務経験が必要になる。 

（例）令和元年 10 月 29 日に基礎研修を修了した方は、令和 4 年 10 月 29 日ま

でに実践研修を修了しなければ、サービス管理責任者として従事できなくなる。 

 

 

 
③令和 4 年度以降に基礎研修修了者※１となった方 
令和 4 年 4 月 1 日以降に基礎研修修了者※１になった場合においては、その

後の実践研修を修了するまでの間は 1 人目のサービス管理責任者として従事す

ることはできませんので、ご注意ください。 

 

 

 

※１基礎研修修了者とは、サービス管理責任者等基礎研修と相談支援従事者初

任者研修講義部分の両方を修了した方 

 

 

 

 

 

★基礎研修終了後 3年以内に実践研修を受講する必要があります★ 

 

 

 

 

★基礎研修修了者となった日から 2 年以上の実務経験を経て、実践研修

を修了する必要があります★ 

-72-



○その他 

【全サービス共通（基準該当・移動支援・地域活動支援事業所を除く）】 

１ 情報公表システムによる入力・申請のお願い 

  情報公表制度においては、原則年１回更新が必要ですので、情報公表シ

ステムにより令和5年7月31日までに事業所の詳細情報（内容の時点は、

特段の指示がない場合令和 5年 4月末時点）について入力・報告ください。 

 詳しくは WAM ネットの障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板に掲

載されている「操作説明書」「記入要領」「よくある質問（Q&A）」及びウェルネ

ットなごやの「情報公表制度について」のページ（TOP > 事業者の方へ > 障

害福祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務 > 情報公表制度について）

を参照してください。 

未公表事業所は、早急に入力・申請をお願いします。 

【全サービス共通】 

２ 障害福祉サービス新規参入事業者向け研修について（ご案内） 

  障害特性に関する理解等を深めていただくことにより、より利用者の方の

支援の質の向上を図っていただくことを目的として、平成 26 年 9 月から初め

て障害福祉サービス事業に参入される法人の代表者、管理者の方に受講いただ

いております。 

定員枠に空きがある場合、どなたでも受講が可能です。本市の独自基準にお

いて、事業所内での障害特性に関する研修を実施することが義務付けられてお

りますので、新規職員の方に受講していただくなど、ぜひご活用ください。詳

細はウェルネットなごやを参照してください。 

また、新規参入者研修での資料につきまして、事業所の従業者研修等におい

てもご活用ください。 

 

   内容 

   ・新型コロナウイルス対策により随時開催のため、開催予定及び申込み方

法は障害者支援課指定担当へお問い合わせください。 

・午前中に障害特性の理解や障害福祉サービスの制度概要について講義

を行い、午後は施設を見学（中継映像による見学方式） 

 ・１事業者当たり、2,000 円の受講料が必要 
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令和5年4月における介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について
提出対象の事業所についてはみだしの届出をつぎのとおり提出していただきます。
※　基準該当障害福祉サービス事業所、移動支援事業所及び地域活動支援事業所は提出不要です。

１　提出期限
別紙のとおり。

・サービス種類によって、提出期限が異なりますのでご注意ください。
・提出期限を過ぎますと、6月以降の適用になりますのでご注意ください。
・○印の加算は前年度に算定している場合でも、今回期限までに届出がないと4月以降は算定できませんので、特に注意してください。
・加算以外の変更届については、第4号様式を作成のうえ提出すること。

２　提出先
〒４６０－８５０８（住所不要）　　名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課　指定指導係（事業者指定担当）

３　提出書類
事業所ごとに、下表の該当する書類をご提出ください。

・様式は改正されているものがありますので、ウェルネットなごやの加算のページから最新の様式をダウンロードしてください。
・各様式に記載されている注釈をよくお読みの上、当該様式に記載されている添付書類もあわせて提出するようご注意ください。

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護
・
行
動

援
護
・
同
行
援
護

療
養
介
護

生
活
介
護

短
期
入
所

重
度
障
害
者
等

包
括
支
援

自
立
訓
練

（

機
能
訓
練
）

自
立
訓
練

（

生
活
訓
練
）

宿
泊
型
自
立
訓
練

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援

（

A
型
）

就
労
継
続
支
援

（

B
型
）

就
労
定
着
支
援

自
立
生
活
援
助

共
同
生
活
援
助

（

介
護
サ
ー

ビ
ス

包
括
型
）

共
同
生
活
援
助

（

日
中
サ
ー

ビ
ス

支
援
型
）

施
設
入
所
支
援

相
談
支
援

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

◎
(その1)

◎
(その2)

◎
(その3)

◎
(その4)

◎
(その5)

◎
(その7)

◎
(その7)

◎
(その7)

◎
(その8)

◎
(その9)

◎
(その10)

◎
(その11)

◎
(その11)

◎
(その12)

◎
(その12)

◎
(その6)

△
(その13)

◎
（別紙2-1）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-2）

◎
（別紙2-3）

◎
（別紙2-2）

△
（別紙2-2）

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎

（その3）
を使用

◎
（その3）
を使用

◎
（その2）
も添付

◎
（その2）
も添付

◎

◎
（別紙46）

◎
（別紙47）

◎
（別紙49）

◎
（別紙41）

〇
（別紙51）

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

◎ ◎

○

○ ○ ○

○ ○

○

○

○

△ △ △ ○ ○

○ ○

○
（別紙30）

○
（別紙29）

◎

○

そ
の
他

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
別紙6～9、11、14、17、18、20、21（GH以
外）、24、25、32、34～40、42～45、48、50～
61

◎・・・届出が必要な書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△・・・① 新規の算定又は変更する場合には必要
○・・・当該加算を算定している（する）場合は必要　　　　　 　　 　② 令和4年度から継続して算定しており、内容に変更がない場合は提出不要。

賃金向上達成指導員・目標工賃達成指導員配
置加算に関する届出書（別紙29・別紙30）

平均障害支援区分の算出（別紙31）

基本報酬の区分を算定するための資料（別
紙41,46,47,49,51）

重度者支援体制加算に関する届出書（別紙
28）

特定事業所加算に関する届出書（別紙3-1
～3-4）

人員配置体制加算に関する届出書（療養介
護）（別紙4）

人員配置体制加算に関する届出書（生活介
護）（別紙5）

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に関
する届出書（別紙10）

重度障害者支援加算に関する届出書（別紙
12）

夜勤職員配置体制加算に関する届出書（別
紙13）

共同生活援助に係る共同生活住居及び入
居者の状況（別紙15）

夜間支援等体制加算（共同生活援助）に関
する届出書（別紙16）

夜間支援等体制加算（宿泊型自立訓練）に
関する届出書（別紙23）

通勤者生活支援加算に関する届出書（別紙
19）

地域移行支援体制強化加算に関する届出
書（別紙22）

移行準備支援体制加算に関する届出書(別
紙26）

就労移行支援体制加算に関する届出書（別
紙27）

　なお、多機能型事業所、短期入所事業所（併設型、空床利用型、生活介護事業所と同一建物内の単独型）及び障害者支援施設（施設入所支援と日中活動系
サービス）については、1枚の届出書（第5号様式）とし、「体制等状況一覧表」以下の添付書類を該当サービス別に添付してください。

共
通

介護給付費等算定に係る体制等に関する届
出書（様式第5号）

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

（別紙1）
※適用する加算はすべて「あり」に○をつけること

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※令和5年4月の勤務予定で作成すること

組織体制図（参考様式15）

最新の運営規程

平均利用者数算定シート（別紙33）

令
和
4
年
度
実
績
が
必
要
な
加
算
届

就労定着実績体制加算に関する届出書（別
紙44）

看護職員配置加算に関する届出書（別紙
21）

サービス種別

夜間支援対象利

用者数算定シート

（別紙16その2）も

障害基礎年金の受給資格のな

い20歳未満の利用者を除いた

平均利用者数算定シートも添

付要

計算シートも添付

訪問系事業所で特定

事業所加算を算定し

ない場合は提出不要

別紙46-2も添付要

別紙47－2
別紙47－3
別紙47－4

別紙41-2
も添付要

相談支援事業所で地域移行支援サービス

費（Ⅰ）・（Ⅱ）を算定する場合、新たに加算

を算定する場合及び加算区分を変更する

場合には提出が必要

（加算を届け出ない場合は提出不要）

地域移行支援事業

所が対象です
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令和 5年度介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書の提出期限 

※令和 4年度とは提出期限が異なる場合がありますのでご注意ください。 

サービス種類 内容 提出期限 

【訪問系サービス】 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

前年度（R4.4～R5.2）の実績で特定事業

所加算を算定する場合 

令和 5年 3月 31 日（金） 

※郵送の場合、消印有効 

直近 3 ヶ月（R5.1～R5.3）実績で特定

事業所加算を算定する場合 

令和 5年 4月 14 日（金） 

厳守 

※郵送の場合は、4 月 15

日消印有効 

新たに特定事業所加算を算定する場合 P.66 をご確認ください。 

特定事業所加算を算定しない場合 提出不要 

療養介護 

生活介護 

短期入所 

重度障害者等包括支援 

施設入所支援 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立生活援助 

共同生活援助 

就労定着支援 

就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

全事業所 令和 5年 4月 14 日（金） 

厳守 

※郵送の場合は、4 月 15

日消印有効 

特定相談支援事業所 

一般相談支援事業所 

（地域移行・地域定着） 

〇地域移行支援サービス費（Ⅰ）・（Ⅱ）

を算定する場合【新規・変更・継続のい

ずれでも】 

〇令和 5 年 4 月 1 日・令和 5 年 5 月 1

日から新たに「相談支援機能強化型体

制区分」・加算を算定する場合、「相談

支援機能強化型体制区分」・加算に変更

がある場合 

令和 5年 4月 14 日（金） 

厳守 

※郵送の場合は、4 月 15

日消印有効 

加算の区分・加算の内容に変更がない

場合 

提出不要 

加算を算定しない場合 提出不要 

・障害児相談支援事業所の届出書については 子ども青少年局 子育て支援部 子ども福祉課 子ども発達

支援係 （TEL:052-972-3187）へご提出ください。 

・消印のつかない郵送（料金後納郵便・メール便等）を利用される場合、期限までに発送したこと

がわかる証明書類を事業所で保管してください。 

・封筒の宛先の最後に「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書在中」と赤字で明記して

ください。 
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「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に係る注意事項・よくある誤り 

※提出前にご確認ください。 

 

 

１ 平均利用者数算定シート（別紙 33） 

（１）最新の様式ではあらかじめ計算式が入力してありますので、端数処理などに誤

りがないよう、旧様式では作成しないようご注意ください。 

（２）就労定着支援及び自立生活援助は、平均利用者数算定シート（就労定着支援・自

立生活援助用）（別紙 33（その 3））を使用してください。 

（３）令和 4年度中に定員に増減があった場合は、通常と計算方法が異なりますので、

当該様式の※２～※４をよくお読みいただき作成願います。計算方法を確認した

いなど不明点はあらかじめお問い合わせ願います。 

 

２ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙 2－1、別紙 2－2、別紙 2－3共通） 

（１）変形労働時間制を採用していない場合は第５週の記載は不要です。 

（２）勤務体制は４月の予定で記入し、実績の欄は空欄としてください。 

 

３ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙 2－1）（訪問系） 

（１）実施するすべてのサービスについて、各従事者の従事状況を「サ」、「従」または

「×」の記号で記載してください。 

（２）サービス提供責任者の必要配置数の算出の表に、直近の１月から３月までの実

績を記入し、サービス提供責任者の必要配置数を満たしているか確認してください。 

 

４ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙 2－2）（その他）、（別紙 2－3） 

（１）「前年度の平均利用者数」の欄は、上記の「平均利用者数算定シート（別紙 33）」

管理者がサービス提供責任
者等を兼務する場合は、従
事時間を分けること（原則と
して管理者 2 分の 1、サービ
ス提供責任者 2 分の 1 とす
る） 

予定

実績

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

予定

実績

勤務
形態
※2

居宅介護
職種
※1

資格
※4

氏名

予定

実績

予定

重度
訪問
※3

行動
援護
※3

移動
支援
※3

同行
援護
※3

居宅介護に従事しない場
合は「×」を記入 
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で得られた数値を記入してください。 

（２）「人員配置区分」の欄には、別紙１の「人員配置区分」欄で○を付けたもの（例：

Ⅰ型（7.5：1）を記入してください。 

※「人員配置区分」欄が斜線のサービスは記載不要です。 

（３）【生活介護のみ】「平均障害支援区分」の欄は、「平均障害支援区分の算出（別紙

31）」で得られた数値を記入してください。 

（４）【共同生活援助のみ】「入居者区分別人数」の欄は、「障害支援区分別平均利用者

数算定シート（別紙 33（その 2））」で得られた数値を記入してください。 

（５）「基準上の必要職員数」の欄は、サービスごとに次のように記載願います。 

サービス 
「基準上の必要職員

数」欄の記載 
左の計算方法 

例 

【前提】前年度平

均利用者数が 18.3 

生活介護 生活支援員等 前年度の平均利用者数÷

人員配置区分における配

置基準人数（小数点第 2位

以下切り上げ） 

人 員 配 置 区 分

「2.5：１」の場合

は 7.4 人 

自立訓練 生活支援員等 3.1 人 

就労継続

支援（Ａ

型・Ｂ型） 

職業指導員・ 

生活支援員 

 

人 員 配 置 区 分

「7.5：１」の場合

は 2.5 人 

就労移行

支援 

職業指導員・ 

生活支援員 

 

前年度の平均利用者数÷

６（小数点第 2位以下切

り上げ） 

3.1 人 

 

就労支援員 前年度の平均利用者数÷

15（小数点第 2位以下切

り上げ） 

1.3 人 

共同生活

援助 

世話人 

 

 

前年度の平均利用者数÷

人員配置区分における配

置基準人数（小数点第 2位

以下切り上げ） 

人員配置区分「5：

１」の場合は3.7人 

生活支援員 「障害支援区分別平均利

用者数算定シート（別紙 33

（その 2））」で得られた数

値 

障害支援区分が全

員 4 の場合は 3.1

人 

 

（６）同一法人内の他の事業所と兼任している職員については「他の事業所の名称及

び職名」「他事業所での合計勤務時間数」を忘れず記入願います。 

（７）「従業者の職種・員数」の表において、基準上配置が必要な職員については、そ

の「常勤換算後の人数」が、上記（５）の「基準上の必要職員数」以上になってい

-77-



ることを必ず確認してください。 

 

５ 「介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表」（別紙１（その１）～（その 13）） 

（１）「その他該当する体制等」の欄は、算定する加算等の有無等についてすべての項

目に必ず○を記載してください。 

（２）加算等に変更がない場合でも、現在算定している加算区分等を必ず確認して○

を付けてください。 

（３）加算の有無等が前年度と異なる場合は、右端の「適用開始日」欄に「R5.4.1」と

記載してください。（異動がない場合は空欄で結構です。） 

 

６ その他 

各届出書（別紙）の下欄に記載されている「添付書類」も必要ですのでご確認くだ

さい。 
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日頃は、本市障害福祉行政の運営にご理解とご協力をいただき、厚くお

礼申し上げます。令和 4 年度（令和 5 年 1 月 1 日現在）は登録事業者 10

か所、養成人員 100 名となっており、令和元年度以降はコロナ禍の影響も

あって養成人員が伸び悩む一方で、ガイドヘルパーの不足が深刻な状況は

依然続いています。 

 名古屋市では必要な移動支援従業者を確保するため、養成研修を実施し

ていただける登録法人を募集しております！ 

 

 

知的障害者を対象にしたガイドヘルパーを養成し、名古屋市におけ

る移動支援事業に従事する資格を与えるもの 

 

 

 

 

 

 

受講者の募集開始の 2ヵ月前までに、名古屋市へ登録をしていただく必

要があります。研修内容のご相談（予約制）のため、事前に下記担当ま

でご連絡ください。 

（問い合わせ先） 

                      健康福祉局障害者支援課  

                      指定指導係（指定担当） 

電話：（０５２）９７２－３９６５ 

FAX：（０５２）９７２－４１４９ 

○登録を受けられる者 

 愛知県に事業所を有する法人 

○研修内容 

 講義：障害者(児)福祉の制度とサービスガイドヘルパーの制度と業務 

ホームヘルプサービス概論、ホームヘルパーの職業倫理 

障害・疾病の理解、移動介助の基礎知識、障害者(児)の心理等 

 演習：移動介助の基本技術 

○受講料：各事業者が定める 

 

(詳細はこちら)ウェルネットなごや 

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/ 

wel/provider/specification/yousei_kensyu.html 
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適切な請求事務の徹底について 

 

１ 本市での審査支払に係る対応について 

  本市では、事業者の報酬請求に係る審査支払の対応として、国民健康保険団体連

合会（以下「国保連」）への請求において一次審査で「警告」となった請求情報以

外にも、随時、請求内容の不整合について点検を行っております。 

  これは、通常の国保連請求に係る市町村審査の時期以外にも実施しているため、

事業所に対し随時問い合わせを行うことがありますので、ご協力をお願い致します。 

 

２ 不適切な請求事例 

  本市への請求において、特にご注意いただきたい事例は以下のとおりです。請求

内容が不適切であると判断される場合は、原則、返戻扱いとなりますのでご注意下

さい。 

 

事例１ サービス提供時間の重複 

同一時間に、複数のサービス提供を行うことはできません。請求内容に矛盾がある

ものについては、必要に応じて本市より各事業者に提供内容の確認を行ったうえで、

原則、返戻扱いとなります。 

 

（例①）へルプのサービス内容が重複した場合 

 

              請求に係る時間の重複が発生！！ 

 

（例②）日中系の利用時間が短くなった場合 

 

               Ａが通常通り（16 時まで）の請求を実施。 

                ⇒Ｂヘルパーとの重複が発生！！ 

 

事例２ 支給量を超過してのサービス提供 

 受給者証に記載された支給量を超過してサービス提供することはできません。 

当該月の支給量を超過した請求については原則、返戻扱いとなります。 

 

 

10時から12時
実際 身体介護

請求
12時から15時

移動支援

12時から15時
移動支援

10時から13時まで
身体介護

8時から9時 16時から17時
通常 Ｂ移動支援 Ｂ移動支援

8時から9時 9時から13時 13時から14時
体調不良時 Ｂ移動支援 Ａ生活介護 Ｂ移動支援

Ａ生活介護
9時から16時
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事例３ 支給決定を受けていない者に対する２人介護の提供 

本市では２人介護の提供は区役所等で認められた方のみ算定が可能です。 

２人介護の認定がない方（認定がある場合は受給者証の特記事項欄に「２人介護

可（サービス名）」と記載されますので必ずご確認下さい）については、原則、返

戻扱いとなります。 

 

事例４ 短期入所の報酬区分誤り 

短期入所は、利用日に他の日中系サービスを併せて利用している場合や、昼食の

時間帯を含む支援を提供していない場合は「福祉型短期入所サービス費Ⅱ・Ⅳ」等

の低い報酬単価となります。（実績記録票においては、「他サービス併給」の表示） 

短期入所事業所が「福祉型短期入所サービス費Ⅰ・Ⅲ」等の高い報酬単価を請求

している日に他の日中活動系サービスがサービスを提供した請求情報が存在した

場合、状況を確認の上、原則、返戻扱いとなります。 

また、退所日以外に夕方から夜間にかけて居宅介護の請求がある場合や、同日に

短期入所から別の短期入所に移動される場合にも入退所時間等状況を確認する場

合があります。 

  

事例５ 共同生活援助の補足給付（家賃補助）について 

共同生活援助の家賃補助については、「1 人につき、月 10,000 円」が上限となり

ます。そのため、利用者が月の途中で他の共同生活援助に転居した場合、複数事業

所がそれぞれ 10,000 円で請求すると、合計「20,000 円」となることから、複数事

業所間の請求額が上限を超過している場合は、原則請求している全ての事業所が返

戻扱いとなりますのでご注意ください。 

 

事例６ 複数児童の上限管理結果票の作成（提出）漏れ 

複数児童の上限額管理結果票は国保連に伝送ができないため、紙での提出を依頼

しているところですが、上限額管理結果票が送付されない事例が散見されます。 

上限額管理結果票が原則紙請求の提出期日である 15 日まで（消印有効）に郵送され

ない場合は、原則、返戻扱いとなります。 

 

事例７ 利用のキャンセル日の請求誤り 

  利用者がサービス利用をキャンセルした日については、一部の加算を除いて、請

求を行うことはできないため、原則、返戻扱いとなります。請求の際は、必ず、サ

ービス提供記録等と突合のうえ、請求いただきますようお願いします。 

  

-82-



事例８ 受給者証の確認漏れ 

 受給者証の内容が変更されているにもかかわらず、十分な確認を行わず、変更前の

内容で不適切な請求を行った場合は、原則、返戻扱いとなります。 

受給者証には、利用者の支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等のサービ

ス提供に必要な情報が記載されていますので、サービス提供前に必ず確認するように

してください。 

 

（例①）更新に伴い障害支援区分の更新時に区分が変更となった場合 

 

               ●年 1月提供分の情報を「区分 4」のまま請求した。 

 

（例②）サービスの利用再開や 18 歳到達により、受給者証番号が変更した場合 

 

 ●年 2月提供分の請求を【0000△△△□】のまま請求した。 

 

 

３ 請求データを送信する前の確認のお願い 

 

 もう一度入力内容と実施記録等とを見比べて請求するようにしてください。 

【チェックポイント】 

○事業所番号、受給者証番号、サービス提供年月に誤りがないか 

○請求情報に不足はないか（明細書とサービス提供実績記録票はセットで伝送して下さい） 

○明細書と実績記録票の情報が合致し、送付漏れがないか 

 

 

４ その他請求に係る留意点 

(1) 請求・支払の単位について 

障害福祉サービスの請求は、「事業所・提供月・利用者」で１つの情報（以下「情

報単位」）となっています。請求や返戻はこの情報単位ごとに審査を行います。 

情報単位内の一部（加算など）のみ請求・返戻・取下げを行うことはできませ

ん。 

  例）Ａ事業所の○月分の利用者 10 人中 3人の取下げ ⇒ 可能 

    Ａ事業所の○月分のＢ利用者の「処遇改善加算」のみ取下げ ⇒不可 

 

(2) 請求に関する案内について 

   「ウェルネットなごや」に請求に関する重要な書類を公表していますので、ご

○年12月31日まで ●年1月1日から

区分4 区分5

○年12月31日まで ●年2月1日から

受給者証番号
【0000△△△□】

受給者証番号
【0000△△△×】
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確認ください。 

 ＜新着情報＞ 

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/shinchaku_jigyosya/ 

 ＜請求事務について＞ 

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/specification/clai

m.html 

   

(3) 正しい請求の徹底 

   近年、行政書士等代理人による請求の問い合わせが増えています。一方、事業

所がそうした代理人による問い合わせ内容や行政機関への届出状況を全く把握

しないまま請求が行われ、結果不適切な請求になる事例が散見されます。 

他にも、請求代行事業者等が現場の状況を全く知らないまま請求を行うという

事例も散見されています。 

   公金を財源とする介護給付費・訓練等給付費等は、本来請求誤りによる過大な

請求があってはなりません。請求を行う際は現場の状況及び行政機関への届出状

況を把握した職員による請求の徹底をお願いいたします。 
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令和 5年度からの請求事務等に係る留意事項について 

 

居住地特例の変更について 

 障害福祉サービスの支給決定及び給付は、原則として障害者又は障害児の保

護者の居住地の市町村が行いますが、一定の施設等の入所・入居者については、

入所する前に居住地を有していた市町村が行います（居住地特例）。 

現在、居住地特例の対象となる施設の範囲には、障害者支援施設や児童福祉施

設、共同生活援助（グループホーム）等があります。 

令和５年度より、居住地特例の対象となる施設の範囲に介護保険施設等（特

別養護老人ホーム、老人保健施設、有料老人ホーム等）が追加されます。 

今後、国の通知等により事業者の皆様へお知らせすべき内容が示された場合

は、ウェルネットなごや等により情報提供を行います。 

 

介護保険制度の要支援該当者に対する支給決定について         

 介護保険制度で要支援１または２と認定された方に対して、一定の要件を満

たす場合に障害福祉サービスの居宅介護・重度訪問介護、移動支援との併給を認

めます。 

 

住宅型有料老人ホーム等入居者等における支給決定基準の変更について 

 住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅（以下、住宅型有料老

人ホーム等といいます。）に入所する障害者について、現在「介護者の介護能力

に相当の困難を生じる場合等」に相当するとして適用している居宅介護等の支

給決定基準を、一段階低い基準（単位）へ変更します。（令和５年４月申請分か

ら適用） 

 ただし、令和５年３月以前に住宅型有料老人ホーム等に入所する者として居

宅介護等の支給決定を受けている方が、引き続き居宅介護等の支給決定を受け

る場合については、従前の支給決定基準を適用します。 
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○ 医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈につ

いて(通知)

(平成 17 年 7 月 26 日)

(医政発第 0726005 号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、

医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条その他の関係法規に

よって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び

技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行

為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する

必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、医学・医療

機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護

の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医

行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。

このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じるこ

との多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医

師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされ

たい。

なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現場等におい

て安全に行われるべきものであることを申し添える。

(別紙)

1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳

道で体温を測定すること

2 自動血圧測定器により血圧を測定すること

3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定す

るため、パルスオキシメータを装着すること

4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をする

こと(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)

5 患者の状態が以下の 3 条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、こ

れらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えてい

る場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ

薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び

薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助するこ

と。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬
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の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔

粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の

経過観察が必要である場合ではないこと

③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該

医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

注 1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師

助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。

① 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の

疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリ

でやすりがけすること

② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿

棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔

にすること

③ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)

④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを

除く。)

⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと

⑥ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※ )を用いて浣腸すること

※ 挿入部の長さが 5 から 6 センチメートル程度以内、グリセリン濃度 50％、成人用の

場合で 40 グラム程度以下、6 歳から 12 歳未満の小児用の場合で 20 グラム程度以

下、1 歳から 6 歳未満の幼児用の場合で 10 グラム程度以下の容量のもの

注 2 上記 1 から 5 まで及び注 1 に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第 17 条、

歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要がある

ものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必

要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等は

サービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対し

て、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を

行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。

また、上記 1 から 3 までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否な

ど医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が

測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。

注 3 上記 1 から 5 まで及び注 1 に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第 17 条、歯

科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の規制の対象とする必要があるも
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のではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修

や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の

研修の必要性を否定するものではない。

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう

監督することが求められる。

注 4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関

するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の

責任は別途判断されるべきものである。

注 5 上記 1 から 5 まで及び注 1 に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立て

られている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果に

ついて報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。上記 5 に掲げる医薬品の

使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されること

が望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。

注 6 上記 4 は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものでは

ない。
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名古屋市事業者システムにおける機能提供の縮小について 

 

 名古屋市事業者システムについて、現在、移動支援・地域活動支援の請求機

能に加えて、障害福祉サービスに関する機能として、国保連合会に請求した内

容の取り込みまたは請求情報の入力により、代理受領額通知書や実績記録票等

の出力が可能となっております。 

 令和６年度より、本システムの障害福祉サービスに関する機能を終了し、移

動支援・地域活動支援の請求機能のみに縮小させていただきます。 

 現在、事業者システムを利用している事業所におかれましては、令和５年度

までは障害福祉サービスに関する機能をご利用いただけますが、令和６年度以

降はアップデート等の対応を行いませんので、ご了承ください。 

 障害福祉サービスに関する機能の終了に向けて、利用者や費用額の入力を行

うことで代理受領額通知書の発行ができるツールを、ウェルネットなごやに公

開する予定としておりますので、令和６年度までに移行をお願いいたします。 

また、実績記録票については、ウェルネットなごやに様式のエクセルシート

を掲載しておりますので、そちらをご活用ください。（国保連合会の簡易入力

システムにおいても、実績記録票の確認リストを出力することができます。） 
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当
の

請
求

情
報

は
既

に
受

付
済

、
ま

た
は

請
求

情
報

内
で

重
複

す
る

情
報

が
存

在
し

て
い

ま
す

　
国

保
連

に
対

し
て

同
月

請
求

を
2
回

送
信

し
て

い
る

。
（
両

方
の

デ
ー

タ
は

通
ら

な
い

の
で

ど
ち

ら
か

一
方

の
デ

ー
タ

が
エ

ラ
ー

に
な

る
。

）

・
単

純
に

2
回

送
信

し
た

等
の

ケ
ア

レ
ス

ミ
ス

。
・
送

信
後

に
金

額
の

誤
り

に
気

付
い

た
が

、
前

の
デ

ー
タ

を
取

り
下

げ
ず

に
そ

の
ま

ま
送

信
し

た
。

　
請

求
デ

ー
タ

を
送

信
し

た
際

は
、

シ
ス

テ
ム

上
で

、
送

信
内

容
確

認
や

請
求

情
報

送
信

履
歴

の
画

面
で

送
信

状
態

を
確

認
の

上
、

最
初

に
送

っ
た

デ
ー

タ
の

取
下

げ
を

行
っ

て
か

ら
再

度
送

信
し

て
く
だ

さ
い

。

　
修

正
後

の
請

求
は

先
に

送
っ

た
金

額
に

上
書

き
さ

れ
ま

せ
ん

。
必

ず
取

り
下

げ
て

か
ら

再
請

求
し

て
く
だ

さ
い

。

E
C

0
5

S
U

4
7

受
付

：
該

当
の

請
求

情
報

は
既

に
受

付
済

、
ま

た
は

請
求

情
報

内
で

重
複

す
る

情
報

が
存

在
し

て
い

ま
す

　
１

つ
の

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
複

数
の

契
約

情
報

が
存

在
し

て
い

る
た

め
に

出
る

エ
ラ

ー
。

　
月

の
途

中
で

支
給

量
を

変
更

し
た

時
に

、
前

の
契

約
情

報
も

一
緒

に
送

信
し

て
い

る
。

　
一

つ
の

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

伝
送

す
る

契
約

情
報

は
、

最
新

の
情

報
の

み
送

信
し

て
く
だ

さ
い

。
月

の
途

中
で

契
約

支
給

量
が

変
更

に
な

っ
て

も
最

新
の

情
報

（
月

末
の

契
約

量
）
の

み
送

信
し

て
く
だ

さ
い

。

例
：
居

宅
家

事
援

助
の

契
約

・
～

1
1
/
5
　

5
Ｈ

・
1
1
/
6
～

　
7
Ｈ

の
場

合
「
7
Ｈ

」
の

み
の

契
約

情
報

を
伝

送
し

て
く
だ

さ
い

。

E
G

2
6

S
W

9
0

資
格

：
請

求
情

報
の

利
用

者
負

担
上

限
月

額
が

受
給

者
台

帳
の

「
利

用
者

負
担

上
限

月
額

」
と

一
致

し
て

い
ま

せ
ん

明
細

書
内

の
利

用
者

負
担

額
が

受
給

者
証

の
負

担
額

と
相

違
し

て
い

る
。

請
求

時
、

受
給

者
証

を
確

認
し

て
い

な
い

。
（
上

限
負

担
月

額
が

「
0
円

」
⇒

「
9
,3

0
0
円

」
に

変
わ

っ
て

い
た

。
）

　
請

求
の

際
は

、
必

ず
受

給
者

証
の

利
用

者
負

担
額

を
確

認
し

て
く
だ

さ
い

。

　
特

に
、

利
用

者
の

生
活

状
況

に
変

化
が

あ
っ

た
場

合
（
結

婚
、

離
婚

、
家

族
の

死
去

等
）
は

、
世

帯
収

入
に

変
化

が
生

じ
る

場
合

が
あ

り
ま

す
の

で
、

次
回

の
更

新
時

の
受

給
者

証
の

表
示

は
注

意
し

て
確

認
し

て
く
だ

さ
い

。

E
C

0
8

S
W

6
6

受
付

：
該

当
の

利
用

者
負

担
上

限
額

管
理

結
果

票
は

既
に

受
付

済
で

す

　
過

去
に

送
っ

た
利

用
者

負
担

上
限

額
管

理
結

果
票

が
国

保
連

で
受

け
付

け
ら

れ
て

い
る

の
に

も
拘

ら
ず

、
上

限
額

管
理

事
業

所
が

作
成

区
分

を
「
新

規
」
で

送
っ

た
。

　
過

去
に

送
信

し
た

上
限

額
管

理
結

果
票

の
状

態
を

確
認

し
て

い
な

い
。

　
過

去
に

送
っ

た
上

限
額

管
理

結
果

票
が

国
保

連
か

ら
エ

ラ
ー

と
な

っ
て

い
な

い
か

確
認

を
し

て
く
だ

さ
い

。
　

上
限

額
管

理
結

果
票

の
作

成
区

分
は

、
過

去
の

請
求

で
エ

ラ
ー

と
な

っ
て

い
な

い
場

合
「
修

正
」
で

送
信

し
て

く
だ

さ
い

。

エ
ラ

ー
コ

ー
ド

名

請
求

デ
ー

タ
関

連

上
限

額
管

理
関

係

計
画

相
談

支
援
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該
当

事
項

返
戻

内
容

に
表

示
さ

れ
る

エ
ラ

ー
内

容
エ

ラ
ー

内
容

の
具

体
的

な
原

因
エ

ラ
ー

と
な

る
背

景
対

応
策

そ
の

他
・
備

考
エ

ラ
ー

コ
ー

ド
名

E
C

0
9

S
W

5
9

受
付

：
修

正
、

ま
た

は
取

消
の

対
象

と
な

る
利

用
者

負
担

上
限

額
管

理
結

果
票

が
存

在
し

て
い

ま
せ

ん

　
前

回
の

請
求

時
、

上
限

額
管

理
結

果
票

が
何

ら
か

の
理

由
で

国
保

連
請

求
が

通
っ

て
い

な
い

（
エ

ラ
ー

と
な

っ
て

い
る

）
。

・
初

回
の

上
限

額
管

理
結

果
票

を
修

正
で

送
信

し
て

い
る

。
・
初

回
の

上
限

額
管

理
結

果
票

が
国

保
連

請
求

で
エ

ラ
ー

と
な

っ
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

作
成

区
分

を
「
修

正
」
に

し
て

送
信

し
て

い
る

。

　
初

回
の

作
成

区
分

は
必

ず
”
新

規
”
で

送
信

し
て

く
だ

さ
い

。
再

請
求

す
る

と
き

は
、

前
回

の
上

限
額

管
理

結
果

票
が

エ
ラ

ー
と

な
っ

て
い

な
い

か
確

認
を

し
て

く
だ

さ
い

。
エ

ラ
ー

と
な

っ
て

い
な

け
れ

ば
「
修

正
」
、

エ
ラ

ー
と

な
っ

て
い

る
な

ら
「
新

規
」
で

送
信

し
て

く
だ

さ
い

。

　
再

請
求

で
明

細
金

額
を

修
正

し
た

場
合

、
上

限
額

管
理

事
業

所
に

対
し

て
上

限
管

理
結

果
票

の
総

費
用

額
の

修
正

依
頼

を
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

の
で

、
該

当
の

場
合

は
早

急
に

該
当

事
業

所
へ

架
電

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

P
P
0
8

S
W

6
1

支
給

量
：
上

限
額

管
理

結
果

票
に

存
在

し
な

い
事

業
所

の
請

求
明

細
書

が
あ

り
ま

す

　
上

限
額

管
理

結
果

票
に

存
在

し
な

い
事

業
所

か
ら

の
請

求
が

あ
る

。

・
請

求
事

業
所

が
上

限
管

理
結

果
事

業
所

に
請

求
金

額
を

伝
え

て
い

な
い

。
→

上
限

管
理

し
て

い
な

い
。

・
上

限
管

理
事

業
所

が
上

限
額

管
理

結
果

票
に

請
求

事
業

所
の

入
力

漏
れ

。

・
請

求
事

業
所

は
確

実
に

上
限

管
理

事
業

所
に

請
求

が
あ

る
旨

連
絡

を
し

て
く
だ

さ
い

。
・
上

限
管

理
事

業
所

は
、

関
連

事
業

所
か

ら
の

請
求

を
把

握
す

る
よ

う
に

努
め

て
く
だ

さ
い

。

　
上

限
額

管
理

事
業

所
は

利
用

者
の

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

受
給

者
証

に
記

載
さ

れ
て

い
ま

す
。

　
万

が
一

上
限

額
管

理
事

業
所

を
変

更
す

る
場

合
は

支
給

決
定

元
の

区
役

所
・
支

所
に

届
出

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

P
Q

2
0

S
B

4
0

支
給

量
：
請

求
明

細
書

の
「
決

定
利

用
者

負
担

額
」
を

合
計

し
た

値
が

受
給

者
台

帳
の

「
利

用
者

負
担

上
限

月
額

」
を

超
え

て
い

ま
す

　
全

事
業

所
の

利
用

者
負

担
額

の
合

計
が

利
用

者
の

利
用

者
負

担
額

を
超

え
て

い
る

。

・
上

限
管

理
が

さ
れ

て
い

な
い

。
（
備

考
参

照
）

・
受

給
者

証
で

利
用

者
負

担
額

が
「
0
円

」
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
請

求
事

業
所

が
明

細
書

に
利

用
者

負
担

額
を

入
力

し
し

て
請

求
し

た
。

　
受

給
者

台
帳

で
利

用
者

負
担

額
の

最
新

情
報

を
確

認
し

て
く
だ

さ
い

。
負

担
額

が
あ

り
、

上
限

管
理

対
象

者
で

、
複

数
事

業
者

利
用

の
場

合
は

上
限

管
理

が
あ

る
こ

と
に

留
意

し
て

く
だ

さ
い

。

　
こ

の
エ

ラ
ー

は
、

他
事

業
所

の
請

求
間

違
い

に
連

動
し

て
出

る
と

き
も

あ
り

ま
す

が
、

そ
の

場
合

、
請

求
内

容
が

正
し

い
事

業
所

は
、

お
支

払
し

ま
す

。
　

上
限

管
理

が
さ

れ
て

い
な

い
場

合
、

エ
ラ

ー
コ

ー
ド

「
S
A

0
1
（
上

限
額

管
理

が
さ

れ
て

い
ま

せ
ん

）
」
も

出
ま

す
。

P
A

4
0

S
X
6
8

資
格

：
受

給
者

台
帳

の
上

限
額

管
理

情
報

の
登

録
内

容
に

該
当

す
る

利
用

者
負

担
上

限
額

管
理

加
算

の
請

求
で

は
な

い
、

ま
た

は
請

求
明

細
書

の
「
管

理
結

果
」
が

不
正

で
す

・
上

限
管

理
事

業
所

以
外

の
事

業
所

が
加

算
を

つ
け

て
い

る
。

・
複

数
の

サ
ー

ビ
ス

ご
と

に
加

算
を

つ
け

て
い

る
（
※

）
。

・
上

限
管

理
対

象
者

で
な

い
の

に
加

算
を

つ
け

て
い

る
。

・
上

限
管

理
事

業
所

の
み

の
請

求
し

か
な

い
の

に
加

算
を

つ
け

て
い

る
。

・
明

細
書

の
利

用
者

負
担

上
限

額
管

理
事

業
者

情
報

に
不

備
で

あ
る

。
（
管

理
結

果
が

空
欄

の
ま

ま
に

な
っ

て
い

る
等

）
・
上

限
額

管
理

結
果

票
が

無
い

。

-

・
加

算
が

算
定

で
き

る
の

は
、

上
限

額
管

理
対

象
に

な
っ

て
い

る
利

用
者

に
つ

い
て

上
限

管
理

を
し

た
と

き
に

、
上

限
管

理
事

業
所

の
み

で
す

。
・
加

算
は

利
用

者
1
月

に
つ

い
て

１
回

の
み

つ
け

ら
れ

ま
す

。
（
サ

ー
ビ

ス
ご

と
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
）

・
請

求
が

上
限

額
管

理
事

業
所

の
み

の
場

合
は

こ
の

加
算

は
算

定
で

き
ま

せ
ん

。
・
上

限
額

管
理

事
業

所
以

外
し

か
請

求
が

な
い

場
合

、
上

限
管

理
事

業
所

は
上

限
額

管
理

加
算

を
請

求
し

、
上

限
管

理
を

し
て

く
だ

さ
い

。
（
こ

の
場

合
、

処
遇

改
善

加
算

も
算

定
で

き
ま

す
。

）

※
別

チ
ェ

ッ
ク

で
エ

ラ
ー

メ
ッ

セ
ー

ジ
.「

S
A

0
1
（
上

限
額

管
理

加
算

は
複

数
つ

け
る

こ
と

が
で

き
ま

せ
ん

）
」
も

あ
り

ま
す

。

上
限

額
管

理
関

係
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就労移行支援事業及び就労継続支援事業（A型・B型） 

における在宅支援について 

 

就労移行支援事業及び就労継続支援事業（A・B型）の在宅支援については、令和 4年 9月

27 日の本市通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業の在宅支援における本市の取扱い

の一部内容追加について」にて、ご案内しているところですが、サービス提供および請求に

おいて、改めてご留意いただきたい点について、お示ししますので、以下の内容をふまえ、

ご対応いただきますようお願いします。 

 

１ 申請時およびサービス提供前における留意点 

厚生労働省通知の平成 19 年 4 月 2 日障障発第 0402001 号「就労移行支援事業、就労継 

続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について(令和 3年 3月 30 日障障発 0330 第 

2 号改正)」（以下、「H190402 国通知」とする）には、「在宅でのサービス利用を希望する 

ものであって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利 

用者」と記載があります。そのため、区役所・支所（以下、「区役所等」とする）での申 

請等の適切な手順を踏まずにサービス提供・請求を行った場合は、報酬の返還を求めるこ 

とがございますので、ご注意ください。また、下記の(1)、(2)の両方の要件を満たしてい 

ることが必要となりますので、申請時およびサービス提供開始前において、関係書類に適 

切な記載がされているか等の確認を行ってください。 

H190402 国通知に記載の「在宅でのサービス利用を希望するものであって、在宅でのサー

ビス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」の本市における要件は

令和 3年 10 月 1 日以降、以下の取扱いとしています。 

原則、（1）および（2）の両方を満たす場合とする。 

（1）次のアからウのうち、いずれかを満たす場合（ウについては、当面の間とし、終了す

る場合は通知を行う） 

ア 障害特性により通所が困難である。 

イ 通所時よりも在宅支援時のほうがより、支援効果が具体的に見込まれる。 

ウ 新型コロナウイルス感染拡大防止を理由とする。具体的には次の(ⅰ)又は(ⅱ)の 

要件に該当する場合。 

（ⅰ）利用者自身が高齢（65 歳以上）もしくは基礎疾患があるなど感染した際に重 

症化するリスクがあり、本人が在宅での支援を希望している場合 

（ⅱ）新型コロナウイルス感染症の感染への障害特性による特に著しい不安等によ 

り、利用者本人が通所を控えたい等の希望があり、在宅での支援を希望して 

いる場合 

（2）利用時間については、原則、利用予定のサービス提供事業所の運営規程で定めるサ 

ービス提供時間に準じて利用すること。ただし、障害特性にて、その利用が困難な 

場合は、就労移行支援、就労継続支援の在宅でのサービス利用にかかる協議書（帳票 

4-20）および個別支援計画案上に理由を明確に示すこと。 
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２ サービス提供時における留意点 

ア 支援体制と記録について 

サービス提供時においては、報酬告示、関係告示、留意事項通知に加えて、「H190402 

国通知」をご確認の上、事業所としての提供体制を整えた上でサービス提供を実施し、 

サービス提供時における記録を適切に行ってください。 

 

イ  他サービスとの調整・情報共有について 

同一時間帯に 2つ以上のサービスの提供を行うことはできません。訪問系サービス 

と就労系サービスをともに利用している対象者の方において、サービス提供時間が重な 

った状況にて請求されているケースが散見されています。サービス提供に際しては、相 

談支援事業所と情報共有する等、各関係機関との連絡調整や利用者への説明を必ず行っ 

てください。 

 

３ 請求時における留意点 

請求時、電子媒体（データ）にて、サービス提供実績記録票（以下「実績記録票」とす 

る）を送信いただいておりますが、その入力時においては、以下の点についてご留意くだ 

さい。 

  ・サービス利用時間は、計画時間ではなく実際の提供時間を入力してください。 

  ・実績記録票の備考欄に「在宅支援」と入力し、在宅でサービス提供を実施したこと 

がわかるようにしてください。実績記録票の備考欄の記載についても、市町村審査に 

おける確認事項としておりますので、ご協力のほど、よろしくお願い致します。 
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事業所運営の留意事項について 

 

 

共同生活援助利用者における帰省時の居宅介護等の利用について 

GH に入居している者（体験利用を除く）について、必要性があると市が認める場

合には、帰省時の居宅介護等の支給決定を行います。 
ただし、帰省時の居宅介護等については居宅介護等を算定する日の GH の請求が全

くない場合に限り利用が可能となりますので、ご注意ください。 
土・日・月で利用者が帰省した場合、通常は土曜（外泊の始まり）と、月曜（外泊

の終わり）は GH の基本報酬を算定できますが、仮に帰省した実家で土曜日の夜に居

宅介護等の支援が必要な場合は、土曜日の GH の請求はできなくなりますので、調整

が必要になります。（本来は算定できても、居宅介護等が算定するためＧＨでは算定

をしない場合には、実績記録票の備考欄に算定なしと入力してください） 
GHの算定と重複して居宅介護等の算定を行ったことが判明した場合には請求のや

り直しが必要となります。業務負担が増えることを避けるためにも、契約時に必ず受

給者証で居宅介護等の他のサービスの支給決定内容についても確認いただき、利用者

が帰省する際には帰省中の他のサービス利用状況を確認していただきますようお願

いいたします。 
 

地域移行支援の請求における注意点 

・体験宿泊加算を算定される場合は、GH の事業所は体験利用の請求をすることはで

きません。地域移行の体験宿泊加算を算定するか、GH が体験利用として算定するか

どちらかの選択制となります。 

（平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関する Q&A Vol.1 問 58 参照） 

 

・地域移行支援事業所が体験利用加算や体験宿泊加算を算定した場合、サービス事業

所へは委託費を支払うこととなります 

（平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関する Q&A 問 45 問 46 参照） 

 

※詳しくは、ウェルネットなごやの（TOP＞事業者の方へ＞障害福祉サービス等の事

業者指定・登録・請求事務＞令和３年４月～提供分 障害福祉サービス等請求関係

様式ダウンロード）における（１０）その他様式・資料等のダウンロード ７「地

域移行支援の請求にかかる留意事項」をご確認ください。 
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請求時におけるサービス提供実績記録票の備考欄への入力について 

 

１．趣旨 

本市における請求審査時の参考とするため、サービス提供実績記録票の備考欄に記載いただいた

上で、システム上においても入力していただきたい項目について、「名古屋市独自の取扱い」及び「国

の取扱い（一部のみ）」を以下に記載します。 

本取扱いは、お使いの請求システムにおいて実績記録票の備考欄に入力が可能な場合にその対応

を依頼するものです。入力ができないシステムや入力できる事項が予め設定されているシステムを

ご使用の場合について、対応を求めるものではございません。なお、入力が無い場合や入力されてい

る事項に疑義がある場合について、本市より請求内容についての確認を行う場合があります。 

 

２．名古屋市独自の取扱い 

（１）新型コロナウィルス感染症に係る臨時的な取扱い 

サービス 状況 入力する事項 

居宅介護 

同行援護 

新型コロナウィルス感染症の影響により、

訪問の頻度を増やす必要があることを理由

に、サービスとサービスの間隔が概ね２時

間未満となる場合で、それぞれのサービス

にかかる所要時間を合算しない場合 

「コロナ対応」 

生活介護 

自主休業中や利用を控える者に対して同意

を得た上で、居宅への訪問等によりできる

限りの支援を行った場合 

「実際の訪問等により支

援を行った時間帯」 

就労移行支援 

就労継続支援 A 型 

就労継続支援 B 型 

令和 3 年 8 月 18 日付「令和 3 年 10 月 1 日

以降の就労移行支援事業、就労継続支援事

業の在宅支援における本市の取扱いについ

て」に基づいて、在宅支援を行った場合 

「在宅支援」 

 

（２）常時の取扱い 

サービス 状況 入力する事項 

就労移行支援 移行準備支援体制加算を算定する時 
「施設外支援又は施設外

就労の時間帯」 

共同生活援助 

日中支援加算（Ⅱ）を算定する場合で、共同生

活援助事業所において日中に支援を行った１

日目、２日目 

「１日目、２日目」 

本体報酬の算定が可能な帰省初日（外泊初日）

や帰省最終日（外泊最終日）に、実家などの帰

省先において、居宅介護を利用する場合 

「本体報酬の算定なし」 
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３．国の取扱い（注意喚起が必要な一部のみ抜粋） 

サービス 加算 状況 入力する事項 

共同生活援助 

宿泊型自立訓練 
長期入院時支援特別加算 

実際に入院先に訪問して

支援をした日 
「支援あり」 

 

サービス 状況 入力する事項 

共同生活援助 

体験利用時 「体験利用」 

共同生活住居において個人単位で居宅介護または重度

訪問介護を利用した日（「特例」の請求単位となる日） 

「居宅利用又は

重度訪問利用」 

共同生活援助 

宿泊型自立訓練 

施設入所支援 

加算 状況 

「支援あり」 
入院時支援特別加算 

実際に入院先に訪問して

支援をした日 
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計画相談支援初回加算の報酬算定について 

 

 計画相談支援の初回加算の報酬算定の取扱いについて、令和２年度障害福祉

サービス等事業者講習会（集団指導）において通知させていただいているとこ

ろですが、改めて整理したものを通知させていただきます。 

計画相談支援の初回加算について、具体的に算定の対象となるのは、以下の

ような場合です。事業所が変更になるだけでは対象になりません。つきまして

は、算定要件を満たすことをご確認いただき、適切な請求を行っていただきま

すようお願いいたします。 

 

【初回加算算定要件】 

① 新規にサービス等利用計画を作成する場合。※１ 

② 計画相談支援対象障害者等が障害福祉サービスを利用する前６月間にお

いて障害福祉サービス及び地域相談支援を利用していない場合。 

③ 指定計画相談支援に係る契約をした日からサービス等利用計画案を交付

した日までの期間が３ヶ月を超える場合であって３ヶ月が経過する日以

後に月２回以上、利用者の居宅等に訪問し面接に行った場合。※２ 

 

※１ 障害福祉サービス等を新規に決定する場合や、セルフプランにより

支給決定を受けている障害者に対して新規にサービス等利用計画を作成す

る場合、障害児相談支援を利用していた障害児が初めて計画相談支援を利

用する場合を指す。 

※２ 上記③の要件を満たす場合については、その月分の初回加算に相当

する額を加えた単位数（所定単位数に当該面接を行った月の数（３を限度

とする。）を乗じて得た単位数）を加算する。ただし、初回加算の算定月か

ら、前６月間において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合

は、初回加算を算定できない。 
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介護保険適用除外対象者にかかる対応について 

 

１．趣旨 

 障害者支援施設等に入所中の介護保険被保険者については、介護保険施行法第 11 条第 1

項及び介護保険法施行規則第 170 条の規定により、届出を行った場合、介護保険の被保険者

とはならない（適用除外）ため、介護保険料を納める必要がありません。 

 以前にもご案内しておりますが、対象施設におきましても引き続き状況把握及び対応を依

頼させていただきたく、周知を行うものです。 

 

２．制度概要 

（１）障害者支援施設入所者等の適用除外について 

   下記の施設（以下「適用除外施設」）に入所する者は介護保険の適用除外となる。 

   ①障害者支援施設（施設入所支援+生活介護の利用者に限る） 

   ②療養介護を行う医療機関 

 

（２）４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者 

①国民健康保険加入者の介護保険料について 

自動的に介護保険第２号被保険者となり、国民健康保険料の介護分が賦課される。 

ただし、適用除外施設入所者は届出により介護保険の適用から除外され、国民健康

保険料の介護分も賦課されない。 

 

②社会保険加入者について 

４０歳以上６５歳未満の社会保険加入者本人については介護保険料が発生する。た

だし、適用除外施設入所者は、届出により介護保険の適用から除外される。 

※被扶養者となっている者は、介護保険料が発生しないため、届出不用。 

 

（３）６５歳以上の者 

適用除外施設入所者については、住民票の所在する市町村（介護保険担当）に届出を

することで、適用除外となる。 

※名古屋市で支給決定を受けている市内適用除外施設入所者については、本市の障害

部局（障害者支援課）と介護部局（介護保険課）との調整により、適用除外の対応

を行っている。 
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３．適用除外に係る対応まとめ 

（１）本市の対応 

 本市の支給決定者で 40 歳到達者や 40 歳以降に新規で適用除外施設に入所された方に、

介護保険適用除外届の手続きの案内を送付します。 

 

（２）対象施設の対応依頼内容 

  適用除外施設の事業者におかれましては、入所者が入退所等をした場合には、下記の

対応につきまして引き続きご協力をお願いします。 

パターン 施設への協力依頼 

40 歳から 64 歳の者 

入所時 
退所時 
40 歳の年齢到達時 

加入している医療保険者への届出 
※１ 

65 歳以上の者 
入所時 

退所時 
65 歳の年齢到達時 

住民票がある市町村の介護保険への届出 

※２ 

 ※１ 届出先が、名古屋市国民健康保険の場合には、各区役所保険年金課までご連絡く

ださい。 
 ※２ 介護保険の保険者が名古屋市かつ、名古屋市で支給決定を行う適用除外施設の入

所者については、障害者支援課と介護保険課との調整により、適用除外の対応を行

っているため、特段の対応は不要。 

  

 
 
 
 
 

 
 

【問合せ先】 

障害者支援課認定支払係 
TEL：(052) 972-2639 

【名古屋市の国民健康保険に関しての問合せ先】 

保険年金課保険料係 

TEL (052) 972-2569 
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外出系サービスにおける院内介助の取扱いついて 

 

 １．病院内での支援について 

病院内の移動等の支援は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであり、

原則障害福祉サービス及び移動支援における支援の対象外としていますが、平成 20 年 4月

25 日付の国通知「平成 20年 4 月以降における通院等介助の取扱いについて」の考え方に基

づき、院内における支援の必要があると市町村が判断する場合は支援が可能です。本市では

病院内での支援について以下のとおり整理しています。 

 

【院内における支援について】 

 実施可能な支援内容 支給決定方法 

診察時間帯 

診察時、治療等の処置中、リハビ

リ等における意思疎通支援（診療

報酬の範疇となる支援は除く） サービス等利用計画案もしくは

セルフプランの内容又は聞き取

りに基づき、支給決定を行う区

役所又は支所において支援の必

要性が認められた場合には、院

内での介助の時間を含んだ支給

量を決定する。 

診察時間帯以外 

移動、移乗 

排せつ介助 

姿勢保持のための身体的介護 

行動障害等への対応 

代筆・代読支援 

視覚情報の提供 

見守り支援 

その他院内で必要な支援 

 

２．受給者証特記事項欄への記載について 

 院内介助が必要な対象者に関する受給者証特記事項欄へ記載については下表のとおりで

す。受給者証に特記事項欄に載がない方に対して院内介助を行う場合については、事前に所

管の区役所・支所へ院内介助の支給決定の有無について確認をお願いします（支給決定がな

い場合、院内における支援は報酬算定の対象となりません）。 

支援内容 受給者証特記事項欄への記載 

① 診察時間帯の意思疎通支援も含めた

院内における支援 
意思疎通支援あり 

② 診察時間帯以外の院内における支援 記載なし 

 

 なお、今後診察時間帯以外の院内における支援についても、必要と認められた対象者につ

いて受給者証特記事項欄へ記載することを検討しております。 
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で
　

 
４

，
５

０
０

円
／

人
・

日
　

 
　

　
6
時

間
超

 
 
　

　
　

　
 
　

 
５

，
７

０
０

円
／

人
・

日
 ※

 
看

護
師

等
を

常
勤

換
算

で
１

．
０

人
以

上
配

置
し

、
医

療
的

ケ
ア

必
要

　
者

を
３

人
以

上
受

け
入

れ
た

場
合

、
各

単
価

に
２

，
５

０
０

円
加

え
る

。

社
会

福
祉

法
人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
医

療
法

人
営

利
法

人
　

等

生
活

介
護

事
業

所
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
型

地
域

活
動

支
援

事
業

所
（

食
事

の
提

供
又

は
入

浴
介

助
を

行
う

事
業

所
に

限
る

。
）

2
重

症
心

身
障

害
児

（
者

）
短

期
入

所
事

業
補

助
金

短
期

入
所

を
実

施
す

る
事

業
所

が
、

重
症

心
身

障
害

児
（

者
）

を
受

け
入

れ
た

場
合

、
こ

れ
に

対
す

る
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

の
円

滑
な

提
供

を
可

能
と

す
る

た
め

、
短

期
入

所
の

報
酬

単
価

に
加

え
て

上
乗

せ
補

助
を

行
う

も
の

。

①
 
短

期
入

所
と

他
の

日
中

活
動

サ
ー

ビ
ス

を
併

用
す

る
場

合
　

　
 
２

，
８

９
０

円
／

人
・

日
②

 
上

記
以

外
　

　
 
５

，
７

７
０

円
／

人
・

日

社
会

福
祉

法
人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
医

療
法

人
営

利
法

人
　

等

短
期

入
所

事
業

所
（

病
院

等
に

お
い

て
提

供
す

る
も

の
を

除
く

。
)

3
共

同
生

活
援

助
事

業
費

補
助

金

事
業

所
の

定
員

が
２

０
名

以
下

か
つ

１
住

居
の

定
員

が
９

名
以

下
の

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
に

対
し

、
土

日
等

の
日

中
活

動
が

提
供

さ
れ

な
い

日
に

お
け

る
日

中
の

支
援

に
対

し
て

補
助

す
る

も
の

。

①
 
障

害
支

援
区

分
３

以
下

：
１

，
２

９
７

円
／

人
・

日
②

 
障

害
支

援
区

分
４

以
上

：
２

，
２

９
０

円
／

人
・

日
　

（
※

令
和

４
年

度
～

補
助

単
価

の
改

定
）

社
会

福
祉

法
人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
医

療
法

人
公

益
法

人

共
同

生
活

援
助

事
業

所
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令
和

５
年

度
障

害
者

支
援

課
所

管
の

主
な

補
助

事
業

区
分

事
業

名
事

業
内

容
補

助
額

等
対

象
法

人
種

別
対

象
事

業
所

4
共

同
生

活
援

助
事

業
運

営
費

補
助

金

世
話

人
の

複
数

配
置

等
に

必
要

な
報

酬
等

、
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

運
営

に
係

る
事

務
費

に
対

し
て

必
要

な
費

用
を

補
助

す
る

も
の

。

①
 
運

営
費

：
１

，
７

４
０

円
／

人
・

日
②

 
重

度
加

算
（

区
分

４
）

　
　

４
７

５
円

／
人

・
日

　
 
　

　
　

　
（

区
分

５
）

　
　

７
５

９
円

／
人

・
日

　
 
　

　
　

　
（

区
分

６
）

１
，

０
１

９
円

／
人

・
日

社
会

福
祉

法
人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
医

療
法

人
共

同
生

活
援

助
事

業
所

5
共

同
生

活
援

助
事

業
設

置
費

補
助

金

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
を

新
規

設
置

す
る

場
合

、
敷

金
・

礼
金

等
に

対
し

て
必

要
な

費
用

を
補

助
す

る
も

の
。

１
，

５
５

４
千

円
／

住
居

　
 
【

内
訳

】
 
・

敷
金

・
礼

金
：

５
０

４
千

円
　

　
　

　
　

　
・

初
度

調
弁

費
：

６
３

０
千

円
　

　
　

　
　

　
・

消
防

用
設

備
費

：
４

２
０

千
円

社
会

福
祉

法
人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
医

療
法

人
営

利
法

人
　

等

共
同

生
活

援
助

事
業

所

6
共

同
生

活
援

助
事

業
改

修
費

補
助

金

重
度

障
害

者
を

受
け

入
れ

る
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

を
新

規
設

置
す

る
場

合
、

建
築

基
準

法
に

適
合

す
る

た
め

に
必

要
な

改
修

費
を

補
助

す
る

も
の

。

１
，

０
４

９
千

円
／

住
居

社
会

福
祉

法
人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
医

療
法

人
営

利
法

人
　

等

共
同

生
活

援
助

事
業

所

7
障

害
者

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
等

の
消

防
設

備
整

備
補

助

平
成

2
7
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
開

設
さ

れ
た

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
等

で
、

今
後

、
入

居
者

の
高

齢
化

・
重

度
化

に
よ

り
、

消
防

法
施

行
令

別
表

第
１

（
6
）

項
ロ

（
障

害
支

援
区

分
4
以

上
の

利
用

者
が

概
ね

8
割

超
）

と
な

り
、

新
た

に
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

の
設

置
義

務
が

生
じ

る
可

能
性

が
高

い
事

業
所

に
対

し
て

、
整

備
補

助
を

行
う

も
の

。

・
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

　
　

基
準

額
（

２
１

．
８

千
円

/
㎡

）
の

３
／

４
補

助
・

消
火

ポ
ン

プ
ユ

ニ
ッ

ト
　

　
基

準
額

（
３

，
０

９
０

千
円

/
住

居
）

の
３

／
４

補
助

社
会

福
祉

法
人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
医

療
法

人
営

利
法

人
　

等

共
同

生
活

援
助

事
業

所
短

期
入

所
事

業
所

　
等

※
 
平

成
2
7
年

4
月

1
日

　
以

降
の

新
設

事
業

所
　

は
対

象
外
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令
和

５
年

度
障

害
者

支
援

課
所

管
の

主
な

補
助

事
業

区
分

事
業

名
事

業
内

容
補

助
額

等
対

象
法

人
種

別
対

象
事

業
所

8
強

度
行

動
障

害
者

受
入

補
助

金

強
度

行
動

障
害

者
の

安
全

確
保

及
び

障
害

の
軽

減
を

図
り

、
事

業
所

の
円

滑
な

運
営

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

事
業

所
に

お
け

る
強

度
行

動
障

害
者

の
受

入
れ

を
よ

り
一

層
促

進
す

る
た

め
、

人
件

費
等

を
補

助
す

る
も

の
。

【
補

助
要

件
】

　
①

　
定

員
に

対
す

る
強

度
行

動
障

害
者

の
受

入
割

合
２

０
％

以
上

　
②

　
人

員
配

置
体

制
加

算
Ⅰ

も
し

く
は

Ⅱ
を

算
定

し
て

い
な

い
　

③
　

直
接

処
遇

職
員

を
「

強
度

行
動

障
害

者
の

受
入

人
数

×
　

　
０

．
２

人
」

以
上

、
人

員
配

置
基

準
人

数
に

加
え

て
配

置
　

　
　

人
員

配
置

体
制

加
算

Ⅲ
の

算
定

事
業

所
は

、
加

算
要

件
の

人
　

　
員

配
置

基
準

に
加

え
て

「
強

度
行

動
障

害
者

の
受

入
人

数
×

　
　

０
．

２
人

」
以

上
配

置
　

④
　

行
動

障
害

軽
減

の
た

め
の

ケ
ー

ス
会

議
を

月
１

回
以

上
　

⑤
　

名
古

屋
市

強
度

行
動

障
害

者
支

援
事

業
に

お
け

る
「

強
度

行
動

　
 
　

　
障

害
者

専
門

支
援

員
派

遣
事

業
」

の
利

用

【
補

助
基

準
額

】
　

　
強

度
行

動
障

害
者

１
人

当
た

り
２

，
０

０
０

円
／

日
　

　
た

だ
し

、
重

度
障

害
者

支
援

加
算

（
個

人
加

算
あ

り
）

の
場

合
は

、
　

　
補

助
対

象
外

と
す

る
。

※
　

令
和

４
年

度
よ

り
、

障
害

者
支

援
施

設
に

併
設

し
た

生
活

介
護

事
業

所
　

も
補

助
対

象
。

社
会

福
祉

法
人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
医

療
法

人
営

利
法

人
等

生
活

介
護

事
業

所

9
障

害
者

（
施

設
入

所
)

地
域

生
活

移
行

訓
練

事
業

障
害

者
支

援
施

設
を

退
所

し
地

域
生

活
を

し
て

い
る

方
が

再
度

施
設

入
所

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
に

備
え

、
施

設
の

受
入

体
制

を
確

保
す

る
の

に
必

要
な

経
費

を
補

助
す

る
も

の
。

５
，

７
３

２
円

／
人

・
日

×
０

．
８

×
空

床
確

保
日

数
（

退
所

日
の

翌
日

か
ら

３
０

日
以

内
を

上
限

）
社

会
福

祉
法

人
障

害
者

支
援

施
設

1
0

作
業

型
地

域
活

動
支

援
事

業
（

Ⅲ
型

）

作
業

所
型

地
域

活
動

支
援

事
業

の
運

営
の

安
定

化
、

障
害

者
の

自
立

生
活

及
び

社
会

参
加

の
促

進
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

補
助

す
る

も
の

。

　
①

　
基

本
補

助
額

　
　

・
既

存
事

業
所

　
　

１
０

，
３

０
７

千
円

　
　

・
新

設
事

業
所

　
　

　
８

，
７

８
８

千
円

　
②

　
加

算
額

　
　

　
就

職
支

援
加

算
　

　
　

２
７

５
円

×
当

該
年

度
開

所
日

数
×

前
年

度
の

就
労

者
数

社
会

福
祉

法
人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
医

療
法

人
消

費
生

活
協

同
組

合

作
業

型
地

域
活

動
支

援
事

業
所
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令
和

５
年

度
障

害
者

支
援

課
所

管
の

主
な

補
助

事
業

区
分

事
業

名
事

業
内

容
補

助
額

等
対

象
法

人
種

別
対

象
事

業
所

1
1

重
症

心
身

障
害

児
小

規
模

通
所

援
護

事
業

運
営

の
安

定
化

及
び

就
労

が
困

難
な

在
宅

の
重

症
心

身
障

害
児

（
者

）
等

に
、

通
所

の
方

法
に

よ
り

必
要

な
療

育
を

行
い

、
そ

の
発

達
を

促
す

と
と

も
に

生
き

が
い

を
高

め
る

場
を

設
け

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
補

助
す

る
も

の
。

－
－

1
2

障
害

者
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

バ
リ

ア
フ

リ
ー

改
修

補
助

既
存

の
障

害
者

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
に

お
け

る
入

居
者

の
重

度
化

・
高

齢
化

に
対

応
す

る
た

め
、

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
改

修
費

用
に

対
し

、
一

部
補

助
を

行
う

も
の

。

　
　

対
象

経
費

（
3
0
0
千

円
未

満
）

×
補

助
率

３
/
４

　
（

別
紙

１
参

照
）

社
会

福
祉

法
人

特
定

非
営

利
活

動
法

人
医

療
法

人
営

利
法

人
　

等

共
同

生
活

援
助

事
業

所

1
3

強
度

行
動

障
害

者
受

入
環

境
整

備
補

助

1
4

地
域

生
活

支
援

拠
点

事
業

1
5

障
害

児
・

者
相

談
支

援
事

業
補

助
金

指
定

特
定

相
談

支
援

事
業

所
等

の
安

定
的

な
運

営
と

事
業

所
の

円
滑

な
参

入
を

促
進

し
、

障
害

児
・

者
の

相
談

支
援

体
制

の
強

化
と

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め

、
人

件
費

を
補

助
す

る
も

の
。

①
　

特
定

・
障

害
児

相
談

支
援

事
業

に
係

る
補

助
【

人
件

費
】

　
＜

基
本

額
＞

　
　

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
案

等
を

年
間

3
0
件

作
成

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

，
４

２
７

千
円

／
年

　
＜

加
算

額
＞

　
　

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
案

等
の

作
成

数
の

う
ち

　
　

3
0
件

を
超

え
た

場
合

　
　

　
　

　
　

　
　

５
３

千
円

／
件

②
　

一
般

相
談

支
援

事
業

に
係

る
補

助
【

人
件

費
】

　
　

本
市

の
地

域
移

行
支

援
の

支
給

決
定

を
受

け
た

者
に

対
し

　
　

必
要

な
支

援
を

行
っ

た
場

合
　

　
　

支
援

件
数

１
件

　
　

　
年

額
１

，
５

０
０

千
円

×
常

勤
換

算
人

数
　

　
　

支
援

件
数

２
件

　
　

　
年

額
３

，
０

０
０

千
円

×
常

勤
換

算
人

数
　

　
　

支
援

件
数

３
件

以
上

　
年

額
４

，
５

０
０

千
円

×
常

勤
換

算
人

数
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（別紙１） 

障害者グループホームバリアフリー化改修補助 

 

１ 趣 旨 

  既存の障害者グループホームにおける入居者の重度化・高齢化に対応するため、

バリアフリー化改修費用に対し、一部補助を行うもの。 

 

２ 補助対象法人 

  すべての法人（営利法人含む） 

 

３ 補助要件 

 （１）市内に所在する障害者グループホーム 

 （２）入居者の心身の状況や住居の状況などから、必要なバリアフリー化改修 

 

４ 補助対象改修例 

  ・手すりの取り付け 

・段差の解消 

・引き戸への取替え 

・滑りにくい床材への取替え 等 

 

５ 補助額 

  対象経費の３／４補助 

  （ただし、改修費用が３００千円未満のものに限る） 

 

６ 予算額 

  令和５年度 ６，７５０千円 

  （内訳）対象経費（３００千円未満）×補助率３／４×３０件 
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                                （別紙２） 

強度行動障害者受入環境整備補助 

 

１ 趣 旨 

強度行動障害者の受入れに必要な環境整備を行うために必要な工事等に係る経

費の一部を補助し、ハード面での支援の充実を図るもの。 

 

２ 補助対象法人 

  すべての法人（営利法人含む） 

 

３ 補助要件 

 （１）市内に所在する強度行動障害者を受け入れている入所施設、共同生活援助・

生活介護事業所等 

 （２）強度行動障害者の心身の状況から、円滑な受け入れに必要な工事等 

※「強度行動障害者専門支援員派遣事業」の利用を条件とし、工事等の内容の

効果・必要性について、専門支援員の意見を踏まえた上で、交付決定を行う。 

 

４ 補助対象工事等 

・壁の衝撃吸収材化 

・ガラスのアクリル板への取り換え 

・その他、受入れに必要な備品等の購入 等 

   

５ 補助額 

補助対象経費の実支出額×３／４と補助基準額（６００千円）とを比較して少

ない方の額 

 

６ 予算額 

  令和５年度 １８，０００千円 

       （内訳）＠６００千円×３０件 

 

７ その他 

当該補助金の交付申請にあたっては、「強度行動障害者専門支援員派遣事業」の

利用が必要となりますので、事前に必ず以下までご相談ください。 

名古屋市強度行動障害者支援事業事務局（TEL:613-7660  FAX:613-7688） 
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              （別紙３） 
          地域生活支援拠点事業       令和 5 年度拡充 

 

１ 地域生活支援拠点とは 

障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児者の地域生活支援

をさらに推進する観点から、地域における課題の解決を目指すもの。 

本市では、グループホームに短期入所を組み合わせた事業所（地域生活支援拠点

事業所（以下、「拠点事業所」という。））を設置し、これと障害者基幹相談支援セ

ンター等の地域支援機能が連携する体制を地域生活支援拠点としている。 
 

２ 地域生活支援拠点事業 

事項 機 能 事業内容 

拠点事業

所の機能

強化補助 

緊急時

の受け

入れ・対

応 

【お助けショートステイ】 

短期入所 1 床を空床確保

し、緊急時の受入を行う。

また、緊急時に円滑に受入

するため事前登録を行う。 

・緊急受入体制確保 

・緊急受入   

・事前登録 

・事前登録者モニタリング 

・障害福祉サービス事業所 

との連携支援 

体験の

機会・場

の提供 

【お試しグループホーム】 

共同生活援助 1 床を確保

し、地域移行や親元からの

自立等にむけた体験事業

を行う。 

・体験実施の際の利用調整 

・障害福祉サービス事業所と

の連携支援 

地域連携

コーディ

ネート事

業の委託 

地域の

体制づ

くり 

障害者基幹相談支援セン

ターに事業委託し、拠点事

業所を始め地域資源の有

機的な連携を図る。 

・体験事業調整 

・短期入所事前登録に係る協力 

・事前登録者モニタリング 

・緊急時対応 

   

３ 地域生活支援拠点事業所一覧（令和 5 年度～11 か所に拡大予定） 

ブロ

ック 
区 拠点事業所名 運営法人 登録日 

東 千種 共同生活援助 ShareHouse (株)ZERO MPRESSION R3.4.1 

西 
中村 日比津サポートセンター (福)ラ・エール H30.4.1 

中川 えくら (福)さくらんぼの会 R4.5.1 

南 

瑞穂 グループホームあたたかい心（仮称） (特非)あたたかい心 R5.4.1予定 

南 
地域生活支援拠点事業所ぴぼっと  (福)名古屋キリスト教社会館 R 元.5.1 

地域生活支援拠点事業所まーぶる (福)ゆたか福祉会 R4.4.1  

緑 グループホームふわふわ (株)恵 H30.9.1 

北 

北 わっぱの家 (福)共生福祉会 R 元.5.1 

西 笹塚グループホーム「クローバ」  (福)よつ葉の会 R3.4.1 

守山 
町北ホームゆうやけ (福)名北福祉会 R2.4.1 

凪の丘 (福)ひまわり福祉会 R2.9.1 

 

４ 今後の整備について 
新たな拠点事業所の整備を希望している事業者については、協議を受付け、事前

に評価委員による運営能力・提案内容の評価を行った上で、整備案件の審査を行う。

（＊次回整備協議受付は、令和５年７月頃の予定。） 
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令和５年度障害者支援課所管の主な在宅等サービス（委託事業等） 

 
 
○ 身体障害者自立生活体験事業 

内   容 

施設又は在宅で生活する身体障害者に対して、通常の生活の

場所を一時的に離れ、試行的に独力で自活することのできる機

会又は場所を提供することにより、自立生活への意欲の増進及

び不安の軽減を図るとともに、その地域生活移行を促進するも

の。 

対 象 者 
市内在住者のうち施設に入所する身体障害者又は在宅で生活

する身体障害者 

申 込 先 （福）ＡＪＵ自立の家（TEL 052-841-5554） 

実施場所 （福）ＡＪＵ自立の家 サマリアハウス（昭和区） 

 
 

 

 

（参考）知的障害者地域生活体験訓練事業（ちゃれんじホーム）【令和４年度末廃止】 

民間のグループホームや地域生活支援拠点事業所の整備が進んだことから、

本事業については一定の役割を果たしたと考えられるため、令和４年度末をも

って事業廃止します。 
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短期入所系事業 

 

○ 障害児（者）緊急短期入所空床確保事業 

内   容 

介護者が疾病等により不在となり、居宅で介護が受けられな

い障害児・者について、あらかじめ緊急受入先として確保した

短期入所事業所の空床において、円滑に受け入れ、適切な介護

を提供するもの。 

対 象 者 

名古屋市による短期入所の支給決定を受けた障害児・者のう

ち、介護者が疾病等により不在となり、居宅で介護が受けられ

ない者で、利用を開始する日の４日前から当日に申込を行った

者 

事業者名 短期入所事業所 
主たる 
障害種別 

空床数 申込先 

社会福祉法人 
よつ葉の会 

短期入所よつ葉の家 

（西区新福寺町 2 丁目 6-2） 
知的 １床 529‐5400 

社会福祉法人 
ひまわり 
福祉会 

杜の家 

（名東区梅森坂 3 丁目 4101） 

身体 

知的 
１床 709‐3813 
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○ 障害児（者）日中一時受入事業                      

 

（※）生活介護事業所の運営規程上の営業時間外（早朝・夕方以降） 

  

区 分 短期入所事業所 生活介護事業所 

内 容 

在宅障害児（者）の保護者又は家族の疾病、事故等の事由によ

り、日中において監護する者がいない場合に、一時的に施設や

病院で受入を行い、日中の支援を行う。 

事業者の登録 
日中一時支受入事業を実施する事業所として名古屋市の登録

を受ける必要あり。 

障 害 種 別 在宅の障害児、知的障害者、重症心身障害児（者） 

受入可能時間 
短期入所事業所の営業時間内 

（宿泊不可） 

生活介護事業所の営業時間外 

（宿泊不可）（※） 

対 象 者 
・短期入所の支給決定を受けた

者 

・短期入所の支給決定を受けた

者 

・同一敷地の連続利用にあたっ

ては、サービス等利用計画案

等により必要性の認められ

た者 

同 一 敷 地 の 

連 続 利 用 

一部可 

生活介護利用者が夕方時間帯

等に日中一時受入を利用する

場合は、別敷地の日中一時受入

事業所であれば利用可とする。 

生活介護利用者が夕方時間帯

等に日中一時受入を利用する

場合は、同一敷地内の日中一時

受入事業所の利用可とする。 

利 用 日 数 
（ 時 間 ） 

短期入所の支給量の範囲内（日中一時受入事業の提供時間により

下記の日数で算定） 

4 時間以下    …0.25日 

4 時間超 8 時間以下…0 . 5日 

8 時間超     …0.75日 
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○ 強度行動障害者支援事業                          令和 5年度拡充 

 

趣  旨 

強度行動障害者の行動障害の軽減を図り、地域での安定した生活

を支えるため、高度な専門的知識・支援技術を持った強度行動障害

者専門支援員の養成・派遣を始め、相談から研修まで強度行動障害

者支援にかかる総合的な事業を行うもの。 

委 託 先 名古屋市知的障害者福祉施設連絡協議会（名障連） 

事業内容 

①強度行動障害者専門支援員養成事業 

・強度行動障害者専門支援員を養成 

専門支援員を 5→6 名に増員するため 1 名追加養成【拡充】 

 

②強度行動障害者専門支援員派遣事業 

・強度行動障害者の支援に苦慮する事業所に専門支援員を派遣 

・在宅の強度行動障害者の施設における新規受入の円滑化を図るた

め「新規受入サポート事業」を新たに実施【新規】 

・関係機関との連携を推進し、学習会等の開催により強度行動障害

者の理解促進を図る「地域づくりサポート」を新たに実施【新規】  

 

③強度行動障害者相談支援事業 

・相談窓口を開設し、施設等への電話相談を実施 

 

④強度行動障害者支援員養成研修事業 

・事業所職員向け基礎研修の開催（定員 40 人×3 講座） 

実践研修の開催（定員 40 人×2 講座） 

※定員数 30→40 名に増員、実践研修 1→2 講座に増【拡充】 

 

⑤理解促進・事業周知 

・講演会の開催等による理解促進や実践成果の周知・発信 

・地域づくりサポート（再掲）を実施【拡充】 

 

 

【事務局の設置】 

強度行動障害者支援に係る専門窓口として事務

局を設置し、専任職員（1 名）を配置 

■名古屋市強度行動障害者支援事業事務局 

住 所：名古屋市南区泉楽通四丁目 5 番地 3 

ＴＥＬ：613-7660 ＦＡＸ：613-7688 

ウェルネットなごや 
強度行動障害者支援

事業 HP 
こちら↓↓ 
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                  ＜お申込み・お問い合わせ先＞ 

                            名古屋市強度行動障害者支援事業事務局 
                                     電話：052-613-7660、FAX：052-613-7688 

                             E-mail：kyoko-shien@wing.ocn.ne.jp  

  申 請 日 令 和     年     月     日 

事 業 所 名  

住 所 

〒 
 
 
 
 

代 表 者 職 氏 名  

サ ー ビ ス 種 類  

連 絡 先 
担当者氏名 ：                      FAX ： 

TEL ：                       e-mail ：                     

利 用 者 の 状 況 年齢 (     歳) 
障害 

支援区分 
(    ) 

身体障害 

者手帳 
(    級) 

愛護

手帳 
(   度) 

精神障害者 

保健福祉手帳 
(    級) 

利用者の問題行動の状況（＊相談事例は、出来るだけ詳しく 1 名に絞ってお書きください。） 

 

 

 

 

現在の事業所の対応状況 

 

 

 

 

家族・職員からの要望等 

 

 

 

 

強度行動障害者受入環境整備補助金交付申請予定 ： □ あり（意見書交付希望）    □ なし 

（具体的な整備内容・購入予定備品等） 

   

最寄りの公共交通機関 ： □ JR  □ 私鉄 □ バス □ 地下鉄 □ その他（      ）  最寄駅         駅 

強度行動障害者の基礎的な学習（1 回 2 時間程度の講義）の受講希望 ： □ あり    □ なし 

ご希望の派遣内容 ： （派遣曜日）         曜日 （派遣時間帯）       時から      時頃まで 

本申請書を E メール添付又は      

FAX にて、右事務局までお送りください。 

名古屋市強度行動障害者専門支援員派遣申請書 
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令和 2年 12 月 11 日に閣議決定された国の『防災・減災、国土強靭化のための 5 か

年加速化対策』に基づき、引き続き社会福祉施設等の耐震化対策や安全性に問題のあ

るブロック塀等の補強・改修整備が求められています。 

 

社会福祉施設等の耐震化 

■新耐震基準施行（昭和 56 年 6 月 1 日）以前に建築された建物のうち、建築基準法

に基づく耐震基準を満たしていない建物については、耐震補強整備など、必要な対策

の検討を行っていただきますようお願いいたします。 

■賃貸等で建築年度や耐震補強の実施状況が不明な場合は、家主等に確認するなどし、

把握に努めてください。 

 

安全性に問題のあるブロック塀等の補強・改修整備 

■『ブロック塀等の点検基準』（次頁）を参考に安全点検を実施してください。 

■点検の結果、安全性に問題があるブロック塀等については、速やかに付近通行者へ

の注意表示などを行ってください。併せて、補強・改修整備など、必要な対策の検討

を行っていただきますようお願いいたします。 

 

国庫補助制度等の活用について 

■耐震補強整備やブロック塀等の補強・改修整備は、国庫補助制度の対象となります。

補助協議を検討される場合は、お早めに障害者支援課施設事業係（担当：福田・脇坂・

参納、電話：052-972-2560）までご相談ください。 

 

社会福祉施設等の耐災害強化対策 

（耐震補強整備及びブロック塀等補強・改修整備）について 

◆国庫補助制度を活用した本市の補助制度について（令和 5年度整備協議分） 

〔耐震補強整備〕 

対 象：新耐震基準施行（昭和 56 年 6月 1 日）以前に建築された建物における地震防

災対策上必要な耐震補強整備 

  補助率：国 1/2、市 1/4、法人 1/4（予定） 

〔ブロック塀等補強・改修整備〕 

  対 象：安全点検の結果、問題のあるブロック塀の工事を伴う補強・改修整備で、総

事業費 300 千円以上のもの 

  補助率：国 1/2、市 1/4、法人 1/4（予定） 

-132-



住宅都市局の助成制度について 

■名古屋市住宅都市局においても、耐震化やブロック塀の撤去に関する以下の助成制

度があります。ご活用ください。 

 

（参考）ブロック塀等の点検基準  

 

 

 

 

 

 

区 分 点検基準 

組積造 

※れんが造、石

造、鉄筋のない

コンクリートブ

ロック造 

高さ 1.2ｍ以下であること 

厚さ 壁頂までの距離の 1/10 以上であること 

控え塀 4ｍ以下ごとに塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え塀があること 

基礎 基礎があること 

亀裂など 亀裂、傾き、ぐらつきなどがないこと 

補強コンクリー

トブロック造 

高さ 2.2ｍ以下であること 

厚さ 10 ㎝以上あること（高さ 2ｍ超の場合は 15 ㎝以上） 

控え塀 3.4ｍ以下ごとに塀の高さの 1/5 以上突出した控え塀があること 

基礎 コンクリートの基礎があること 

亀裂など 亀裂、傾き、ぐらつきなどがないこと 

上記の調

査で問題

があった

場合 

(設計図等やブロックの一部取外し等により確認) 

・鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況は建築基準法施行令（以下

「令」という。）第62条の6に照らして適切か。 

・鉄筋のピッチ及び定着状況は、令第62条の8に照らして適切か。 

・基礎の根入れ深さは、令第61条又は第62条の8に照らして適切か。  

一 般 的 なブロック塀 の図  

（出 典 ：パンフレット「地 震 からわが家 を守 ろう」

日 本 建 築 防 災 協 会 2013．1 より一 部 改 変 ） 

〔耐震化関係〕 

・耐震相談員派遣制度、耐震診断の助成、耐震改修工事の助成など 

（※事業所の建物構造等により対象とならない場合もあります） 

〔ブロック塀の撤去〕 

・道路に面する高さ 1m以上のブロック塀等の撤去に対する助成 

【問い合わせ先】住宅都市局耐震化支援室（市役所西庁舎 3F） 電話：052-972-2787 
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障害者就労支援窓口 

 

 

                     について 

 

 名古屋市では、障害者雇用の推進及び工賃・賃金の向上という 2 つの課題に

対応するため、企業及び障害福祉サービス事業所への相談支援を一体的に実施

する障害者就労支援窓口「ウェルジョブなごや」を運営しています。 

相談は無料です。ぜひお気軽にご相談ください！ 

○障害福祉サービス事業所向けの支援内容 

働く障害者の工賃・賃金の向上を目指し、施設からの相談に応

じて支援を行います。専門のアドバイザーが施設の状況をヒ

アリングし、経営改善に向けた助言・提案を行います。 

現状分析からはじめ、工賃・賃金向上に向けて改善点を見つ

け、障害者施設に不足しがちな「マーケティング戦略」面をサ

ポートします。また、インターネットを活用した商品の紹介方

法もご提案します。 

生産性向上につながるよう、ムダなプロセスの洗い出しや治

具の製作支援により、作業の効率化を図ります。 

 ※治具とは… 障害者の作業をスムーズにするために工夫された道具 

施設の商品自体の価値に目を向けて、市場で売れる商品へと

品質を高めるために、プロダクトデザイナーなどの専門家や

企業実務者をご紹介しサポートします。パッケージデザイン

の見直しなどもご提案します。 

 

○所在地・連絡先等 

受 付 9:00～17:00（月～金） 

所在地 中村区名駅南 1丁目 20－12 

     ヨンゴービル 4F 

ＷＥＢ https://www.weljob-nagoya.jp 

ＭＡＩＬ info@weljob-nagoya.jp 

ＴＥＬ 052-433-2328 

ＦＡＸ 052-433-2538 
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○施設情報の登録 

 ウェルジョブなごやのホームページ上で、事業所の商品やサービスの紹介を

行っています。ＰＲツールとしてぜひご活用ください。 

（１）掲載イメージ 

施設紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
製品紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）申込方法 

 ウェルジョブなごやのホームページ（福祉施設の皆様へ＞支援内容）から「施

設紹介掲載希望届」をダウンロードし、メールでご提出ください。（メールが使

えない場合はＦＡＸでも可） 

  

ホームページからダウンロード 

所在区ごとの 
検索機能 

事業所の理念や特色を
画像付きで紹介 

請負作業の紹介 

自主製品の紹介と 
カタログ（受注）機能 

充実の検索機能 

-135-



名古屋市の優先調達実績（令和3年度）
1,311件 482,810,277円

障害者就労施設等への需要の増進を図り、施設で就労する障害
者の工賃・賃金の向上を促進するため、名古屋市では障害者就
労施設等からの物品等の優先調達に努めています。

 市公式ホームページで障害者就労施設等と取扱
物品・役務を紹介して広く周知することで、製
品の販売等の促進を図ることができます

登録していただくと・・・

 同様に、庁内へも周知を行うため、各局が行う
調達において、優先調達の対象となる機会が生
まれます

手続きは、簡単 名古屋市のホームページ 右上の検索で

障害者就労施設等の登録 サイト内検索

登録確認書をダウンロード、必要事項を記入し、

施設のパンフレットなどを添付して送付するだけでOKです。

問合せ：名古屋市健康福祉局障害者支援課就労支援担当 （052）972-2584
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キャラバン企業説明会のご案内

キャラバン企業説明会とはキャラバン企業説明会とは

障害者の一般就労の契機となるよう、原則毎月開催している障
害者求人企業を迎えての企業説明会です。
名古屋市が前もって参加者の希望する職種や参加企業の求人職
種、希望する人材などのニーズを把握したうえで開催すること
で、求職者と企業のマッチングを図っています。

参加対象者参加対象者

一般就労を目指す、『就労移行支援事業所』『就労継続支援A型事業
所』『就労継続支援B型事業所』『自立訓練事業所』『障害者就労・
生活支援センター』の利用者

参加企業・開催場所参加企業・開催場所

・１回あたり４社程度（説明時間は１社３０分程度）
・原則、各区の生涯学習センター
※各回の参加企業・開催場所は、開催時期が近づいた頃にウェル
ネットなごやに掲載します。

参加申し込み参加申し込み

ウェルネットなごや掲載の申込書を支援機関より以下の申込先に電子
メールで送信
申込先：名古屋市障害者支援課職業能力開発プロモーターあて

Mail：a2560-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

参加者の声
・これまで希望していた職種以外にも

興味が持てた
・直に企業と話ができてよかった
・今後も、様々な業界や職種の企業に

ついてお話を聞きたい
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052-855-3740 48

5 1 1 0 8

R5.1
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 従業者のキャリアアップに資するもの（事業所の指定を受けているサービスに関係する

ものに限る。）で、事業所が負担した試験受験料や研修受講料の４分の３を、事業所

のサービス種別に応じて最大 20 万円まで助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

以下の試験受験料や研修受講料が対象です。対象となる従業者は、入所者（利用者）

に対して、直接的な介護に従事している方です。  

 

社会福祉士国家試験、介護福祉士国家試験、精神保健福祉士国家試験、介護支援専門

員実務研修受講試験、介護支援専門員実務研修、介護支援専門員更新研修、介護支援

専門員専門研修、介護支援専門員再研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専

門員更新研修、介護職員初任者研修、実務者研修、ユニットリーダー研修、認知症介

護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、精神科訪問看護基本療養費算定要件研

修、生活援助従事者研修、居宅介護職員初任者研修、障害者居宅介護従業者基礎研修、

同行援護従業者養成研修、全身性障害者移動介護従業者養成研修、重度訪問介護従業

者養成研修、行動援護従業者養成研修、強度行動障害支援者養成研修、名古屋市移動

支援事業従業者養成研修、喀痰吸引等研修 ※（第 1 号・第２号・第３号）、相談支援従

事者初任者研修。 
 
○受講時に必須となるテキスト代は対象となりますが、受験対策講座費や参考図書費、交通費、宿泊費、

飲食費については対象外です。 
 
※ 障害福祉サービス事業所については本市の対象となります。なお、介護サービス事業所については、

愛知県の研修受講支援事業費補助金（愛知県地域福祉課 問い合わせ先裏面）の対象となります。 

１ 対象となる試験及び研修（対象経費） 

事業所が負担した対象経費に４分の３を掛けた金額（事業所のサービス種別に応じて最

大 20 万円まで）を助成します。 

サービス種別 助成限度額 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、居宅

介護支援、介護予防支援 

障害福祉サービスの居宅介護（重度訪問介護、同

行援護、行動援護を含む。）、計画相談支援、地域

移行支援、地域定着支援 

100,000 円 

地域密着型サービス（各種）、特定施設入居者生

活介護 
150,000 円 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養

型医療施設、介護医療院 
200,000 円 

※それぞれのサービス種別において、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サ

ービスを含みます。 

２ 助成金額（助成限度額） 

令和５年度 
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 ※愛知県地域福祉課 電話：０５２－９５４－６８１４ 

 

サ ー ビ ス 種 別 
申請書提出先 

問い合わせ先 

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーショ

ン・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・

短期入所療養介護・居宅介護支援・介護予防支援・地域密着

型サービス（各種）・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉

施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院 

※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを含

む。 

健康福祉局介護保険課 

電話：９７２－２５３７ 

居宅介護（重度訪問介護・同行援護・行動援護を含む。）・計

画相談支援・地域移行支援・地域定着支援 

※障害福祉サービス単独で指定を受けている事業所のみ 

健康福祉局障害者支援課 

電話：９７２－２５５８ 

 
○事業を実施する 10 日前までに申請書類一式を提出してください。（申請を受理し交付

を決定するまで、事務手続きに 10 日程度必要であり、交付決定後に行った事業が助成の対象

です。） 
○令和６年３月 31 日までに事業が完了し、経費の支払いが完了するものについて申請

いただけます。 

○申請書は、事業所ごとに作成してください。 

○助成限度額に達するまでは、何度でも申請できます。 

○対象経費は、受験料及び受講料(税込)、受講時に必須となるテキスト代(税込)です。 

・受験対策講座費、参考図書費、交通費、宿泊費、飲食費などについては、 

助成対象外です。 

・割引やキャッシュバックがある場合は、それらを差し引いた金額が対象 

経費となります。 

★申請書類のダウンロード、記入例については、 

ＮＡＧＯＹＡかいごネット 

（https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/top/） を 

ご覧ください。 

３ 注意事項 

４ 申請書提出先・問い合わせ先 

-143-



 

本市では、障害福祉サービス事業所等に所属する職員に対し、対人援助及び円

滑な組織運営のための知識や専門的技術等を習得することにより職員の能力の

向上を促すため、以下の研修・セミナーを実施しています。 
研修の受託法人または名古屋市より各事業所へ開催案内を配布しますので、ぜ

ひご活用ください。 

高齢・障害福祉職員研修 
研修内容 障害福祉関係業務に従事するにあたり、必要な知識・技術を習

得するための研修 

対象者 全事業所職員 

案内時期 5 月・7月・10 月 

実施時期 7 月～2月（詳細については次ページ添付の令和 4年度実施計画参照） 

 

ホームヘルパー現任研修 
研修内容 テーマ：障害の基礎、障害児・重心障害、精神障害の 3テーマ           

講 習：障害者に関する行政施策、障害者に関する基礎知識、

グループワーク等 

実 習：身体・知的・精神障害者関係施設での実習 

受講料：10,000 円(テキスト代等実費負担含む) 

（令和 4年度は新型コロナ感染拡大防止のため、実習なし、受講料 7,000 円） 

対象者 介護職員初任者研修等の修了者、ホームヘルパー１・２級の資

格所持者等 

案内時期 5 月・8月・9月（令和 4年度は 7月・8月・9月） 

実施時期 7 月・9月・10 月（令和 4年度は 9月～11 月） 

 

名古屋市知的障害者福祉施設連絡協議会（名障連）との共催による研修 
研修内容 施設職員として必要な知識・技術を習得するための研修 

対象者 名障連加入施設職員（公開研修あり） 

案内時期 名障連加入施設にのみ通知 

※公開研修についてはウェルネットなごやにて案内 

実施時期 6 月～2月 

 

介護保険・障害福祉サービス事業所経営セミナー 
内容 これからの介護・障害福祉人材の確保、育成のあり方と事業協

同組合の活用方法            

対象者 名古屋市内の事業所等を運営する法人の代表者 

案内時期 未定 

実施時期 未定（令和 4年度は 12 月、2月に計 2回実施） 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期等の措置が取られる場

合がございますので、ご承知おきください。 

職員研修・セミナーのご案内 
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令和 4年 8月 4日

10：00～16：00

オンライン研修

令和 4年 7月22日

10：00～16：00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 7月27日

10：00～16：00

 【2回目】令和 4年11月 8日

10：00～16：00

オンライン研修

令和 4年 7月 5日

10：00～16：00

オンライン研修

令和 4年 9月13日

10：00～16：00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 8月19日

10：00～16：00

 【2回目】令和 4年10月 5日

10：00～16：00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年11月15日

 【2回目】令和 5年 1月12日

10：00～16:30

オンライン研修

令和 4年11月16日

10：00～16：40

オンライン研修

令和 4年 9月30日

10:00～16:40

オンライン研修

令和 4年12月19日

10：00～16:00

オンライン研修

令和 4年12月20日

10:00～16:40

オンライン研修

令和 4年11月29日

10：00～16：00

オンライン研修

令和 5年 1月16日

10：00～16:00

オンライン研修

令和 4年 8月24日

10：00～16：40

オンライン研修

令和 4年 9月 7日

10：00～16:00

オンライン研修

令和 4年 7月 8日 【Aコース】

10：00～16：00 会計事務担当者

オンライン研修 【Bコース】
経営者・管理者

令和 4年10月12日 【Aコース】

10：00～16：00 会計事務担当者

オンライン研修 【Bコース】
経営者・管理者

令和 4年12月 8日 【Aコース】

10：00～16：00 会計事務担当者

オンライン研修 【Bコース】
経営者・管理者

福祉従事者として必須である人権について学ぶとともに、
受講者同士の悩みの共有をおこなったり、新任職員の役割
を理解し将来像を描くことで、職員として成長するための取
り組む姿勢を学ぶ。また、先輩職員や受講者同士が日々の
業務を行う上でのアドバイスや悩みを共有する機会とする。

採用後3年未満

Aコース：田中・吉野会計事務所
税理士　吉野仁　氏

Bコース：田中・吉野会計事務所
税理士　吉野縫子　氏

・Ａコースは、簿記会計の役割とその基本的知識・重要性、
貸借対照表・資金収支計算書・事業活動計算書の関係、
作り方の基礎を学ぶ。
・Ｂコースは、決算書の見方を具体例から学ぶとともに、自
法人の決算書からポイントとなる指標を把握し、評価する。

・Ａコースは、社会福祉法人特有の会計処理やチェックリス
トの活用について学ぶ。
・Ｂコースは、SWOT分析やバランススコアカードを活用した
経営戦略の策定について学ぶ。

採用後3年未満

社会人としての
マナー研修

100 採用後１年未満
社会人として必要と考えられる接遇・マナーの基礎知識、
接遇技術・身だしなみや言葉遣い、コミュニケーションスキ
ルを総合的に学び、利用者満足の向上を目指す。

日本接遇教育協会　阿部ふみ 氏

人材育成研修 80
管理者・

人事労務事務
担当者

人材育成の基礎知識や職場内のチームリーダーの育成に
ついて学び、事業所内でのメンバーシップ、チームアプ
ローチの向上を目指す。
※ 研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

高崎健康福祉大学　健康福祉学部
社会福祉学科　教授　永田　理香　氏

社
会
福
祉
法
人
会
計
事
務
員
研
修

会計基礎研修Ⅰ 各100

一般社団法人名北労働基準協会
企業内コンプライアンス教育推進室長
特定社会保険労務士　加藤豊　氏

メンタルヘルス研修 80
管理者・

人事労務事務
担当者

メンタルヘルスに関する知識を習得し、ストレスチェック制度
の効果的な活用法や、新型コロナ禍での自身や部下への
メンタルヘルスケア・対策について考え、職員の能力を十
分に発揮させられるよう目指す。

オフィス・イデア　特定社会保険労務士
上栁聡美　氏

管
理
者
研
修

人材定着研修 80
管理者・

人事労務事務
担当者

新型コロナ禍及び働き方改革の中での安心・安全で多様
で柔軟な働き方の実現、そのための職場の環境や制度の
整備、管理者の労務知識の向上から従業員の定着率向上
を目指す。
※ 研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

平松朗務事務所　社会保険労務士
平松和子　氏

労務管理研修 80
管理者・

人事労務事務
担当者

組織のコンプライアンスについて考え、事例を交えて適切
な労務管理の方法を学ぶことで、働きやすい職場環境の整
備につなげる。

会計基礎研修Ⅱ 各100

予算・決算対策研修 各100

・Ａコースは、社会福祉法人の予算・決算　作成すべき計算
書類について学ぶ。
・Ｂコースは、社会福祉法人の予算・決算と事業計画につ
いて学ぶ。

中
堅
職
員
研
修

スーパービジョン
研修

各回
80

概ね経験年数
3～5年の職員

中堅職員が指導法のひとつであるスーパービジョンの理
論、指導者であるスーパーバイザーと指導される者である
スーパーバイジーそれぞれの役割、実践法について学ぶこ
とで、職場全体の対人援助職としての専門性を向上させ、
利用者の処遇向上を目指す。

ソーシャルワーカーサポートセンター
名古屋（SSN)　代表　浅野正嗣　氏

タイムマネジメント研
修

80
概ね経験年数
3～5年の職員

令和４年度　名古屋市高齢・障害福祉職員研修事業　年間実施計画

研修体系区分研　　　修　　　名 日時・場所 定員 対象 研　　　修　　　の　　　ね　　　ら　　　い 講　師

高
齢
・
障
害
福
祉
職
員
向
け
共
通
研
修

新
規
採
用
者
職
員
研
修

介護記録研修
各回
100

介護記録の意義や目的、重要性とサービス提供との関係
性、活用方法について学び、演習では例題をもとに実際に
介護記録を書き、介護職員として留意すべき記録の書き
方、他者が読みやすい記録の書き方を学ぶことで、正確で
わかりやすい情報の記録・共有ができるよう目指す。

効率的な時間の使い方を学ぶことで、利用者へのサービス
の質を維持したまま、職員の負担の軽減や労働生産性の
向上を目指す。
※ 研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

対人援助技術研修
各回
１００

対人援助職としての役割や求められる姿勢、ケアの本質
（価値や倫理）等学ぶとともに、演習を交えながらコミュニ
ケーションスキルを学ぶことで、他職員との円滑な意思疎通
や協力・連携の向上、利用者・家族をより理解した援助がで
きるよう目指す。

株式会社マネジメントサポート
西井敏子 氏

福祉専門職としての
接遇研修

100 採用後１年未満
施設や事業所で障害をお持ちの方又は高齢等の利用者の
方との接し方といった、福祉の現場に特化した接遇方法を
演習を交えながら学び、利用者満足の向上を目指す。

よりそっと　代表　山本正子　氏

株式会社日本マネジメント協会
福島清誠　氏

名古屋人権擁護委員協議会 人権擁護委員
岩田竜司 氏

社会福祉法人なごや福祉施設協会
職員の皆様

名古屋人権擁護員協議会 人権擁護委員
青木 廣康 氏

社会福祉法人名古屋ライトハウス 明和寮 主任
逆瀬川浩二 氏
社会福祉法人名古屋ライトハウス 戸田川グリー
ンヴィレッジ 生活支援員 佐藤 佳祐 氏

人権・倫理研修
（中堅職員向け）

80

福祉従事者として身に着けておくべき人権や職業倫理に
ついて学び、職場での教育に取り入れてもらうとともに、他
所属・他職種の受講者同士で日々の業務を行う上でのアド
バイスや悩みを共有する機会とする。

名古屋人権擁護委員協議会 人権擁護委員
大水正孝 氏

株式会社イコール 代表取締役 小林知久 氏

概ね経験年数
3～5年の職員

人権・倫理研修
（管理者向け）

80
管理者・

人事労務事務
担当者

管理者として身に着けておくべき人権や職業倫理について
学び、利用者の処遇の向上を目指すとともに、他事業所等
の受講者同士で日々の業務を行う上でのアドバイスや悩み
を共有する機会とする。

名古屋人権擁護委員協議会 人権擁護委員
岩田竜司 氏

株式会社イコール 代表取締役 小林知久 氏

新任職員基礎研修
（高齢）

新任職員基礎研修
（障害）

100

100

高齢関係事業所
採用後１年未満

障害関係事業所
採用後１年未満

ファシリテーション研
修

80
概ね経験年数
3～5年の職員

ファシリテーターとしての役割やスキルを学ぶことで、会議
の活性化かつ効率的な進行が実現できるよう目指す。
※ 研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

株式会社日本マネジメント協会
中小企業診断士　宇井克己　氏

名古屋柳城短期大学
准教授　介護福祉士
大﨑　千秋　氏
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研修体系区分研　　　修　　　名 日時・場所 定員 対象 研　　　修　　　の　　　ね　　　ら　　　い 講　師

令和 4年12月15日

10:00～16:00

日本福祉大学中央福祉専門学校

令和 4年 8月26日

10:00～16:00

日本福祉大学中央福祉専門学校

 【1回目】令和 4年 7月11日

名古屋市医師会館

 【2回目】令和 4年12月 6日

名古屋市医師会館

10:00～16:00

令和 4年 8月25日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年 1月27日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年10月26日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年 1月26日

10:00～16:40

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 8月 9日

 【2回目】令和 5年 2月27日

10:00～16:30

オンライン研修

令和 4年 9月28日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年11月14日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年10月24日

10:00～16:00

名古屋市医師会館

令和 4年11月10日

10:00～16:00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 8月 5日

 【2回目】令和 4年 8月 5日

 【3回目】令和 4年10月28日

 【4回目】令和 4年10月28日

 【5回目】令和 4年12月12日

 【6回目】令和 4年12月12日

各回の時間は右記の通り

名古屋市医師会館

 【1回目】令和 4年  7月25日

 【2回目】令和 5年　1月31日

10:00～16:00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 7月15日

10：00～16：40

 【2回目】令和 4年10月14日

10:00～16:40

オンライン研修

令和 5年 2月 2日

10:00～16:40

オンライン研修

高

齢

・

障

害

福

祉

職

員

向

け

共

通

研

修

ス
キ
ル
ア

ッ
プ
研
修

応急手当研修センター　指導員

ターミナル期の利用者に対して、本人や家族が望む最後を
迎えるために、プロとしてどのような支援ができるのか、また
心構えや家族・職員のケアについて学ぶ。

元気がでる介護研究所
代表　高口光子　氏

排泄ケア研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員

排泄ケアの意義やおむつの果たす役割と上手な使い方を
学ぶとともに、実技演習を通して排泄介助の負担軽減等、
スキルの向上を目指す。

各30
高齢・障害福祉
事業所職員

心肺蘇生法や止血法といった応急手当の知識・技術や
AEDの使用法について学び、緊急時に対応できる人材を
育成する。（６回とも同一内容）

【１回目】【３回目】【５回目】は午前コース　 ９:30～12:30
【２回目】【４回目】【６回目】は午後コース　13:00～16:00

感染症対策研修 各100

感染対策の基本となる手指衛生、環境衛生、ワクチンなど
について現状を振り返り、学びなおす。新型コロナウイルス
の感染伝播の状況を捉え、高齢・障害福祉事業所における
基本的な感染対策を学習する。インフルエンザ、ノロウイル
スなどの健康被害を及ぼす感染症に対して、適切な感染
予防と発症時の迅速な対処について学習する。
※ 研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

浜松医科大学　医学部看護学科
教授　脇坂浩　氏

高齢・障害福祉
事業所職員

ＩＣＴ活用による
業務効率化研修

株式会社イコール 代表取締役 小林知久氏
福祉の職場でのICTを活用した業務効率化方法や事例等
を学び、業務負担の軽減とともに働き方改革の実現を目指
す。

高齢・障害福祉
事業所職員

各100

薬学基礎知識研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員

薬の服薬管理に関する基礎知識及び副作用や相互作用、
注意点について学ぶことで、利用者の安全の向上を目指
す。

名古屋市薬剤師会　近藤満里子　氏

アンガーマネジメン
ト研修

100
高齢・障害福祉
事業所職員

怒りや悲しみ等の感情をコントロールし、状況を客観的に見
るための方法を学ぶことで、衝動的に感情が高まっても自
身で沈静化し適切に対処できる力の向上を目指す。

株式会社プラススマイル
代表　濱崎 明子　氏

権利擁護研修 各100
高齢・障害福祉
事業所職員

判断能力が低下した方の権利を守るための成年後見制度
や障害者差別・虐待についての基礎知識や関係機関とそ
の役割などを学び、権利擁護の理解の向上を目指す。

名古屋市社会福祉協議会
権利擁護推進部　職員

防災研修 80 経営者・管理者等

自然災害の多発や、新型コロナウイルス感染という新たな
脅威がある中、今までの防災対策に加え、Withコロナの時
代での防災について考え、適切な防災体制づくりを目指
す。
※ 研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

防災アドバイザー
（藤田医科大学　医療科学部・保健衛生学部
客員教授）
羽田道信　氏
NPO法人　愛知県防災士会
理事　小塚達也氏

介護技術研修
（入浴介助）

40
高齢・障害福祉
関係業務従事者

入浴介助の目的や器具等の使い方を学び、実際に入浴体
験して利用者の気持ちを感じることで、利用者への安心・安
全なサービスの提供の実現を目指す。

日本福祉大学中央福祉専門学校
介護福祉士科学科長　高木直美　氏
介護福祉士科専任教員　板部美紀子 氏

医療基礎知識研修
（障害）

60
障害関係事業所

職員

障害福祉施設において、利用者・医療機関との関わりの中
で必要となる、医療基礎知識や連携を円滑にする方法を学
ぶ。

一般財団法人
名古屋市療養サービス事業団
名古屋市港・熱田訪問看護ステーション
所長　中村美喜　氏

精神障害研修 各100
高齢・障害福祉
関係業務従事者

障害特性や原因、関わり方について学ぶとともに、当事者
やご家族を招いて、本人たちの取り巻く環境や症状、ニー
ズを直接感じてもらう。

社会福祉法人親愛の里　中村区障害者基幹相
談支援センター
センター長　関戸久美子氏
名古屋市精神障害者家族会連合会　ご家族の
皆様
特定非営利活動法人「名古屋サーティーン」
代表理事　河合俊光　氏
および当事者の皆様

医療基礎知識研修
（高齢）

60
高齢関係事業所

職員

高齢者福祉施設において、利用者・医療機関との関わりの
中で必要となる、医療基礎知識や連携を円滑にする方法を
学ぶ。

一般財団法人
名古屋市療養サービス事業団
名古屋市港・熱田訪問看護ステーション
所長　中村美喜　氏

介護技術研修
（体位変換・移乗）

40
高齢・障害福祉
関係業務従事者

ボディメカニクス等の基礎知識と実技演習により職員の介
護技術を向上させ、腰痛予防と利用者の身体に負担の少
ない体位変換・移乗の実現を目指す。

日本福祉大学中央福祉専門学校
介護福祉士科専任教員　板部美紀子 氏
介護福祉士科学科長　高木直美　氏

高齢・障害福祉
事業所職員

地域共生社会についての基礎知識及び実現に向けての高
齢・障害・障害児の施設や事業所での関わり方や取り組み
方、事例等について学ぶ。

日本福祉大学中央福祉専門学校
校長　長岩　嘉文　氏

ＳＤＧｓ研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員

SDGｓについての基礎知識や、事例とともに施設や事業所
でどのような取り組みができるか、また取り組み方法を考え
る。
※ 研修内で30分ほど、高齢者及び障害者虐待防止法につ
いての理解を図る研修を実施します。

一般社団法人ローカルＳＤＧｓネットワーク
木下聡　氏

地域共生社会研修 100

普通救命研修

よりそっと　代表　山本正子　氏

ターミナルケア研修 100
高齢・障害福祉
事業所職員
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令和 4年 9月 9日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年 9月21日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年11月30日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年 8月31日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年11月18日

10:00～16:00

オンライン研修

 【1回目】令和 4年 9月 5日

 【2回目】令和 4年10月 7日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 4年11月24日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年 2月 9日

10：00～16：00

オンライン研修

令和 5年 2月13日

10：00～16：00

名古屋市医師会館

令和 5年 1月25日

10:00～16:00

オンライン研修

令和 5年 2月17日

10:00～16:00

オンライン研修

各100

制度の最新情報及び今後の動向を把握するとともに、利用
者の「望み」「生活」を支援するためにサービス管理責任
者・児童発達支援管理責任者としてどのような視点が必要
かを学び、計画作成スキル及び利用者へのサービス向上
を目指す。

グループホーム
世話人等研修

40
グループホーム
世話人等

グループホームの基礎知識を学び、事例検討を通じて、利
用者が安全で安心できる地域やホームなどの環境づくりに
ついて考えるとともに、世話人同士の情報共有・問題の解
決法等話し合う機会とする。

社会福祉法人あさみどりの会
法人共同生活援助事業所
総括主任　丹下靖　氏

障害児支援
基礎研修

100
障害児支援

関係業務従事者

障害児支援の基本理念や児童の発達段階に応じた支援方
法や保護者との関わり方、障害児個別支援計画に基づく
適切な支援について学ぶことで、障害児支援の質の向上
を目指す。

名古屋キリスト教社会館　加藤淳　氏
あさみどりの会　山本智恵　氏　他

障害児支援
関係業務従事者

サービス等利用
計画作成研修

50 相談支援専門員
サービス等利用計画作成の意義について理解し、アセスメ
ント、目標設定していく過程を学び、事例検討を通して利用
者特性を理解したマネジメント技術を高めることを目指す。

愛知県相談支援専門員協会　代表理事
日本相談支援専門員協会　理事
蒲郡市社会福祉協議会
福祉総合相談室準備室　室長　鈴木康仁　氏

職
種
別
研
修

分
野
別
研
修

障害福祉制度研修

サービス管理
責任者
・

児童発達支援
管理責任者

日本福祉大学　社会福祉学部
社会福祉学科
教授　木全和巳　氏

就労支援研修 60
就労支援事業所

従事職員

認知行動療法のひとつである、ＳＳＴ（ソーシャル・スキル
ズ・トレーニング）を学ぶことで、社会生活上で様々な困難
を抱える人たちの自己対処能力を高め、自立を支援する技
術の習得を目指す。

同朋大学　社会福祉学部　教授
社会福祉学科長（社会福祉専攻）
精神保健福祉士　吉田みゆき　氏

サビ管・児発管のた
めの
個別支援計画
作成研修

相談支援専門員

一人一人のニーズから支援を組み立てるため、ソーシャル
ワークアセスメントのために欠かせない面接技法を学ぶ。ま
た、ニーズ主導アセスメントを演習を通して経験することで、
現場で実践できるアセスメントスキルの向上を目指す。

日本福祉大学　社会福祉学部
社会福祉学科
教授　大谷京子　氏

放課後等デイサー
ビス研修

100

放課後等デイサービス事業の成り立ち等の背景や職員とし
て必要な視点を確認するとともに、他機関との連携、利用
者及び家族との関わり方や支援方法を学び、職員のスキル
向上を目指す。

ＮＰＯあいち障害者センター
理事長　近藤直子　氏

100
障害者(児)支援
関係業務従事者

知的障害の特性について理解を深めるとともに、当事者の
ニーズに基づくそれぞれに合った支援方法等を学び、職員
のスキル向上を目指す。

長野県北信圏域障害者生活支援センター所長
日本相談支援専門員協会　顧問
相談支援専門員　福岡寿　氏

発達障害研修 100
障害者(児)支援
関係業務従事者

発達障害の特性及び行動の見方や目的、アセスメントにつ
いて学ぶことで、どのような支援が必要かを判断する能力
等、職員のスキル向上を目指す。

アイズサポート　代表　伊藤久志　氏

100
障害者(児)支援
関係業務従事者

障害者総合支援法や障害者虐待防止法、差別解消法など
制度策定までの時代背景等の基礎知識を学ぶとともに、利
用者を支援するにあたっての姿勢を振り返る機会とする。

椙山女学園大学　人間関係学部
人間関係学科
教授　手嶋雅史　氏

障

害

福

祉

職

員

向

け

研

修

知的障害研修

強度行動障害研修 100
障害者(児)支援
関係業務従事者

強度行動障害の特性に配慮した支援法を学ぶことで、自
傷・他害行為を減らし、虐待の防止といった利用者の処遇
の向上を目指す。

国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園　職員の皆様

相談支援技術研修 50
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１ 安否確認の範囲 

障害者総合支援法に基づく各施設・事業所の名古屋市内のサービス利用者 
 

２ 情報提供を求める災害 

名古屋市内で震度５強以上の地震が発生した地域、あるいは避難勧告が発令され

た災害が発生した地域がある場合 
 

３ 事前準備 

① ウェルネットなごやから「様式１ 安否確認結果報告書」をダウンロードし入手 
② 「安否確認結果報告書」に、安否確認対象者の「氏名」「フリガナ」欄等を入力 
③ 電子メールのアドレス帳に報告用メールアドレスを、ファックスに報告用ＦＡ

Ｘ番号を登録 
④ パソコンが使用できない状態となった場合に備えて、紙を出力し適切に保管 
 
 
 
 
４ 災害時の対応 

① 「安否確認結果報告書」の“確認日時”“身体等の状況”“現在の居所”“備考”

欄を入力又は記入。 
② 「安否確認結果報告書」を、電子メールもしくはＦＡＸにより送信 
③ 「安否確認結果報告書」により報告した安否情報について、新たな情報を入手

した場合は、送付回数を記入した上で、再送信 
 
５ 利用者への説明 

大規模災害時に、本市へ安否情報を提供する場合があることについて、事前に利

用者へご説明いただきますようご協力をお願いいたします。 

 

大規模災害時における安否確認に係る情報提供のお願い 
 

災害時に、障害者の安否確認の支援を円滑に進めるために、各施設・事業所におか

れましては、利用者の安否情報に係る本市への提供について、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１ 内容 

  障害者支援施設(入所)・共同生活援助・短期入所・療養介護施設においては、

「利用者の安否確認」とあわせて「施設等の被災状況」を、取り急ぎ FAX にてご

報告ください。 

２ 報告対象 

 「サービス提供の継続に著しい支障のある重大な建物被害が発生した場合」や

「人的被害が発生した場合」  
※詳しくは、ウェルネットなごやをご覧ください。 
 

 

利用者の安否確認 

障害者支援施設(入所)・共同生活援助・短期入所・療養介護施設 

報告用メールアドレス（anpi@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp） 

報告用 FAX 番号（052-972-4149） 
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令和 3年度から厚生労働省にて運用開始をとなる「障害者支援施設等災害時情報

共有システム」（以下「災害時情報共有システム」という。）につきまして、運用開

始に向けて事業所情報の登録依頼が厚生労働省を通じてございました。 

今後、災害発生時の被害状況等の把握・共有は、主にこちらの災害時情報共有シ

ステムを活用して行われることとなりますので、被害状況を踏まえた支援を実施す

るためにも、システム上へ各事業所の緊急連絡先等の情報を登録する必要がござい

ます。 

つきましては、災害時情報共有システムへの登録に必要な事業所情報をご回答頂

きますようお願いいたします。 

 

１ 回答対象事業所 

名古屋市内にある全ての障害福祉サービス等事業所及び障害児通所支援事業所等 

※ すでに災害時情報共有システムの登録について回答いただいている事業所を

除く。 

 

２ 回答方法 

① ウェルネットなごやから「災害時情報共有システム登録様式」をダウンロード

し入手 

② 「災害時情報共有システム登録様式」に必要事項を記入 

③ 「災害時情報共有システム登録様式」をメールに添付の上、以下のアドレスま

でお送りください。 

提出先メールアドレス：a2560-01@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

※ 複数の事業所を運営されている法人におかれましては、法人でまとめて回答

いただいてもかまいません。 

※ 提出の際のファイル名は「【法人名】災害時情報共有システム登録様式」とし

てください。 

 

３ システムへの登録について 

様式により回答いただいた情報をもとに、名古屋市で一括して災害時情報共有シ

ステムへの登録を行います。 

各事業所から直接システムへの登録は行えませんのでご了承ください。 

また、登録まで時間を要する場合がございますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（障害者支援課推進係 ℡972-2558） 

障害者支援施設等及び障害児通所支援事業所等の 

「災害時情報共有システム」運用開始に向けた対応について 

-149-



-150-



 

 

 

   

-151-



 

 

 

 

 

 

-152-



-153-



令和５年３月  
各関係施設・事業所 管理者 様 

 
名古屋市健康福祉局障害者支援課長  

 

令和５年度 防災訓練（情報伝達訓練）の実施について 

本市においては、毎年、「なごや市民総ぐるみ防災訓練」を実施しております。健康福祉局に

おいても、その一環として、民間の各施設・事業所を対象に、防災意識の高揚と防災体制の強

化を図ることを目的として、情報伝達訓練を行いますので、積極的にご参加いただきますよう

お願い申し上げます。 
 
１ 対象施設・事業所 

  障害者支援施設、障害福祉サービス事業所（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援又は共同生活援助に限る。）、地域活動支援事業所、福祉ホーム 
 
２ 防災訓練の概要（情報伝達訓練） ※下記は令和４年度実施内容です。 

（１） 実施時期 
９月上旬頃 

（２） 実施内容（情報伝達訓練） 
① 大規模地震が発生したとの想定のもと、地震に関する情報を障害者支援課から、ＦＡＸ

及び電子メールにより各施設等へ伝達する。 
② 各施設等は、ＦＡＸ等の受信後、ただちに職員や利用者に情報を伝達するとともに、施

設等の被害状況の確認等を行う。 
③ 各施設等は、訓練実施後、問題点や反省点等について振り返りを行い、所定の様式によ

り、障害者支援課へ報告する。 
 
３ 参加を希望する場合の連絡方法 

  参加を希望する各施設等は、電子メールにより、下記の連絡先に、件名に「令和５年度防

災訓練に参加を希望します」と入力の上、「事業者番号」「施設・事業所名（サービス種別を

含む）」「ＦＡＸ番号」「メールアドレス」を送信してください。 

  期日：令和５年５月２２日（月） 

 
 
 
４ その他 

詳細は、参加各施設等あてに電子メールでご連絡します。（令和５年８月頃予定） 
 

 （障害者支援課推進係 ℡：052-972-2558） 

連絡用メールアドレス：a2560-01@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

※本メールアドレスは、訓練以外では使用しませんので、ご留意ください。 
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令和 5年 3月 

 関 係 各 位 

名古屋市健康福祉局長 

 

福祉避難所の設置・運営へのご協力のお願い 

 

日頃は本市の福祉行政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

本市では、南海トラフ巨大地震を始めとする大規模災害への事前の備えとし

て、避難に際し配慮の必要な方（障害のある方、要介護・要支援認定のある方

等）を対象とした「福祉避難所」の指定又は協定を締結（以下、「指定等」と

いう。）することを推進しているところです。 

福祉避難所は、身体等の状況や医療的ケアの面で、入院や介護施設への入所

の必要はないものの、小中学校等の一般の指定避難所では、段差・トイレ等で

生活に支障をきたす方に避難していただく施設です。 

発災直後、原則として当該施設のサービス利用者とその家族のうちあらかじ

め特定した方を速やかに受け入れる指定福祉避難所と、一般の指定避難所に避

難していただいた後に、その方々の状況を確認した上で移動していただく協定

福祉避難所があります。 

福祉避難所は、東日本大震災や平成 28 年熊本地震においても被災地の各地

に設置され、要配慮者の避難支援対策の中でも重要な役割を担っています。 

 

福祉施設・事業所の皆様におかれましては、福祉避難所の指定等についてご

検討くださいますようお願い申し上げます。 

ご連絡いただきましたら、個別に訪問しご説明させていただきます。 

 

（参考） 

福祉避難所指定等か所数 

 137 か所（令和 4年 4月 1日現在） 

指定等している主な事業所種別 

（高齢者福祉施設）通所介護事業所、特別養護老人ホーム（通所介護併設）等 

（障害者福祉施設）生活介護事業所、就労継続支援事業所等 

  

【本件のお問い合わせ先】 名古屋市健康福祉局監査課調査係（西村・落合） 

                 ℡ 052-972-2510 Fax 052-972-4150 

               E-mail: a2510-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 
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 福 祉 避 難 所 の 概 要           
 

資料１ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
福祉避難所とは、一般の指定避難所や福祉避難スペースでの生活が困難な要配慮者（主として高

齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する方）を対象とした避難所であり、バリアフリー等

の設備・体制が整った社会福祉施設等を利用して開設されます。本市の福祉避難所には、指定福祉

避難所と協定福祉避難所があります。※指定福祉避難所と協定福祉避難所の相違点については、資

料２参照 

福祉避難所とは 

 
身体等の状況や医療面でのケアの必要性から介護保険施設や病院等へ入所・入院するに至らない

方であって、避難所での生活において配慮を必要とする方とします。 

対象者を介助する方も、対象者本人とともに福祉避難所に避難することができます（介助者は１

人までとし、要配慮者数には算入しません）。※対象者の避難の流れについては、資料３参照 

車いす利用者や一人での移動が困難な方など、小・中学校では段差があってトイレに行けな

いような方のために、ハード面で適している避難所に移ってもらうということを想定したもの

で、福祉避難所自体に対象者の介護をお願いするものではありません。 

 

① 福祉避難所の設置、維持及び管理【夜間の宿直を含め１人以上の配置】 

〔以下は個々の事業所の状況に応じて事前に取り決めます〕 

② 被災した要配慮者の福祉避難所への移送 

③ 被災した要配慮者や家族からの相談を受けたり、福祉・保健医療 

サービスを受けられるよう関係機関への連絡調整（要配慮者を概ね 

10 人受け入れ、相談員を１人配置した場合に限る） 

④ 食事の提供や生活必需品の支給 

 
社会福祉事業を行う事業所のうち、次に掲げる基準を満たす施設を、指定福祉避難所として指定

又は協定福祉避難所として協定を締結させていただきます。 

＜指定福祉避難所＞ 

① 速やかに、特定の要配慮者の受け入れ、生

活関連物資を避難者に配付することが可能な

構造又は設備を有するものであること 

＜協定福祉避難所＞ 

① 一般の指定避難所において、行政職員が振 

り分けをした要配慮者の受け入れが可能な構 

造又は設備を有するものであること 

＜指定福祉避難所・協定福祉避難所共通＞ 

② 土砂災害（特別）警戒区域の区域外に位置すること 

③ 過去の浸水実績や浸水予測結果から判断し、避難者の安全空間（階）を確保できること 

④ 耐震・耐火構造の建築物で、原則としてバリアフリー化がされていること 

⑤ 避難者用スペース（1 人当 2 ㎡）が確保でき、利用にあたり無料であること 

※ 福祉避難所を開設しながら通常事業を再開することは差し支えありません（再開にあたっては

事業所管課にご相談ください）。 

※ 想定している事業所は、主にデイサービス等通所事業を行う施設ですが、特別養護老人ホーム

等入所施設についても、入所者（緊急入所を含む）の処遇に支障がない範囲でご検討ください。 

災害救助法が適用され、法

による救助とみなされるも

のにかかる費用について

は、全額を市が負担しま

す。 

指定福祉避難所・協定福祉避難所 

福祉避難所の事業内容 

福祉避難所の対象者 
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福祉避難所制度の主な相違点 

 

名 称 

 

指定福祉避難所 

 

協定福祉避難所 

対 象 者 

原則として高齢者及び障害者の通

所施設のサービス利用者とその家

族 

発災後に一般の避難所において行

政職員が振り分けをした要配慮者

とその家族 

開 設 の 

タイミング 

発災後、準備ができ次第速やかに

開設 
発災後、4日目以降を目標 

避 難 方 法 
発災後、準備ができ次第速やかに

避難 

まずは一般の避難所へ避難し、そ

こで行政職員が福祉避難所の対象

者を振り分けした後、福祉避難所

へ移送 

避 難 支 援 

発災後、行政からの依頼を待つこ

となく、施設は安否確認及び避難

支援を行う 

発災後、行政から依頼があった場

合に、施設は可能な範囲で移送に

協力 

物資の備蓄 

原則として食糧、水等の 3 日分を

施設にて予め備蓄 

（補助制度を令和4年度より開始） 

4 日目以降の開設のため、開設に併

せて行政が運び入れる 

（福祉避難所には備蓄しない） 

公表・公示 

名古屋市地域防災計画に掲載する 

が、広く公表はしない 

施設名、所在地、受入れ対象者を

公示 

名古屋市地域防災計画に掲載する

が、広く公表はしない 

費 用 

災害救助法による救助とみなされ

るものにかかる費用について全額

を市が負担 

同左 

 

資料２ 
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資料３ 

大規模災害発生 

指定緊急避難場所 

  

指定避難所へ避難 

福祉避難スペース 

指定避難所内のバリア 

フリー等の一定の要件 

が整ったスペース 

指定福祉避難所 

要配慮者の避難支援のイメージ 

発災後、概ね４日目

以降を目標に開設 

家族・隣近所で助け合って 

指定避難所等へ避難 

重度の要介護認定の方 

常時医療的ケアを要する方 

など 

対応・移送先を決定 

行政職員等 

指定緊急避難場所：命を守るため、災害の危険

からまずは逃げるための場所 

指定避難所：自宅が被災して帰宅できない場

合、一定期間、避難生活を送るためのところ 

※避難の方法の詳細はナゴヤ避難ガイドを参照 

居住スペースでは避難生活が困難な要配慮者 

原則として通所系

のサービス利用者

とその家族 

福祉避難スペースでも避難生活が困難な要配慮者 

協定福祉避難所 
施設への緊急入所 

医療機関へ入院 発災後、準備ができ

次第速やかに開設 
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改正食品衛生法が施行され、原則として全ての食品等事業者が、その規模や形態
等に応じて、次のいずれかの取組みが求められることとなりました。

現在取り組んでいる衛生管理を『見える化』することです。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは？

①衛生管理計画
作成

②実 行 ③記録・確認

④振り返り

HACCP 7原則に基づき、使用する原材
料や製造方法等に応じた計画を作成し、適
切な管理・記録を行う。

HACCPに基づく衛生管理

・大規模事業者等
・複合型そうざい製造業の事業者
・複合型冷凍食品製造業の事業者
・と畜業者 など

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

各業界団体が作成する手引書を参考に、
一般衛生管理を基本とした計画を作成し、
チェックリストに記録する。

・小規模事業者等
・飲食店、給食施設
・そうざい・弁当の製造施設 など

食品衛生について
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手引書は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の取り組みに対応するために、
業界団体が作成したものです。自分の業種に合った手引書を参考にしてください。

ＨＡＣＣＰ 手引書 検索

○手引書の作成例を参考に、衛生管理計画と記録表を作成しましょう

○食品に潜む危害要因（人の健康に害を及ぼす原因）を知りましょう

微生物

細菌
腸管出血性大腸菌
サルモネラ属菌
カンピロバクター 等

ウイルス
［ノロウイルス 等］

寄生虫
［アニサキス、クドア 等］

化学物質

洗剤・消毒剤
殺虫剤
ヒスタミン
自然毒
［ふぐ毒・きのこ毒 等］

硬質異物

金属片・ネジ
ガラス片
プラスチック片
石 等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

一般衛生管理

取扱全般において基本となる管理

重要管理

調理・製造・加工・販売等で注意すべき管理

・原材料受入
・器具の衛生管理
・交差汚染防止対策
・従業員の健康管理 等

・加熱・冷却
・冷蔵・冷凍保管
・殺菌
・異物混入対策 等

「いつ」、「どのような方法
で」、「問題があった時ど
うするのか」を決めてお
きます

調理、製造等の工程
に応じた確認方法を
決めておきます

業種別手引書を活用しましょう

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 - 厚生労働省

（水産物卸売業・一般衛生管理） （小規模な煮豆製造業・重要管理）

衛生管理計画で定めた項目
について毎日記録します

３つの危害要因

衛生管理計画で決めておく項目例

記録表の作成例

1 2 3

＋

※手引書には、業種に応じた危害要因とそれを効果的に防除する方法が記載されています。

手引書は厚生労働省HP
からダウンロードできます
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居酒屋など飲食店を利用する方へ居酒屋など飲食店を利用する方へ

＜生又は加熱不十分な鶏肉料理の例＞

詳しい情報は、
名古屋市公式ウェブサイト
に掲載しています。

Q. 新鮮だから生で食べても大丈夫？

A. いいえ。 です。
生又は加熱不十分な鶏肉料理によるカンピロバクター
食中毒が多発しています。メニューに「新鮮」「朝挽き」
「炙り」と記載があっても食中毒予防とは関係ありません。

鶏レバ刺し鶏しもふり鶏刺し

https://www.youtube.com/watch?v=yzEFWIVDYQ4

!!

平成30年～令和4年に
市内で発生した
食中毒の原因
第1位！（77件中29件）
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腸管出血性大腸菌
（Ｏ１５７など）

カンピロバクター E型肝炎ウイルス

◆牛などの家畜の腸管内に
存在する。

◆重症化すると、溶血性尿毒
症症候群（HUS）や脳症
などの合併症が発症し、
死 に 至 る こ と が あ る 。

◆主に鶏、牛、豚などの腸管
内に存在する。特に鶏肉の
汚染率は高い。

◆後遺症としてギラン・バ
レー症候群（手足のまひ・
呼吸障害など）が発症する
ことがある。

◆豚、鹿、猪などの肝臓や
筋肉に存在する。

◆感染しても症状が出ない
ことが多い。重症化すると
死に至ることもある。

[潜伏期間] ２～７日
（平均３～５日）

[潜伏期間] １～７日
（平均３日）

[潜伏期間] 15～50日
（平均6週間）

[主な症状] 激しい腹痛、
下痢（血便も）、発熱

[主な症状] 腹痛、下痢、
発熱

[主な症状] 発熱、腹痛、
黄疸、食欲不振

生や半生のお肉による食中毒の主な原因菌・ウイルス

鶏ささみの加熱実験では、15秒間の湯通しでも、カンピロバクターが検出
されました。
鶏肉以外にも、牛や豚などの生肉に食中毒を引き起こす細菌などが付着して
いることがあります。肉や食肉調理品（メンチカツ、ハンバーグなど）は、
中心部の色が変わるまで、十分に加熱（75℃1分間以上）しましょう！
焼肉店やバーベキューなどでは、生肉専用のトングや箸を使いましょう！

 

細菌などが
付着したお肉

細菌などが包丁
まな板・手指に付着

生野菜などを
二次的に汚染

食中毒の
原因に!!

鶏
さ
さ
み

生の状態 しもふり・タタキ 中心部を75℃ 1分加熱

鶏
レ
バ
ー

 

生肉に触れた手や包丁、まな板から細菌などが移るため、手や包丁、まな板
などは十分洗浄・消毒しましょう！

 

お肉を調理する際には…
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問合せ先：名古屋市保健所食品衛生課 
052－972-2646 
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健康福祉局障害福祉部の組織（令和５年度） 

【障害者支援課】 

推 進 係 
電 話 ９７２－２５５８ ＦＡＸ ９７２－４１４９ 

メールアドレス a2558@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉

サービスに係る事務事業の総括 ②障害者基幹相談支援センターの運営 ③他係

の主管に属しないこと 

 

就 労 支 援 の 

推 進 等 担 当 

電 話 ９７２－２５８４ ＦＡＸ ９７２－４１４９ 

メールアドレス a2558@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①障害者の就労支援 ②障害者に係る施設の運営（障害企画課の主管に属するも

のを除く。） 

 

施 設 事 業 係 
電 話 ９７２－２５６０ ＦＡＸ ９７２－４１４９ 

メールアドレス a2560@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①障害者に係る施設の設置の計画及び手続（障害企画課の主管に属するものを除

く。） ②障害者に係る施設の運営（障害企画課の主管に属するものを除く。）  

③作業所型地域活動支援事業に係る補助金 ④重症心身障害児者施設の運営 

 

指 定 指 導 係 

（ 指 定 担 当 ） 

電 話 ９７２－３９６５ ＦＡＸ ９７２－４１４９ 

メールアドレス a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者

及び指定特定相談支援事業者の指定並びに指定障害児相談支援事業者の指定 ②

地域生活支援事業（障害企画課の主管に属するものを除く。）に係る事業者の登録 

 

指 定 指 導 係 

（ 指 導 担 当 ） 

電 話 ９７２－３９６７ ＦＡＸ ９７２－４１４９ 

メールアドレス a2578@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者

及び指定特定相談支援事業者の指導監督 ②地域生活支援事業（障害企画課の主

管に属するものを除く。）に係る事業者の指導監督 

 

認 定 支 払 係 
電 話 ９７２－２６３９ ＦＡＸ ９７２－４１４９ 

メールアドレス a2639@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①障害支援区分の認定等に係る企画、指導及び訪問調査の委託等 ②障害支援区

分認定等審査会 ③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律による給付に係る指定事業者等及び指定相談支援事業者への支払（障害企画課

の主管に属するものを除く。） ④地域活動支援事業に係る事業者への支払（施設

事業係の主管に属するものを除く。） 
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【障害企画課】 

企 画 係 
電 話 ９７２－２５８５ ＦＡＸ ９５１－３９９９ 

メールアドレス a2585@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①障害者施策の企画及び総合調整 ②障害者基本計画及び障害福祉計画 ③身体

障害者手帳、愛護手帳及び精神障害者保健福祉手帳 ④障害者に対する理解の促

進 ⑤障害を理由とする差別の解消の推進 ⑥福祉都市環境整備 ⑦自立支援医

療（育成医療を除く。）を担当する医療機関の指定 ⑧障害児福祉手当及び特別障

害者手当 ⑨特別児童扶養手当 ⑩心身障害者扶養共済事業 ⑪障害者施策推進

協議会 ⑫障害者スポーツに関する障害者施策の調整 ⑬アジアパラ競技大会に

関する障害者施策の調整 ⑭知的障害者更生相談所 ⑮身体障害者更生相談所 

⑯精神保健福祉センター ⑰部内他課公所係の主管に属しないこと 

 

障害者差別解消・

福祉都市推進担当 

電 話 ９７２－２５３８ ＦＡＸ ９５１－３９９９ 

メールアドレス a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①障害を理由とする差別の解消の推進 ②福祉都市環境整備 ③バリアフリーの

推進 

 

福 祉 係 
電 話 ９７２－２５８７ ＦＡＸ ９５１－３９９９ 

メールアドレス a2587@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①障害者の福祉 ②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律による補装具費等の支給 ③難病対策（局内他部課公所及び子ども青少年局の

主管に属するものを除く。） ④戦傷病者の更生援護 ⑤遺族、引揚者、未帰還者

等の援護 ⑥総合リハビリテーションセンター ⑦社会福祉法人名古屋市総合リ

ハビリテーション事業団 

 

難 病 対 策 担 当 
電 話 ９７２－２６３２ ＦＡＸ ９５１－３９９９ 

メールアドレス a2632@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

①難病対策（局内他部課公所及び子ども青少年局の主管に属するものを除く。） 
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ＳＮＳのフェイスブックとツイッタ

ーには、名古屋市障害者支援課のペー

ジがあり、左記のウェルネットなごや

に新着記事を掲載したことをお知らせ

しています。 

登録していただくと、新着記事が掲

載されたことをリアルタイムに知るこ

とができます。 

ぜひ職員の方々にもお声かけいただ

き、フェイスブックやツイッターで、

名古屋市障害者支援課を登録してくだ

さい。 

 

登録方法は下記のとおりです。 

 

【フェイスブック】 

※ フェイスブックのアカウントを持っていない方は「いいね！」ができません。 

次のＵＲＬを検索してください。 

https://www.facebook.com/ngy.shougaishashienka 
右の QR コードを読み込むと接続が簡単です。 

「いいね！」をクリック（タップ）すると登録されます。 

 

【ツイッター】 

次のＵＲＬを検索してください。 

https://twitter.com/ngy_shoushi 
右の QR コードを読み込むと接続が簡単です。 

「フォローする」をクリック（タップ）すると登録されます。 

 

新着情報をリアルタイムにお知らせしています!! 


